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はじめに 

地球温暖化防止・温室効果ガス排出量の削減は我が国をあげての課題となっており、太陽光、風力

等の再生可能エネルギーの導入と低炭素社会の実現が求められています。また、燃油等の漁業経費の

高騰により漁業経営は厳しい状況にあり、漁業生産コストの縮減による経営の効率化が求められてい

ます。 

漁港は、水産物の流通・加工の拠点であり、多くの電気や燃油を消費する漁港施設が立地し、また

漁船への燃油供給が行われる等、エネルギー消費と温室効果ガスの排出が行われており、漁港におけ

るエネルギー消費の縮減、エネルギーコストの縮減、温室効果ガス排出量の縮減は緊要の課題です。 

漁港のエコ化方針（再生可能エネルギー導入編）は、漁港に立地する水産関係施設や既存の風力発

電施設及び太陽光発電施設等を対象とした現地調査を通じて国内の発電施設の実態を把握した上で、

漁港への再生可能エネルギーの導入手順や利活用方法、発電施設を導入、管理する際のリスクについ

ても整理しました。また、再生可能エネルギーの導入に向かない地域に立地する漁港でも参考となる

よう省エネルギーによるエネルギーコストの縮減、温室効果ガス排出量の縮減方法についても整理し

ています。 

今後、全国の漁港において再生可能エネルギーの導入を進める際の参考資料として、本冊子をご活

用いただければ幸いです。 

 

平成26年3月 
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【制度・法律関連の説明】 

再生可能エネルギーの固定価格買取制度（FIT） 

再生可能エネルギーの固定価格買取制度は、再生可能エネルギー源（太陽光、風力、水力、地熱、

バイオマス）を用いて発電された電気を、国が定める固定価格で一定の期間電気事業者に調達を義務

づけるもので、2012年7月1日にスタートした。 

電気事業者が調達した再生可能エネルギー電気は、送電網を通じて普段使う電気として供給されて

いる。このため、電気事業者が再生可能エネルギー電気の買取りに要した費用は、電気料金の一部と

して、使用電力量に比例した賦課金という形で国民が負担することとなっている。 

自然豊かな日本には、大きな再生可能エネルギーのポテンシャルがあるものの、コストが高いなど

の理由によりこれまで十分に普及が進んでいなかった。この制度は、エネルギー自給率の向上、地球

温暖化対策、産業育成を図ると共に、コストダウンや技術開発によって、再生可能エネルギーの普及

を図ることを目的としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成25年度の調達価格と期間 
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補助対象財産を利用した再生可能エネルギーの導入について 

（参照条文）補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号）第22条 

（参照条文）補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和30年政令第255号）第13、14条 

(1)補助事業者が過去に実施した補助事業等により取得した農林水産関連施設（以下「補助対象財産」と

いう。）の一部を利用する場合であって、その利用が当該補助事業等の補助目的の一部として想定され

ておらず、当該利用により補助対象財産の機能等を損なうことのない場合には、補助金等の交付の目

的に反しない利用となることから、財産処分には該当せず、農林水産大臣等の事前の承認は必要ない

（※1）。 

※1：財産処分とは、補助対象財産を、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し

付け、又は担保に供することをいう。 

 

(2)具体例としては、屋上の利用を補助目的として想定していない補助事業等により取得した荷さばき所

等の漁港施設の屋上について、再生可能エネルギーの普及促進を図る観点から、当該施設の所有者自

らが、又はこれを第三者に貸し付けること（いわゆる屋根貸し等）により太陽光発電施設を設置する

場合であって、その設置により、職員等が行う施設の維持管理に支障を来す等、施設の機能を損なう

ものでなく、かつ、施設の耐久性や耐震性に悪影響を与える等、施設の財産価値を減じるものでない

場合は、承認は必要なく、また売電収入の一部を国に納付する必要もない。 

 

(3)なお、荷さばき所等の漁港施設は、補助事業等で取得されている場合が多く、その施設への設置方法

等によっては財産処分の手続きが必要となる場合があるので、施設の所有者（補助事業者）に確認す

る必要がある。 

 

水産業協同組合法（水協法）における洋上風力発電事業の位置付け 

漁業協同組合等が洋上風力発電事業を実施する場合は、以下のようなものが想定される。 

 

(1)漁協等自ら発電事業を実施する場合 

漁協等自らが発電事業体となって実施する場合、水産業協同組合法に定める漁場利用事業により次

の①～③を満たせば、洋上風力発電事業が可能。 

①漁場の安定的な利用関係の確保 

地域の自然環境や漁業形態を勘案し、漁業者の合意を得て、風力発電事業が漁業と共存が可能

な形で実施されること。 

②組合員の労働力を利用して行う 

風力発電事業に係る雇用のうち発電施設に日常巡視や保守点検等の漁業者の労働力が利用可能

な業務について、漁協等と雇用契約を締結する者の1/2以上が組合員であること。 

③漁場の総合的な利用を促進する 

当該漁場の漁業生産力と風力発電の公益性、収益性等を総合的に勘案し、風力発電事業が漁場

の総合的な利用を促進すること。 

なお、この場合には、定款を改正し「風力発電事業」を追記することが必要。 
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(2)漁協が発電事業会社（SPC）等に出資する場合 

漁協等が発電事業体に出資（参加）する場合、漁協等が自ら行う水協法第11条、又は第87条、に

限定列挙された事業に必要な範囲内で可能。 

具体的には、上記の①から③の要件を満たす必要はなく、少なくとも漁協等及びその組合員が管理、

利用する漁場において行われる発電事業体への出資であれば「漁場利用事業」に必要な範囲内で可能。 

なお、漁協は協同組合としての性格上、組合員への単なる利益配当のみを目的として売電事業を行

うことは、協同組合としての性格を逸脱すると考えられることから上記のように水協法上の事業とし

て実施される場合は漁協が事業主体となることが可能。 

 

再生可能エネルギー（風力発電施設）の導入について（抜粋）（水産庁 H24年9月） 

(1)漁業との協調にかかる主体的枠組み 

風力発電施設の導入にあたっては、地域漁業との共存を図ることが重要である。このため、導入計

画検討のなるべく早い段階で、漁業者と発電事業者、地方自治体等の関係者が密接に意見交換を行い、

また、計画が具現化しつつある早い段階で地元協議会を設置することが望ましい。 

(2)漁業者・漁業協同組合の発電事業との関わり 

風力発電施設で発電された電力については、地元漁港関連施設等での活用（地産・地消）や売電し

て地元水産業の振興経費等に充てるなどが考えられる。また、漁業者による洋上風力発電施設の保守

点検作業等への協力、漁協等の発電事業への参加が考えられる。 

(3)地元協議会の設置 

風力発電施設の導入にあたっては、事前に漁業関係者（漁協）と発電事業者等の間で十分な意見交

換が必要である。このため、発電事業の適切な段階で漁業関係者等を含む協議会を設置し、風力発電

施設の導入にあたっての協調のあり方や漁業への影響等について検討を行うことが求められる。なお、

協議会メンバーについては、下記のような構成が考えられる。 

協議会の構成例 

・漁業協同組合、漁業協同組合連合会 

・漁業関係者 

・漁港管理者、港湾管理者等 

・都道府県・市町村（漁業振興部局、産業振興部局、エネルギー部局） 

・水産試験場等の研究機関 

・学識経験者等 

・発電事業関係者 

・地域電力企業関係者 

・その他、海域・海面利用者等 

(4)漁業協調型風力発電設備の導入 

風力発電施設等の導入にあたっては、漁業との共存共栄が重要であることから、風力発電施設の駆

体部分を魚礁や養殖施設の一部として利用するなどの漁業協調型とし、積極的に地元漁業と連携・協

調し、地元の水産業の振興を図るべきである。例えば、北海道瀬棚町の風力発電施設（2004年4月風

力発電施設設置）では、地元漁業者との連携により、風力発電施設とコンブ養殖（ウニ蓄養用餌料の

供給用）が共存するという萌芽的事例がある。 
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(5)漁業協調に関する相談窓口の設置 

漁業に関する風力発電にかかる相談窓口を設置し、円滑な風力発電施設等の導入を支援する。 

(6)他の再生可能エネルギー施設の扱い 

風力発電施設以外の海洋再生可能エネルギーの導入についても、上記と同様の考え方で取り組む。 
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第 1 章 漁港のエコ化の推進 

 漁港のエコ化とは 1.1 

 漁港のエコ化の定義 (1)

漁港のエコ化とは、漁港※において、使用される電力消費量の削減、化石燃料使用量の削減、再生

可能エネルギーの活用等により、エネルギーコストの削減にも配慮しつつ、漁業活動に伴い排出され

る二酸化炭素(CO2)の削減を行うことです。 

※漁港とは、漁港漁場整備法（昭和25年法律第137号）第2条に規定されたものをいいます。なお、

指定された漁港の区域外における取組が、漁港の区域内での取組に密接に関係のある場合には、当該

取組も考慮することとします。 

 

 電力消費量、燃油使用量、二酸化炭素排出の実態 (2)

漁港では多くのエネルギーが消費されています。アンケート調査（平成23年実施）（回答数249漁

港）によると、全国の漁港合計では6億5,300万kWhの電力及び252万ｋℓ／年の燃油を消費してお

り、年間687万ｔの二酸化炭素が排出されていると推計されます。 

また、その量は漁港の規模等によって異なるほか、時間、日、月によって大きく変動するという特

徴を有しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1.1-1 漁港施設別の電力の使用による二酸化炭素排出量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1.1-2 漁港施設別の燃料の使用による二酸化炭素排出量 
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施設名 第1種 第2種 第3種
特定

第3種
第4種 合計

荷捌所 33 27 22 5 8 95

製氷施設 20 11 14 1 6 52

冷凍・冷蔵施設 31 19 14 5 6 75

加工施設 13 17 7 1 3 41

道路・岸壁照明 32 17 14 2 8 73

事務所 38 25 18 4 11 96

施設名 第1種 第2種 第3種
特定

第3種
第4種 合計

事務所 4 8 9 0 5 26

加工施設 3 10 3 0 0 16

製氷施設 0 0 3 2 1 6

荷捌所 1 5 5 0 1 12

フォークリフト 3 0 0 1 1 5

表1.1-2 漁港施設別の燃料の使用による二酸化

炭素排出量サンプル数 

表1.1-1 漁港施設別の電力の使用による二酸化

炭素排出量サンプル数 
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≪参考≫名立漁港（新潟県）における荷捌所の月別・時間帯別の電力消費量の変動 

(1)月別の電力消費量の変動 

 

図1.1-3  月別の電力消費量の変動 

(2)時間帯別の電力消費量の変動 

 

図1.1-4 時間帯別の電力消費量の変動 

  

【月別の電力消費量と漁獲量の比較】
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1.2  漁港のエコ化の効果 

漁港のエコ化に取り組むことは、地域や漁業関係者にとって以下の効果が期待できます。 

 地球温暖化防止、温室効果ガスの削減への寄与 (1)

・二酸化炭素排出量を抑えることで、国を挙げて取り組んでいる地球温暖化に対する取組に寄与するこ

とができます。 

・地球環境の保全に貢献することは、海域環境の保全、ひいては豊かな漁場の保護にもつながります。 

 経営改善効果 (2)

・漁港内でのエネルギー使用状況を定期的に把握することで、効率的にムダを見つけることができ、経

営コスト縮減に対する対策が立てやすくなります。 

・漁港内で使用されるエネルギーを削減することで、電気代や燃料費を削減することができ、経営コス

トが縮減されます。 

 付加価値の可能性 (3)

・「エコな漁港で水揚げされた漁獲物」として、新たな付加価値が生まれる可能性もあります。 

・環境配慮型漁港として、漁港自体のブランド化が図れます。 

 

 
写真1.2-1 風力発電設備を設置している波崎漁港におけるブランド化の例 

 

 見える化による意識啓発効果 (4)

・パネルや説明資料などを作成して取組を「見える化」することにより、漁港を訪れた人に対し環境意

識の高さをアピールすることができます。 

・太陽光発電設備や風力発電設備は目につきやすい設備であることから、エコ化のシンボルとして地域

に対する環境意識の啓発効果も期待できます。 

 

 

  

 

 

 

 

 

写真1.2-2 白糠漁港（青森県）の太陽光発電  写真1.2-3 名立漁港（新潟県）に隣接する風力発電 
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1.3  エコ化のための具体的な手法 

漁港のエコ化に取り組むための手法には、省エネルギー化による電力消費量等の削減対策、電化によ

る化石燃料使用量の削減、再生可能エネルギーの活用等の手法が考えられます。なお、エネルギーコス

トを削減する手法としては、電力消費量等の削減のほか電力料金メニューの変更や、ピーク電力の削減

といった手法もあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

1.3.1  省エネルギー化対策 

省エネルギー化対策として、不要時の照明・空調の電源オフ等の施設整備を必要としない対策（ソフ

ト対策）と人感センサーの設置、LED照明の導入等の施設整備が必要な対策（ハード対策）が考えられ

ます。 

 

 ソフト対策 (1)

消費するエネルギー量の削減につながるソフト対策として、以下のような取組が考えられます。 

表1.3-1 ソフト対策 

内容 効果 特長 

不要時の照明・空調のオフ、適正な

空調温度の設定、冷蔵・冷凍庫扉の

開閉時間の短縮 

・消費するエネルギー量が削減され、

CO2排出量も削減される。 

・初期投資は必要としない。 

・個々の施設による取組が可能。 

 

その取組の検討に当たっては、次のような課題があることに留意が必要です。 

表1.3-2 ソフト対策における課題 

内容 課題 

不要時の照明・空調のオフ、 

適正な空調温度の設定、 

冷蔵・冷凍庫扉の開閉時間の短縮 

・施設の管理者だけではなく、漁港を利用する多くの人にルールの徹底を図る

ことが必要。 

・CO2削減効果を漁港内に掲示する等の「見える化」等により取組意欲の向上・

継続を図ることが重要（※見える化に液晶ディスプレイを使用する場合の初

期費用は20,000～40,000円/台。） 

魚腸骨や雑海藻等のバイオマスを有効利用することで水産廃棄物として処

分される量を減らし、水産廃棄物の処分に伴うCO2排出量を削減。 

太陽光発電や風力発電等の再生可能エネルギーを導入することによりCO2排

出量を削減。 

※）電力会社に売電した分については最終的に他の電力需要者に供給される

ことからCO2排出量削減効果を有すると見なす。 

車両・漁船の電動化とそれに対応したインフラ整備によりCO2排出量を削

減。 

漁港で消費するエネルギー量を削減し、CO2排出量を削減。 

漁港のエコ化の手法 

省エネルギー化 

電化による化石燃料使用量の削減 

再生可能エネルギーの活用 

バイオマスの有効活用 

(1.3.1,P9) 

(1.3.2,P12) 

(1.3.3,P13) 

(1.3.4,P14) 
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 ハード対策（施設整備等を必要とする方策） (2)

消費する電力量の削減につながるハード対策として、以下のような取組が考えられます。 

表1.3-3 ハード対策 

内容 効果 特長 

人感センサーの設置 
照明スイッチの切り忘れを防止し、無

駄な電力消費量を削減する。 

・トイレや人通りが少ない廊下等で有効。※ただ

し頻繁な点灯、消灯がある場合は消費電力が大

きくなる可能性がある。 

エリア別照明スイッチ

の設置 

過剰な照明の点灯を防止し、無駄な電

力消費量を削減する。 

・広いエリアを有し、時間帯によって使うエリア

が限られる市場・岸壁の照明において有効。 

LED照明の設置 
低電力消費・高効率照明の設置による

電力消費量が削減される。 

・特別な工事が不要。 

・長寿命。 

冷凍機、製氷機の高効率

設備の導入 

電気の損失が少ない設備の設置によ

り電力消費量が削減される。 
・施設更新時に高効率設備に交換。 

遮熱フィルムの設置 

ポリエステル製の遮熱フィルムを窓

ガラスに張るだけで、夏期に室温を最

大5℃下げることができるため、冷房

にかかる電力消費量を削減する。 

・遮熱フィルムを張る作業は比較的簡単であるた

め、専門業者でなくても施工できる。 

屋上や壁面の緑化 
屋上や壁面に緑化を施すことで、冷房

にかかる電力消費量を削減する。 
・植生によるCO2の吸収削減効果が見込める。 

 

それぞれの導入の検討にあたっては、次のような課題があることに留意が必要です。 

表1.3-4 ハード対策における課題 

内容 課題 

人感センサーの設置 ・設置コストは1,000～10,000円/台。 

エリア別照明スイッチ

の設置 

・エリアの分割方法は施設の利用方法を考慮し、市場利用者と協議する必要がある。 

・配線工事が必要。 

LED照明の設置 

・従来の照明とは光の色が変わるため、市場施設においては魚の見え方が変わることが

懸念される。 

・設置コストは約1,000～20,000円/台（球形タイプ～直管タイプ。）。 

冷凍機、製氷機の高効率

設備の導入 
・冷凍機、製氷機等設備ごと買い替える必要があり、初期費用が高価となる。 

遮熱フィルムの設置 
・フィルムを窓に張るため、室内が若干暗くなる。 

・遮熱フィルムのコストは3,500円/ｍ2程度である。 

屋上や壁面の緑化 

・植物の根がコンクリートへ侵食するため、防根シート層を設ける必要がある。 

・漁港エリアは塩害があるため、これに強い植生を選択する必要がある。 

・コストは屋上の薄層緑化工事で20,000円～30,000円/ｍ2程度である。 
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写真1.3-1 田ノ浦漁港（高知県）での人感センサーの設置例 

 

 

写真1.3-2 白糠漁港（焼山地区）（青森県）でのエリア別照明スイッチの設置例 

  

施設内の照明スイッチとエリア分けの対

応表。色と番号によって区分されている

ため、分かりやすい。 

エリア別照明スイッチ 



12 

 

1.3.2  電化による化石燃料使用量の削減対策 

化石燃料の使用量の削減につながる設備を例示すると以下の通りです。 

表1.3-5 化石燃料の使用量削減対策 

内容 効果 特長 

フォークリフトの電動

化 

フォークリフトによる燃料（ガソリ

ン、軽油）消費量を減らし、CO2排出

量を削減する。 

・排ガスが出ないため、衛生管理にも寄与する。 

漁船の電動化 
漁船による燃料（重油、軽油）消費量

を減らし、CO2排出量を削減する。 

・CO2排出量削減に加え、燃料にかかるコストが

削減される。 

・排ガスが出ないため、水域環境の保全にも寄与

する。 

加工設備の電化 
乾燥工程等の熱源を化石燃料から電

力に変更しCO2排出量を削減する。 

・電化により、ボイラーでの火器の使用がなくな

るため、安全面が向上する。 

・ヒートポンプを利用することでさらにCO2削減

効果が上がる。 

 

それぞれの導入の検討にあたっては、次のような課題があることに留意が必要です。 

表1.3-6 化石燃料の使用量削減対策における課題 

内容 課題 

フォークリフトの電動
化 

・定期的なバッテリーの交換が必要。 

・充電・給電設備といったインフラの整備を合わせて進める必要がある。 

漁船の電動化 

・現状では充電量により走行可能時間が制限されるため、操業範囲が限られる（遠距離

の漁業に対応する為には大量の蓄電池を搭載する必要がある）。 

・充電・給電設備といったインフラの整備を合わせて進める必要がある。 

加工設備の電化 ・加工設備ごと買い替える必要があり、初期費用が高価となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

写真1.3-3 田ノ浦漁港（高知県）での電動フォークリフトの利用例 
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1.3.3  再生可能エネルギーの活用 

漁港で利用可能な再生可能エネルギーを例示すると以下の通りです。 

表1.3-7 漁港で利用可能な再生可能エネルギー 

内容 効果 特長 

太陽光発電の導入 
・発電量に応じてCO2排出量を削

減。 

・施設屋上や屋根といった、未使用スペースを発

電設備設置場所に利用可能。 

風力発電の導入 
・発電量に応じてCO2排出量を削

減。 

・再生可能エネルギーの中では、発電量あたりの

コストが比較的安い。 

雪氷熱利用 
・空調等の冷熱源として利用す

ることで、CO2排出量を削減。 

・積雪地では安易に入手可能な雪氷をエネルギー

源として利用できる。 

※漁港の立地条件によっては、水力発電が可能な場合もあります。その他、開発中の技術として波力発

電や潮流発電があります。 

※太陽光発電及び風力発電の導入検討手法については、第2章(P16～)で詳しく紹介しています。 

 

それぞれの導入の検討にあたっては、次のような課題があることに留意が必要です。 

表1.3-8 漁港で利用可能な再生可能エネルギーの課題 

内容 課題 

太陽光発電の導入 

・導入の規模や天候の状況等により、対象施設に必要な電力をどこまで供給できるかは

場合により異なるので十分な検討が必要（「荷捌き所は夜間や早朝の利用が多い」、「太

陽光パネルを設置できるスペースは広くない」など）。 

・海に近接しており、発電設備に対する塩害や鳥害の配慮が必要な場合がある。 

・発電コストは、住宅（新築）で27.2円/kWh、非住宅で26.7円/kWh（平成25年NEDO

再生可能エネルギー技術白書より）。 

・施設導入費用は10kW以上の規模の場合35万～70万円/kW程度。 

風力発電の導入 

・風況はその地点及び周囲の地形条件によって異なり、風況によって得られる発電量が

変化するため、風力発電設備の設置場所の選定には十分な検討が必要。 

・風速7～10m/s が休漁の目安であるため、風力発電の稼働中（例：風速3～25m/s程度）

に休漁で電力需要が低下していることがあり得る。 

・騒音や電波障害、バードストライク等について環境等への配慮が必要な場合がある。 

・洋上風力発電については、陸上よりコストが高く、海上交通、海洋レジャー・漁業活

動、海洋資源開発等との調整が必要なこと等の課題がある。 

・陸上、洋上風力ともに、自然災害による落雷対策、突風対策が必要である。 

・発電コストは、陸上風力で9.9～17.3円/kWh、 洋上風力（着床式）で9.4～23.1円

/kWh（平成25年NEDO再生可能エネルギー技術白書より）。 

・施設導入費用は、風車1基2,000kW級風車の場合20万円～40万円/kW程度。 

雪氷熱利用 ・雪を保存しておくために断熱加工を施した大規模な貯蔵施設が必要。 
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写真1.3-4 苫前漁港（北海道）での雪氷熱利用例（雪で冷やした空気を利用した空調システム） 

 

1.3.4  バイオマスの有効利用 

その他、漁港における二酸化炭素の排出量を削減対策として、バイオマス(水産廃棄物)の有効利用が

あげられます。 

なお、ここでいうバイオマスとは、漁港において発生する廃棄物のうち、魚腸骨やへい死魚、雑海藻

等の生物由来の廃棄物を指し、発泡スチロールや漁具等は含みません。 

さらに、これらのバイオマスを漁港の区域外での有効利用により二酸化炭素の排出量を削減した場合

も、漁港の区域内で削減したものとみなすこととします。 

 

水産廃棄物の削減につながる対策を例示すると以下のとおりです。 

表1.3-9 バイオマスの有効利用策 

内容 効果 特長 

堆肥化 

有価物として利用することで、

廃棄処分に伴い発生するCO2排

出量を削減する。 

・水処理汚泥や家畜排せつ物の処理方法として広

く採用されている。 

飼料化 

有価物として利用することで、

廃棄処分に伴い発生するCO2排

出量を削減する。 

・漁港における事例が多い。 

・飼料の購入費が削減される。 

エネルギー利用 

水産廃棄物をメタン発酵させ

て発生したメタンガス等を漁

港にて利用することで、化石燃

料使用量を減らし、CO2出量を

削減する。 

・CO2排出量削減に加え、燃料にかかるコストが

削減される。 
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それぞれの導入の検討にあたっては、次のような課題があることに留意が必要です。 

表1.3-10 バイオマスの有効利用策の課題 

内容 課題 

堆肥化 ・年間を通じて堆肥の受け入れ先が必要。 

飼料化 ・施設の臭気対策が必要。 

エネルギー利用 

・プラントを運用するためにはある程度の量の水産廃棄物が必要であるため、小

規模な漁港が単独で運用することは難しい。 

・近隣で発生する他産業のバイオマスとの共同処理も視野に入れ検討することで

メタンガスの発生量の増加及び収益の向上が見込まれる。 

・メタン発酵の過程で、大量の消化液が発生するため、消化液の利用先の検討が

必要である。 
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第 2 章 漁港への再生可能エネルギー導入の検討 

 再生可能エネルギー導入の検討手順 2.1 

漁港への再生可能エネルギーを導入する上で、基本的な検討手順を以下に示します。(3)以降について

は、太陽光発電及び風力発電の発電方法別に紹介しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2.1-1 再生可能エネルギー導入の検討手順 

  

（１）導入目的を明らかにする 

（２）導入する再生可能エネルギーの検討 

（３）発電電力の利用方法の検討 

（４）設置可能な発電規模の整理 

（５）事業性の検討 

（６）機器を導入・設置・稼働する 

導入のきっかけ、得られる効果等について整理します。目的によっては、導入に最
適な再生可能エネルギー等の種類や規模が異なる場合があります。 

地域の自然環境等によって、適した再生可能エネルギーは異なります。まず、各再
生可能エネルギーの発電量に影響する要素を知り、当該地区における値を調べ、再生
可能エネルギーの導入に適した場所であるかを確認しましょう。再生可能エネルギー
の導入が不向きであると考えられる場合には、省エネルギー化によるエコ化を検討し
ましょう。 

発電した電気の利用方法は、漁港施設で直接自家消費する場合
やみなし自家消費をする場合、全量売電する場合が考えられます。 

再生可能エネルギー（太陽光、風力）の発電規模を決定するた
めに、設置場所、発電電力の利用方法、漁港の電力消費量につい
て調査・整理をしましょう。 

業者に依頼し、実施設計や設置工事を進めます。試運転、検査
を行います。 
必要に応じて事業効果を公表します。 

2.2(P17)へ 

太陽光発電 
2.4(P22)へ 

設置する発電設備から発電量と導入にかかる経費について調査
し、事業計画を立てましょう。また導入後のメンテナンス費につ
いてもしっかり把握しましょう。 

2.3(P18)へ 

風力発電 
2.5(P65)へ 
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 導入目的 2.2 

漁港へ再生可能エネルギーを導入するための目的として、以下のものが考えられます。 

 

表2.2-1 導入目的 

導入目的 内   容 

電力消費量（購入量）の

削減 

・漁港では、製氷施設、冷凍施設、荷さばき所等の漁港施設で多くの電気が消

費されています。現在、太陽光発電施設が導入されている漁港では、太陽光

パネルは未利用の屋根面（荷捌き施設、蓄養施設等）に設置されており、漁

港施設に発電電力を給電することで、電力会社から購入する電力量を削減し、

電気料金の削減に貢献しています。 

付加価値の向上 ・クリーンなエネルギーを利用している漁港としてアピールすることによっ

て、水揚げされた漁獲物に新たな付加価値が生まれるとともに、環境配慮型

漁港としての漁港のブランド化も図られます。 

水産業、周辺地域の活性

化策 

・水産業の新たな事業として、再生可能エネルギーを利用した水産業の経営改

善方策の策定や、地域住民や児童・生徒への環境学習等の活動をすることに

より、社会に貢献できます。 

非常用電源としての活

用 

・東日本大震災の際、津波による２次被害として、停電による冷凍冷蔵施設や

製氷施設、並びに海水取水設備の機能が停止したことによる被害も注目を浴

びました。非常用電源として、太陽光、風力等の再生可能エネルギーを利用

するには、蓄電池やディーゼル発電等と組み合わせたシステムが必要になり

ます。 

・これらのシステムは、現在のところ非常に高価になっていますが、将来的に、

値下がりすると予想されています。 
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 導入する再生可能エネルギーの検討 2.3 

 太陽光発電 (1)

太陽光発電による発電量を決める要素として、「日射量（太陽から受けた光のエネルギー量）」があ

ります。日射量は地域によって異なり、太陽光パネルの方位・傾きによっても受けられる日射量が異

なります。最大の日射量が得られる角度を「最適傾斜角」といい、角度は地域によって異なります。

国内では概ね 10～40°となっています。 

その他、発電量を左右する要素として、気温があります。気温が高くなると発電効率が低下します。

メーカーの調査によると、夏場は、冬場に比べて発電効率は20％ほど落ちる可能性があります。また

寒冷地では、パネルへの積雪によって日射量が十分に受けられず、発電量が低下する場合もあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2.3-1 日射量マップ（最適傾斜角日射量（年平均）） 

 出典：NEDO「日射量データベース閲覧システム」 

白糠漁港 

門川漁港 

古仁屋漁港 

●：太陽光発電が導入されて

いる漁港 
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全国の沿岸地域における年間平均日射量を比較すると、太平洋側及び南方の地域において日射量が

多く、太陽光発電を導入するには好条件であると考えられます。 

 

表2.3-1 全国の沿岸地域における最適傾斜角日射量（年平均） 

地名 日射量(MJ/m2/day) 地名 日射量(MJ/m2/day) 

稚内(北海道) 12～13 潮岬(和歌山県) 15～16 

網走(北海道) 14～15 広島(広島県) 14～15 

函館(北海道) 13～14 浜田(島根県) 13～14 

八戸(青森県) 14～15 下関(山口県) 14～15 

小名浜(福島県) 15～16 清水(高知県) 15～16 

酒田(山形県) 12～13 宿毛(高知県) 14～15 

銚子(千葉県) 14～15 福岡(福岡県) 14～15 

新潟(新潟県) 12～13 厳原(長崎県) 14～15 

輪島(石川県) 12～13 鹿児島(鹿児島県) 14～15 

御前崎(静岡県) 15～16 那覇(沖縄県) 14～15 

舞鶴(京都府) 12～13 

出典：NEDO「日射量マップ」 
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 風力発電 (2)

風力発電の発電量に影響する重要な要素として風速があります。風車は風の吹いてくる方向に向き

を変え、常に風の力を最大限に受け取れる仕組みになっています。風車が回転するための風力エネル

ギーは、受風面積と風速の３乗に比例します。風を受ける面積や空気の密度を一定にすると、風速が

２倍になると風力エネルギーは８倍になります。 

また風車は大型になるほど規模のメリットが大きくなるため、発電コスト（1kWhあたりの発電量に

対する建設費）低減も期待できます。 

風力発電は風速のほか、乱れのない安定した風況が必要であり、設置を詳細に検討する必要があり

ます。適地としての評価には風況調査を最低1年間実施する必要があります。陸上の場合は年平均風

速が6.0m/s以上（風車高さにおける風速）となることが一つの目安になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2.3-2 風況マップ（年平均風速） 

  出典：NEDO「局所風況マップ」30ｍ高 

阿翁浦漁港 

名立漁港 

波崎漁港 

●：風力発電が導入されている漁港 
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全国の沿岸地域における年間平均風速を比較すると、北海道、東北、九州地域が、年平均風速が速

く、風力発電に有望な地域であることがわかります。 

しかしながら、風速及び風況は計測する場所によって風況分布は異なります。導入を検討する際に

は設置予定場所において詳細な風況調査が必要です。 

 

表2.3-2 全国の沿岸地域における年平均風速 

地名 風速(m/s) 地名 風速(m/s) 

稚内(北海道) 6～7 潮岬(和歌山県) 4～5 

網走(北海道) 5～6 広島(広島県) 4～5 

函館(北海道) 5～6 浜田(島根県) 5～6 

八戸(青森県) 5～6 下関(山口県) 5～6 

小名浜(福島県) 4～5 清水(高知県) 6～7 

酒田(山形県) 5～6 宿毛(高知県) 5～6 

銚子(千葉県) 5～6 福岡(福岡県) 5～6 

新潟(新潟県) 4～5 厳原(長崎県) 5～6 

輪島(石川県) 5～6 鹿児島(鹿児島県) 4～5 

御前崎(静岡県) 5～6 那覇(沖縄県) 5～6 

舞鶴(京都府) 4～5 

※NEDO風況マップ（30ｍ高）より読み取り 
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2.4  太陽光発電の検討 

漁港に太陽光発電の導入を検討する上で、大まかな設置場所（施設の屋根）の抽出や設置規模の検討

が必要となります。 

以下、太陽光発電の導入、稼働までのフローを整理し、ステップ毎に説明します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2.4-1 太陽光発電の導入検討フロー 

 

  

・太陽光発電の特性、
立地条件を理解した
上で導入するか否か
を検討します。 

・導入目的に応じた発
電電力の利用方法を
検討します。 

・利用方法により、設
置可能な規模や場所
は異なります。 

・発電電力の利用方法
に応じた発電規模を
検討するため、電力
消費量、契約容量を
確認します。 

・設置が可能な場所を
抽出します。 

・太陽光発電を導入し
た場合の発電量の推
定、初期費用、維持
管理費用の試算を行
います。 

日射量 

未利用の屋根 

発電量の推定 

事業性判断の目安 太陽光発電の導入
初期検討 

発電電力の利用方
法の検討 

設置可能な発電規
模の整理 

事業性の検討 

⇒2.4.1(P23)へ 

⇒2.4.2(P27)へ 

⇒2.4.3(P32)へ 

⇒2.4.4(P50)へ 

キーワード ステップ 内 容 

自家消費 
 

 
 

 全量売電 

占用許可 導入・設置・稼働 

みなし自家消費 
 

 
 

 
契約容量、電力消費量 

⇒2.4.6(P60)へ 

電力会社申請 

点検・補修 

・太陽光発電を導入す
る際は、施設管理者
への確認及び売電時
の電力会社への申請
が必要となります。 

・設置後は適切に維持
管理を行うことが重
要です。 

概算費用の算出 
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 太陽光発電の初期検討 2.4.1 

 太陽光発電の特徴 (1)

太陽光発電は、気象条件や設置場所によって発電量が左右されます。利用可能な地域や設置場所の

制限は比較的少なく、機器のメンテナンスについても他の再生可能エネルギーに比べて少ないため、

導入、運用がしやすい再生可能エネルギーです。 

 

太陽光発電の主な特徴について以下に示します。 

①エネルギー源は太陽光  

エネルギー源が太陽光であるため、基本的には設置する地域に制限がなく、導入しやすいといえま

す。  

②メンテナンスフリー  

可動部が少なく、一度設置すると発電などは自動的に行われるため、他の再生可能エネルギーに比

べて機器のメンテナンスをあまり必要としません。しかし、漁港という立地条件から塩害や鳥害によ

る影響が考えられます。塩害等による対策については「2.4.3(4)積雪、塩害、鳥害による影響(P44)」

に記載しています。 

③用地を占有しない  

屋根、壁などの未利用スペースに設置できるため、新たに用地を用意する必要がありません。 

④非常用電源として  

災害時などには、昼間の晴天時に貴重な非常用電源として使うことができます。 

⑤太陽光発電の国内導入量とシステム価格（住宅用）の推移 

2011年末現在の導入実績は491.4万kWで、この10年間で約8倍に増えています。また、近年は住

宅用太陽光発電以外に、産業用や公共施設などで導入が進んでいます。 

 

 

 

 

図2.4-2 太陽光発電の国内導入量とシステム価格（住宅用）の推移 

  

出所：資源エネルギー庁調べ 
注）1kW当たりのシステム価格は年度ごとの数値 
出典：エネルギー白書2013 
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 太陽光発電の構成 (2)

太陽光発電の主な構成を以下に示します。また構成する機器について下表にまとめました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2.4-3 一般的な太陽光発電のシステム構成 

 

表2.4-1 太陽光発電システムの構成機器 

名称及び写真 説明 名称及び写真 説明 

太陽光パネル 

 

太陽電池をたくさん繋
げ、必要な電圧を得られる
ようにした板のことです。
太陽光パネルを構成する
電池の１つ１つをセルと
言い、それを並べたものを
モジュールと呼びます。平
均的な耐用年数は約20年
間とされています。 

電力量計 

 

電力会社に供給（売
電）したり、電力会社か
らの電力（買電）を計測
するための機器です。 

接続箱 

 

発電した直流電力を集
めてパワーコンディショ
ナへ送ります。直列につな
がれた太陽光パネルから
のケーブルを、接続箱の内
部で並列に接続します。 

日射量計・気温計等 

 

太陽光発電の動作状
況を監視し、各種測定デ
ータを収集・蓄積しま
す。なお一般的なシステ
ムにおいては、日射量計
及び気温計を設置して
いる場合が多くなって
います。 

パワーコンディショナ 

 

太陽電池の直流電力を、
商用系統と同じ交流電力
に変換し、系統連系を行い
ます。 

 

表示盤 

 

現在の日射量や発電
電力量、現在までの発電
電力量の総量など、さま
ざまなデータを表示し
ます。太陽光発電の導入
を地域の人々に広くPR
でき、企業のイメージア
ップや地域への環境啓
発にも役立てることが
できます。 

 

  

受変電・配電設備 

太陽光パネル 
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 事業性の概略検討（売電事業として実施した場合） (3)

事業性に大きく影響するものとして、①日射量（発電量）、②建設コスト（太陽光発電と建設費）、

③電力会社に売電する際の単価があります。ここでは、日射量及び建設コストから、固定価格買取制

度を利用して発電電力を20年間全量売電した場合、初期投資を回収できるか否かによって事業可能

性を判断します。 

①日射量 

次ページの「年間最適傾斜角の斜面日射量」の図より、当該漁港におけるおおよその日射量を確認

してください。日射量が多いほど発電量が期待できます。巻末資料にもパネルの方位及び角度による

日射量について整理しています。 

②建設コスト 

太陽光発電の建設コストは、設置場所や取付方法によって変わるため、正確な費用については、複

数の設置業者に現地調査の上見積もりを取る必要があります。 

③電力会社に売電する際の単価 

平成25年度の買取価格である36円/kWh（税抜）として試算します。 

以下の図及び表より、20年で投資費用を回収しようとした場合、日射量が4.2kWh/㎡/dayの地域で

あれば建設コストが64万円/kW以下の場合に20年で投資費用が回収できます。しかし、日射量が

3.6kWh/㎡/dayの地域の場合は、建設コストが54万円/kW以下でなければ回収することができません。 

よって、事業性は、日射量が少ない地域ほど不利であると言えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表2.4-2 日射量及び建設コストによる事業可能性 

     建設コスト 

日射量 
30万円/kW 40万円/kW 50万円/kW 60万円/kW 70万円/kW 

3.6kWh/㎡/day ○ ○ ○ × × 

3.8kWh/㎡/day ○ ○ ○ ○ × 

4.0kWh/㎡/day ○ ○ ○ ○ × 

4.2kWh/㎡/day ○ ○ ○ ○ × 

図2.4-4 太陽光発電の建設コストと投資回収期間の感度分析 

日射量4.2kWh/m2/dayの地域
において20年間で初期投資
を回収すると想定した場合
の初期費用の最大値 

建設コスト (万円/kW) 

日射量 

○：20年で初期投資回収可能 ×：不可能 

日射量3.6kWh/m2/dayの地域
において20年間で初期投資
を回収すると想定した場合
の初期費用の最大値 
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図2.4-5 年間最適傾斜角における日射量 

  出典：NEDO「日射量データベース閲覧システム」 
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2.4.2  発電電力の利用方法の検討 

漁港における太陽光発電の導入においては、①自家消費（直接接続）、②みなし自家消費、③売電事業

の３つの利用方法が考えられます。 

利用方法により、発電施設の設置可能規模や場所、発電電力量の売電単価が異なるため、導入検討を

進める際には以下の表に示す各利用方法の特徴を十分理解しておく必要があります。 

 

 

※1：契約電力より大きな施設を設置する場合は、既存設備の増強等の費用が発生することから、契約容

量の範囲内で設置することが望ましいと考えられます。 

※2：みなし自家消費の場合は、太陽光発電による発電量が漁港全体の電力消費量を超えない範囲としま

す。 

※3：補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律については冒頭の【制度・法律関連の説明】に記

載しています。 

※4：自家消費型（直接接続）において、太陽光発電施設が施設の付帯設備とみなせる場合は、施設と同

一用途の敷地内であれば、地上設置が可能です。 

※5：必ずしも占用が許可されるわけでないため、事前に漁港管理者へ問合せが必要です。 

 

図2.4-6 太陽光発電の利用方法別の設置規模と場所の検討フロー 
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表 2.4-3 発電した電気の利用方法による特徴（太陽光発電） 

※1：電力会社と需給契約を結び発電した電力を一旦売電して必要電力を買電します。 
※2：維持管理費を超えた分は補助金の返還が必要です。 
※3：補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（適化法）の対象となる場合があります。その場合は施設利用の可否を確認してください。 
※4：電力会社の電気供給約款 「需要家への電力の供給は１敷地１引き込み」の原則によります。 
※5：FIT については、【制度・法律関連の説明】に記載しています。 
※6：自家消費での電気料金の削減の場合は、施設で購入している料金単価と同等と想定します。 
※7：施設を設置する際に補助金を利用する場合は、原則として買取価格に FIT 単価が適用できないため、電力会社との相対取引により買取価格が決定されます。 
※8：平成 25 年度の買取価格です。最新の買取価格は経済産業省のホームページ等で確認して下さい。 
※9：FIT を利用して発電電力を電力会社に売電する場合、CO2 排出削減量は売電先の電力会社が削減したものとなるため、事業者の削減目標には利用できません。 
※10：【制度・法律関連の説明】「補助対象財産を利用した再生可能エネルギーの導入について」に記載されています。 

方法 
発電した電
気の使い方 

設置規模の
設定 

設置想
定場所 

施設への 
補助金利用の有無 

売電単価 
CO2削減
目標へ
の利用 

留意事項 

自家消費 
（直接接

続） 

発電した電気
を自家消費 
（余剰電力が
発生した場合
は売電） 

接続する施設
の契約電力を
超えない範囲 

施設の屋
上、屋根も
しくは同一
用途の敷地
内(※3,4) 

○利用有の場合 
・原則 FIT 利用不可(※5) 

○自家消費 
・約 15.7 円/kWh(高圧) 
・約 22.3 円/kWh(低圧)(※6) 
○余剰売電価格 
電力会社との相対取引により決定
(※7) 

自家消費
分のみ利
用可能
(※9) 

①補助金が無い場合は、投資資
金の回収は現時点で難しくな
ります（特に高圧契約施設）。 

②１施設で使用する電力以上の
発電規模にすることは出来ま
せん。 

③発電施設が付帯施設とみなせ
る場合、地上設置も可能です。 

④漁港区域内で設置する場合、
占用許可等が必要な場合があ
ります。 

○利用無の場合 
・FIT の設定単価で売電可
能(※5) 

○自家消費 
・約 15.7 円/kWh(高圧) 
・約 22.3 円/kWh(低圧)(※6) 
○余剰売電 
・36 円/kWh(税別)(10kW 以上)(※8) 

みなし 
自家消費
（※1,2） 

発電した電気
を一旦売電
し、必要電力
を買電 

発電量が漁港
全体の年間電
力消費量を上
回らない範囲 

○利用有の場合 
・原則 FIT 利用不可(※5) 

・電力会社との相対取引により決定
（※7） 

利用可
(※9) 

①漁港区域内で設置する場合、
占用許可等が必要な場合があ
ります。 

○利用無の場合 
・FIT の設定単価で売電可
能(※5) 

・36 円/kWh(税別)(10kW 以上)(※8) 

利用不可
(※9) 売電事業 発電した電気

はすべて売電 
特に制約はな
し 

○自己資金のみ 
・FIT の設定単価で売電可
能(※5) 

・36 円/kWh(税別)(10kW 以上)(※8) ①漁業関係者の売電事業に参加
するための許可基準が示され
ています。(※10)  
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0:00 3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00

電力会社から

の買電電力量

電力会社への売電電力量

太陽光発電の

自家消費量

消費電力

太陽光発電の

発電電力

0:00 3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00

電力会社から

の買電電力量

電力会社への売電電力量

太陽光発電の

自家消費量

消費電力

太陽光発電の

発電電力

 自家消費（直接接続） (1)

太陽光発電施設で発電した電気を漁港施設に直接接続し、自家消費（直接消費）する

方法です。それにより、電力会社から購入する電力量が減るため、電気代を削減するこ

とができます。太陽光発電による発電量が電力消費量より少ない場合は電力会社から電

力を購入し、発電電力が余った場合は電力会社に買い取ってもらうことができます。 

なお、供給する漁港施設の契約容量より大きな発電容量の施設を設置する場合は、既

存の電気設備の増強を行う必要があるため、契約容量の範囲内で設置した方が良いでし

ょう。 

保安上の観点から、発電した電気を供給する漁港施設（接続先）は、太陽光発電が設

置されている施設が望ましいとされていますが、同じ敷地内の場合は例外的に電力契約

の異なる施設への太陽光発電の設置が認められているケースもあります。ただし、電力

会社と協議が必要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.4-7 余剰電力が多い場合の電力消費パターン（漁協事務所等）   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.4-8 余剰電力が少ない場合の電力消費パターン（冷蔵施設等） 

余剰電力＝太陽光発電の発電電力量－供給する施設における電力消費量 
※発生した余剰電力は電力会社へ売電 

供給する施設の契約容量と同程度の太陽光発電を設置した場合、施設における電力消費

量の変動が比較的少ない施設（例：冷蔵施設）の場合は余剰電力が発生しにくく、昼間の

電気の使用量が少ない施設では余剰電力が比較的発生しやすくなっています。 
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<<参考>>太陽光発電が導入されている漁港での余剰電力の発生状況 

 現在太陽光発電を導入し、自家消費を行っている白糠漁港、門川漁港、古仁屋漁港へヒ

アリングを行った結果、余剰電力の発生状況は、以下のとおりでした。 

 

表 2.4-4 各漁港の余剰電力発生状況 

漁港名 余剰電力発生状況 

白糠漁港 ・余剰電力の売電は行っておらず、また常時電力を消費する設備（水槽

等）があるため、発電した電気は全て施設内で消費されていました。 

門川漁港 ・余剰売電の契約があるが、平成 25 年 7 月～9 月の売電量は合計で

104kWh と少なく、これは同時期の推定発電量の 1％未満であるため、

ほとんど余剰電力は発生していないものと推測されます。 

古仁屋漁港 ・余剰売電は行っておらず、日中は施設内にあるレストランや直売所、

フェリー待合室等による電力消費量が多いため、発電した電気は全て

施設内で消費されています。 

 

 3 漁港とも太陽光発電の設置（接続）された施設は、常時電力を消費する設備を有する

施設、あるいは昼間に多く電力を消費する施設です。このため、比較的太陽光発電の設置

規模が大きな門川漁港においても、発電電力は施設内でそのほとんどが消費されています。 

 

表 2.4-5 各漁港の太陽光発電施設及び設置施設の概要 

漁港名 設置規模・設置場所 
設置施設の 
契約電力 

発電量 
余剰電力発生

の有無 
白糠 
漁港 

10kW 
活魚館屋上に設置 
（同施設で自家消費） 

49kW 
（平成 25年
8 月時点） 

4,068kWh 
（平成 24年 8月～平成
25 年 2 月の合計※1） 

無 
（売電契約無） 

門川 
漁港 

40kW 
卸売り市場／荷捌き
所屋上に設置 
（道の駅（うみすず
め）で自家消費） 

44kW 
（平成 25年
8 月時点） 

23,478kWh 
（平成 24年 8月～平成
25 年 2 月の合計） 

ほぼ無※2 
（余剰が出た
分は売電） 

古仁屋 
漁港 
 

27.5kW 
せとうち海の駅屋根
面に設置 
（同施設で自家消費） 

不明※3 16,480kWh 
（管理者より入手） 

無 
（売電契約無） 

※1：8 月は 2 日分欠測を含みます。 

※2：購入明細の確認できた平成 25 年 7 月～9 月の余剰電力の買取量は計 104kWh、この間

の推定発電量は 11,881kWh（MONSOLA-11 より）であり、余剰電力は発電量の 1％未満

と推計されます。 

※3：せとうち海の駅は漁港施設ではないため、電力消費量等は不明です。 

 

 みなし自家消費 (2)

みなし自家消費とは、電力会社と需給契約を結び、発電した電気を一旦電力会社に売

電し、漁港施設で使用する必要な電気を電力会社から購入する形態です。 

発電施設と電力を消費する施設が離れている場合や、発電量が多くなる時期や時間帯

と施設の電力消費量が多くなる時期や時間帯が一致しない場合に有効です。 
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 売電事業（全量売電） (3)

太陽光発電により発電した電気を、漁港施設において消費せず、全量を電力会社に売

電する形態です。全量売電を行う場合は、太陽光発電の場合 10kW 以上の規模が必要とな

ります。 

売電をする際の価格については、太陽光発電の設置に際し、補助制度を利用するか否

かで異なります。自己資金で設置する場合は固定価格買取制度で設定された価格で電力

会社に売電することができますが、国による補助制度を用いた場合には、原則として固

定価格買取制度で設定された価格は適用されませんので留意する必要があります。その

際の売電価格は、電力会社と協議をして決定します。 

なお、漁業協同組合は、収益事業を目的に陸上での太陽光発電事業（売電事業）を行

うことは、水産業協同組合法の主旨から逸脱すると考えられますので、行うことが出来

ません。 

なお、漁業協同組合等の漁業関係者が発電事業（売電事業）を行う場合の位置付けに

ついては、【制度・法律関連の説明】に示していますので、参考にしてください。  
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2.4.3  設置可能な発電規模の整理 

太陽光発電は、以下の表に示す決定要因により設置可能な発電規模が制限されるため、

その制限に収まる規模を検討する必要があります。 

また、太陽光発電の場合、発電規模が 50kW 以上となる設備は自家用電気工作物となり、

電気主任技術者の選任、保安規程の提出等が必要となります（50kW 未満の場合でも、高圧

契約の施設に接続する場合は、自家用工作物となります）。 

低圧契約の施設へ接続する場合やみなし自家消費、全量売電の場合は、維持管理コスト

が 50kW 未満の設備に比べて上昇するため、事業性の観点からも法定点検等を必要としない

設備容量 50kW 未満での設置が望ましいと言えます。次のページから施設の契約容量と電力

消費量の調べ方、設置場所の面積について説明します。 

 

表 2.4-6 太陽光発電の規模の決定要因 

決定要因 説明 

①太陽光発電を接続する施設

の契約容量（自家消費の場

合） 

・契約容量より大きな発電容量の施設を設置する場合は、既

存の電気設備等の増強を行う必要があるため、契約容量の

範囲内で設置した方が良いでしょう。 

②漁港全体の年間電力消費量

（みなし自家消費の場合） 

・みなし自家消費の場合は、太陽光発電による発電量が漁港

全体の電力消費量を超えない範囲で検討します。 

③設置可能面積 ・自家消費型（直接接続）において、太陽光発電施設が施設

の付帯設備とみなせる場合は、施設と同一用途の敷地内で

あれば、地上設置が可能です。 

・傾斜屋根の場合には太陽光パネルを屋根面に平行に設置

し、陸屋根の場合は、太陽光パネルを傾斜させて設置する

のが一般的です。 

・保守点検スペースを考慮し、かつ太陽光パネルを複数列設

置する場合は影の長さを考慮します。 

 

表 2.4-7 ≪参考≫太陽光発電の設置・保安に係る法手続き 

電気 
工作物 

出力の規模 
工事 
計画 

使用前 
検査 

使用 
開始届 

主任 
技術者 

保安規程 届出先 

自家用 

2,000kW 以上 届出 実施 
不要※
１ 

選任 届出 
経済産業省 
産業保安 
監督部 

500 以上 2,000kW
未満 

不要 不要 
不要※
１ 

外部委託 
承認 

届出 
経済産業省 
産業保安 
監督部 

50 以上 500kW 
未満 

不要 不要 不要 
外部委託 
承認 

届出 
経済産業省 
産業保安 
監督部 

50kW 未満※2 不要 不要 不要 
外部委託 
承認 

届出 
経済産業省 
産業保安 
監督部 

一般用 50kW 未満※2 不要 不要 不要 不要 不要  

※1：出力 500ｋW 以上の電気工作物を譲渡、借用する場合には使用開始届けが必要です。 
※2：高圧連系の 50ｋW 未満は自家用電気工作物です。 
※3：低圧連系の 50ｋW 未満、もしくは独立系システムの 20ｋW 未満が該当します。  
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 契約容量の把握 (1)

契約容量（契約電力）は、電力会社からの電気使用量明細で把握することができます。

次ページに明細書の例を示しましたので参考にしてください。 

 

表 2.4-8 電力会社の契約種別毎の特徴 

契約種別 主な特徴 

従量電灯 ・電力会社により異なりますが、契約容量に応じて、「従量電灯 A/B/C」

などに分類されます。 

・従量電灯（100V）は、小規模事業所の場合、照明設備や通常のコンセ

ントで使用されます。 

※契約の単位にはアンペア(A)と kVA(キロ・ボルトアンペア)があり、

kVA=1000VA で、VA は電圧(V)と電流(A)の積で現されます。例えば 60A

×100V=6000VA=6kVA となります。100V と 200V の契約があるため、こ

のような単位が使われます。 

低圧電力 

（50kW 未満） 

・低圧電力（200V）は、小規模事業所の場合、空調設備などで使用され

ています。 

※低圧電力の契約の単位は、従量電灯と同じです。 

高圧電力 

（50kW 以上～

2,000kW 未満） 

・高圧電力は、電力使用量の多い事業所向けの契約です。 

・契約電力が 500kW 未満の事業所は、直近 1 年間の最大電力のうち、最

も大きい値が契約電力となります。最大電力とは、各月の 30 分ごとに

計量された平均電力の最大値のことです。ある月のある 30 分間に、不

用意に最大電力を発生させると、以後 1 年間はその最大電力の基本料

金を払うことになりますので、注意が必要です。 

・契約電力が 500kW 以上の事業所は、使用する負荷設備や受電設備の内

容、同一業種の負荷率等を基準として、電力会社と協議によって契約

電力を定めます。 
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 年間電力消費量の把握 (2)

漁港全体の年間電力消費量を把握するには、月別の電気使用量（1 年分）を確認する

ことが必要です。高圧契約の施設については、電力料金削減の観点から月別の最大需要

電力を把握することで（突出して高い月がないかなど）ピークカット（参考に記載）に

ついて検討することができます。 

 

<<参考：契約種別毎の電気使用量の明細>> 

①従量電灯契約の場合 

 「電気ご使用量のお知らせ」を確認してください。 

※1 つの施設で電灯、低圧電力の 2 種類の契約をしている場合があります。この場合、伝

票も 2 種類ありますので、注意してください。伝票の形式は電力会社ごとに異なります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.4-9 従量電灯契約における電気使用量明細の例 

 

②低圧電力契約 

 「電気ご使用量のお知らせ」を確認してください。 

 使用量と契約種別、契約容量、力率が記載されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.4-10 低圧電力契約における電気使用量明細の例 

 

契約容量 

契約容量 

※力率とは 
 
電力が実際に有効に使われ
る割合をいいます。 
効率的な設備運用のため、電
力会社は力率を 85％以上に
保持するよう供給条件で定
めています。 
力率が 85％を上回る場合
は、その上回る 1％につき基
本料金を 1％割引し、85％を
下回る場合は、その下回る
1％につき基本料金を 1％割
増します。 

出典：「温室効果ガス排出削減マニュアル」

鹿児島県より 

出典：「温室効果ガス排出削減マニュアル」

鹿児島県より 
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③高圧電力契約 

 「電気料金等請求書兼領収証および請求内訳明細」を確認してください。（電力会社によ

って名称が異なる場合があります。）使用量、契約種別、契約電力、力率、最大需要電力、

電力量単価と基本料金単価が記載されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.4-11 高圧電力契約における電気使用量明細の例 

出典：「温室効果ガス排出削減マニュアル」鹿児島県より 

なお、所管の電力会社の伝票の形式は、以下のホームページをご参照ください。 

 
北海道電力株式会社

http://www.hepco.co.jp/userate/price/viewpoint/howto_check_zoom.html 
東北電力株式会社 

http://www.tohoku-epco.co.jp/cgi-bin/00006000/faq/index.cgi?18 
東京電力株式会社 

http://www.tepco.co.jp/e-rates/individual/basic/charge/charge01-j.html 
中部電力株式会社 

http://www.chuden.co.jp/ryokin/shikumi/shi_keiyaku/kei_ryokin/oshirase/ 
北陸電力株式会社 

http://www.rikuden.co.jp/qa/kensin.html 
関西電力株式会社 

http://www.kepco.co.jp/home/ryoukin/shikumi/confirmation/index.html 
四国電力株式会社 

http://www.yonden.co.jp/ryoukin/calcul_pay/oshirase.html 
中部電力株式会社 

http://www.energia.co.jp/elec/h_menu/calc/ 
九州電力株式会社 

http://www.kyuden.co.jp/rate_reception_oshirase 
沖縄電力株式会社 

http://www.okiden.co.jp/service/viewpoint/ 

 



 

36 

 

【白糠漁港】

1.製氷施設（新） 2.製氷施設（旧）

3.荷捌き所 4. 組合事務所/研修施設

5.活魚館
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≪参考≫月別の電力消費量の整理例 

①白糠漁港（青森県）の施設毎の月別電力消費量（季節変動）の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【電力消費の特徴】 

製氷施設（新）：7～11 月にかけて消費量が多く、1 月～4 月は概ね一定の電力消費量と

なっています。この推移は、白糠漁港において最も漁獲量が多く、出荷

に際し氷を多く使う魚種であるイカの漁獲量の推移と重なります。 

製氷施設（旧）：製氷施設（新）と同様の傾向がみられ、両施設は使われ方に差異はない

と推測されます。 

荷捌き所  ：冬季（12～3 月）に消費量が多くなっています。この推移は、白糠漁港

におけるイカ以外の漁獲量の推移と重なります。 

組合事務所 ：冬季（12～3 月）に消費量が多くなっています。 

活魚館   ：活魚水槽に水温調節機能があるため、夏季の電力消費量が多くなってい 

ます。 

図 2.4-12 月別の電力消費量の推移（白糠漁港） 



 

37 

 

②門川漁港（宮崎県）の施設毎の月別電力消費量の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【電力消費の特徴】 

卸売市場/荷捌き所＋活魚施設：秋季（9～11 月）に電力消費量が多くなっています。こ

の推移は門川漁港における漁獲量の推移と同様であり、

これは、漁獲量に応じて選別作業の際に使用する海水供

給関係設備（取水ポンプ、海水殺菌装置等）の稼働量が

増減するためであると考えられます。 

組合事務所：気温が低くなる冬季（12～3 月）及び気温が高くなる夏季（7～9 月）に消

費量が多くなっています。 

冷蔵施設：気温が高くなる夏季（7～9 月）に消費量が多くなっています。 

道の駅：2～5 月の消費量が少なく、夏季（7～9 月）の電力消費量が多くなっています。 

製氷工場：気温が高くなる夏季（7～8 月）に電力消費量が多くなっています。 

【門川漁港】

1.卸売り市場/荷捌き所＋2.活魚施設 3.組合事務所

※電気使用料金明細書確認できず

4.冷蔵施設 5.道の駅（うみすずめ）

※電気使用料金明細書確認できず

6.製氷工場
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図 2.4-13 月別の電力消費量の推移（門川漁港） 
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<<参考>>ピークカット 

高圧受電（原則 500kW まで）の場合、電力会社が 30 分毎の消費電力を測定し、過去 1

年間で最も大きい月の値を、契約電力にする方式を採用しています。このため、ピーク時

の電力消費量を抑えること（ピークカット）によって基本料金を抑えることが可能です。 

太陽光発電の導入により施設のピークカットを図る場合には、太陽光発電は日中の晴れ

ている時に発電するため、空調機による冷暖房の使用が多い施設等の電力消費量のピーク

が昼間である施設の場合には効果を発揮することが考えられます。 

 

表 2.4-9 電気料金の構成（基本料金＋電力量料金） 

項目 課金方法 

基本料金 ・契約電力に応じて課金されます。契約電力は、過去 1 年間の最大需

要電力（デマンド）のうち、最も大きい値によって自動的に決まり

ます。 

※30 分単位の平均需要電力が、契約電力を超過しないように運用す

る必要があります。 

電力量料金 ・当月に使用した電力量に比例して課金されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.4-14 ピーク負荷の削減 
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改善前の基本料金

改善後の基本料金

監視装置を設置し、制御することによる基本料金の引き下げ

一度上がってしまった基本料金は最
低１年間は下がらない。

たとえ翌月から電気を全く使わなく
ても基本料金は下がらず、払い続け
なければならない。

監視装置を設置し目標値を超えそう
になったら、空調機等を一時的に停
止させることによって、基本料金を
引き下げる。
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<<参考>>ピーク対策における蓄電池システムの事例 

蓄電池によって電力を貯めておき、必要な時に電池から電力を供給する蓄電システムは

停電時のバックアップや再生可能エネルギーの出力安定化だけでなく、負荷平準化による

電力のピーク対策と省エネルギー化にも有効です。 

 

表 2.4-10 太陽光発電と蓄電池を組み合わせたピーク対策の例 

システム ・太陽光発電（10kW）＋蓄電池(10kWh) 

目的 ・昼間時のピークカット 

・停電時のバックアップ電源 

導入効果 ・昼間の電力ピークを太陽光発電と、割安な夜間電力を蓄えた蓄電池からの

放電でピークカット。契約電力を低減するとともにコストを削減 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.4-15 ピークカットによる負荷平準化のイメージ  

 

出典：ピーク対策における蓄電池システム 

社団法人 日本電池工業会 
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 設置可能容量の確認 (3)

① 想定される設置箇所 

漁港における太陽光発電の設置場所としては、荷捌き所等の広い屋根がある施設の屋

上や屋根が想定されます。設置が可能と考えられる施設の屋根の面積を確認してくださ

い。 

屋根に設置する場合、太陽光発電導入に必要な面積の目安としては、概ね出力 1kW あ

たり 10～15 ㎡です。また、屋根の構造として、傾斜のある屋根（傾斜屋根）と平らな屋

根（陸屋根）の二種類がありますが、傾斜のある屋根に設置する場合は、隙間なく配置

することができるため、出力 1kW あたりの必要な面積は、陸屋根に設置する場合よりも

小さくなります。一般的に 50kW の太陽光発電の設置には、500～750 ㎡程度の広さが必

要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    図 2.4-16 傾斜屋根設置         図 2.4-17 陸屋根設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 2.4-1 古仁屋漁港（傾斜屋根の例）     写真 2.4-2 白糠漁港（陸屋根の例）   

海の駅屋根面に設置（27.5kW）        活魚蓄養施設屋上に設置（10kW） 
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② 建物や地形、樹木等による影発生状況の確認 

太陽光発電は、太陽光パネル面に影がかかると発電電力の低下が起こるため、十分な

発電量を得るために、年間を通して影がかからない場所に設置する必要があります。 

漁港施設の屋上や屋根に太陽光発電施設を設置する場合、影が発生する要素としては、

建物や樹木、電柱、屋根に設置されたアンテナ等が考えられます。これらの障害物が作

る影の影響範囲は、通常冬至の朝 9 時における影の長さが基準となります。その影響範

囲にかからない場所を設置予定箇所として計画することが必要です。 

また、複数列の太陽光発電の設置を考える際は、前後の間隔を調整し、太陽光パネル

面上に影ができないように配置を考える必要があります。 

 

<<参考>>影の影響について 

 

＜横から見た場合＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜上から見た場合＞ 

 

 

 

 

 

 

長さ L 

障害物 

影の長さ L 

約 45 度 

長さ L 

図 2.4-18 障害物による影の影響範囲 

設置可能 

障害物 高さ h 

南 

冬至朝 9 時の太陽 

設置には不向き 

北 

影の長さ L=h×約 2 倍 
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③ 太陽光パネルの配置方法 

太陽光パネルの配置は以下の点に留意して検討します。 

 

表 2.4-11 太陽光パネルの配置検討における留意事項 

傾斜角 ・発電効率などを考慮して、最適な太陽光パネルの傾斜角を選ぶ。 

光の反射 ・太陽高度が低い時におけるパネル面の光の反射が、周辺住民の迷惑にな

らないよう配慮する。 

パネルの向き ・できるだけ南向きに配置する。 

影の影響 ・できるだけ冬至の 9 時～15 時の間で影ができない場所を選ぶ。 

景観 ・風致地区内や町並みを重視する場所では、パネルの色や形状に配慮する。 

 

 

<<参考>>パネルの傾斜角度と方位 

発電量が最も多くなるのは、パネルを真南に向け、最適傾斜角（本州では 30 度前後）で

設置した場合です。しかし、必ず最適傾斜角で設置しなければならないわけではなく、設

置時の傾斜角は、風圧や建築物の強度、経済性、降雪の影響などを考慮して設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.4-19 パネルの傾斜角と方位 

 

 

 

 

 

出典：NEDO 太陽光発電フィールドテスト事業に関するガイドライン（設計施工・システム編） 
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 <<参考>>陸屋根の場合の発電容量と設置面積の目安 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.4-20 陸屋根に設置する場合の発電容量と設置面積の目安 

出典：NEDO 太陽光発電フィールドテスト事業に関するガイドライン（設計施工・システム編） 

 



 

44 

 

 積雪、塩害、鳥害による影響 (4)

一般に海の側に立地している漁港施設では、塩分を含む風や水等によって塩害の被害

を受けやすく、また、カモメやトンビ、カラスといった鳥の飛来数も多いため、鳥糞に

よる被害も懸念されます。 

さらに、当該漁港が所在する地域が強風地域・寒冷地域・積雪地域等に属している場

合、それぞれ異なる対策を講じる必要があります。 

ここでは、漁港区域において想定される太陽光発電への影響と、その対策について整

理しました。 

 

① 積雪による影響 

雪によって太陽光パネルが覆われて日射が遮られることにより、発電量が低下します。 

下図の例では、15 日は日射量と発電量がほぼ比例関係であるのに対し、20 日と 25 日

は日射量が増加しても発電量はほとんど増加していません。これは、15 日と 20 日の間

に降雪があり、20 日と 25 日は日射計には積雪がなかったものの、太陽光パネル面に積

雪が残ったため日射量が増加しても発電量が増加しなかったものと考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.4-21 太陽光パネルへの積雪による発電阻害の例 

出典：NEDO 太陽光発電フィールドテスト事業に関するガイドライン（設計施工・システム編） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 2.4-3 パネル上への積雪の例（白糠漁港） 
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従って、積雪による影響を軽減するためには、積雪の滑落角度以上に太陽光パネルの

傾斜角を大きくする、積雪によりパネルの埋没の可能性のある場所では架台を高くする

等の対策が必要です。 

また、計画時に気象台データや近隣調査で積雪量や滑雪傾斜角度を調査し、発電シス

テムの設計時に考慮する必要があります。 

 

<<参考>>積雪対策の例 

長野県の積雪地域にある工場の平屋根へ 100kW の太陽光発電を導入した事例です。 

この地域は 12～3 月まで降雪があり、2月には平均気温-7℃、積雪高さ 1m弱になります。

太陽光発電を設置した平屋根は、多量の積雪に耐えられる構造であり、工場内の内部発熱

により融雪されることから、設置場所に決定されました。積雪対策として、パネル傾斜角

を 30 度とし、降雪時も雪がパネルに積もることなく滑り落ちるように設計しています。ま

た、架台についても、雪だまりに埋もれないような高さを確保しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 2.4-4 積雪地域の工場での太陽光パネルの設置事例（左：積雪なし、右：積雪時） 

出典：NEDO 太陽光発電フィールドテスト事業に関するガイドライン（設計施工・システム編） 
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② 塩害による影響 

漁港施設に導入する太陽光発電システムの塩害による被害には、太陽光パネルのフレ

ーム（通常はアルミ製）やケーブル、架台や接続箱等への錆の発錆や、それに伴う絶縁

不良などがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 2.4-5 漁港区域に導入された太陽光発電の塩害の事例 

（左：接続箱の錆び、右：架台の錆び） 

 

また、塩分が太陽光パネル表面に多量に付着すると、出力低下につながる可能性も考

えられます。NEDO フィールドテスト事業においては、塩害地域（海岸からの距離が 1km

以内）に設置されているシステムと、一般地域（海岸から 10km 以上）に設置されている

システムについて、3、4 年程度のシステムの出力係数の変化を調査した結果、両者の出

力係数の変化には明確な違いはみられませんでしたが、太陽光パネルの寿命期間（20～

30 年）を考えた場合には、さらに長期的な計測の必要が示唆されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.4-22 塩害地域と一般地域のシステム出力係数の比較 

出典：NEDO 太陽光発電フィールドテスト事業に関するガイドライン（設計施工・システム編） 
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塩害による被害を防止、軽減するためには以下のような対策が有効です。 

 

表 2.4-12 漁港施設に太陽光発電を導入する際の塩害対策 

対策 内容 

事前調査 ・発電システムの設置予定箇所における類似設備の塩害や発錆

状況、腐食の状態を調べます（当該設備の設置年数、材質、外

観等）。 

・これらの情報は機器の防食・防錆仕様の程度を決める際の有

用なデータとなります。 

架台・接続箱等の 

金属部分の防錆処理 

・ステンレス、樹脂等の錆びにくい素材の使用、溶融亜鉛めっ

き処理や耐塩塗装の防錆処理を行います。 

・塩害対応の太陽光パネルや配線の製品を使用します。表面だ

けでなく、内部にまで塩害対策がきちんと施されているものを

使用する等が挙げられます。 

パワーコンディショナ

の塩害対策 

・パワーコンディショナを屋外に設置する場合には、パワーコ

ンディショナを収める筐体に耐塩塗装を施すことや、筐体の給

気口に換気の際に筐体内に塩分が入るのを防止する耐塩フィ

ルターを設置するといった対策、またはパワーコンディショナ

本体を屋内に設置する等が考えられます。 

塩害仕様の太陽光発電

パネルの採用 

・劣化防止のため、太陽電池を強化ガラスで挟み、耐久性・強

度を保持した製品があります。 

・パネル表面に付着した塩分は、雨によって洗い流されること

が多く、その際、塩分を含んだ雨水がパネル下部のフレームに

溜まると、腐食の原因となります。そのため、通常四辺を囲う

フレームを左右の二辺のみとした製品や、フレームの隅に水切

り用の溝を付けて水が溜まらないようにした製品があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 2.4-6 塩害対策例（溶融亜鉛めっき架台の例） 
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写真 2.4-7 水切り用溝のついた太陽光パネル 

 

③ 鳥害による影響 

太陽光パネルに鳥糞が付着していると、景観を損ねるだけではなく、長期的に付着し

ている場合には影となっている部分が発熱し、パネルの破損や火災の原因となるホット

スポット現象を引き起こす事例が報告されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 2.4-8 太陽光パネル（パネル上の糞害） 

 

鳥害による被害を防止、軽減するためには以下のような対策が有効です。 

 

表 2.4-13 漁港施設に太陽光発電を導入する際の鳥害対策 

対策 内容 

事前調査 ・発電システムの設置予定箇所における鳥の糞の付着状況や、いつも

鳥がとまっている場所等を調べます。 

・設置予定箇所の上空に、電線やアンテナ、外灯等の鳥がとまりやす

い場所がないかを確認します。 

防鳥設備の設置 ・太陽電光発電に鳥が近寄れないまたは、とまれないよう、防鳥用の

剣山（トゲ、突起物）や防鳥ワイヤー等の防鳥設備を設置します。 

鳥の餌の除去 ・鳥の餌となる雑魚や残さ等を、岸壁や市場等から除去します。 

・漁港利用者に対して鳥への餌やりを禁止します。 

鳥の糞の除去 ・パネルに鳥の糞が付着している時に、予測発電量に比べ明らかな発

電量の低下が見られる場合には、パネル面に付着した鳥糞の掃除を

行う必要があります。 
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写真 2.4-9 荷捌き施設における防鳥ワイヤーの設置事例      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 2.4-10 防鳥用剣山（突起物）の設置事例 

 

④ 落雷による影響 

太陽光発電における雷害には、直撃雷による設備の破損や、誘導雷に起因する異常電

圧や誘導電流による設備の焼損・破損が考えられます。 

雷害による被害を防止、軽減するためには以下のような対策が有効です。 

 

表 2.4-14 漁港施設に太陽光発電を導入する際の雷害対策 

対策 内容 

避雷針保護範囲への 

太陽光発電施設の設置 

・既設の避雷針がある場合、その保護範囲を確認し、保護さ

れる位置に太陽光発電施設を設置することで、直撃雷の被

害を防止できます。 

・既設の避雷針がなく、落雷の多い地域においては、避雷針

の設置を検討します。 

避雷素子の設置 ・誘導雷の対策として、接続箱や分電盤等に避雷素子を設置

することが有効です。 
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2.4.4  事業性の検討 

 年間発電量の推定方法 (1)

太陽光発電による年間の発電量の推定方法は、以下の通りとなります。 

1 日あたりの日平均日射量と発電出力に対して総合設計係数と 365 日分を掛けあわせ

ることで年間の推定発電量を算出することが出来ます。なお、気温や設置形式（架台設

置、屋根置き）によって総合設計係数が変わります。 

 

 

 

 

 

 

     の入力 

 

 導入予定の太陽光発電の発電出力(kW)を設定します。 

 例）20kW の太陽光発電の場合は、20 と設定します。 

 

    の求め方 

 

 太陽光パネルの設置方向と傾斜角毎に１日の平均日射量を巻末資料の国内の日射量分布

にまとめています。この日射量分布を用いて設置場所の日射量を推定してください。 

 例）【巻末資料】のパネルの設置方位と傾斜角毎の日本地図の日射量分布図を用いて銚

子付近で南向きに傾斜角 30 度に設置した場合の日射量を読み取ってください。4.0

～4.2kWh/m2/日と読み取ることが出来ます。ここでは、安全側に推定発電量を推定

するため 4.0 と設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.4-23 太陽光パネルの設置方位と傾斜角の日射量分布図（巻末資料に掲載） 

  

日射量 
(kWh/m2/日) 

総合設計係数 
(%) 

年間発電量 
(kWh/年) 

発電出力 
(kW) × × = ×365日/年 

× × =  

日射量 

 

パネルの傾斜角：30度 

方位角：南向き 

日射量分布 太陽光パネルを南向きに傾斜 30度で設置した場合 

日射量は、4.0～4.2

と読み取れます。 

0.75 

発電出力 

×365日/年 
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年間発電電力量を推定する上で、日射量の変動や太陽光パネルの汚れや劣化・発電効

率など最大出力での発電を実現できない要素を計算上反映させる（補正する）ための係

数のことを総合設計係数いいます。もっとも損失が大きいのは、温度上昇によるもので

す。なお、一般的には 0.73～0.75 となります。 

 

年平均セルの温度上昇による損失・・・・約 15％程度 

パワーコンディショナによる損失・・・・約 8％程度 

配線、受光面の汚れ等の損失・・・・・・約 7％程度 

 

        の入力 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 売電価格 (2)

売電価格を設定するためには、以下のフローにしたがって売電価格の設定を行います。 

 

 

 

※1：施設を設置する際に補助金を利用する場合は、通常は買取価格に FIT 単価が適用でき

ないため、電力会社との相対取引により買取価格が決定されます。また、補助金を利

用して施設を設置した場合は、維持管理費を超えた分は補助金の返還が必要となる場

合があります。 

※2：FIT における太陽光発電の買取価格については冒頭の【制度・法律関連の説明】に記

載しています。 

図 2.4-24 売電価格の設定（太陽光発電） 

 

総合設計係数
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① 【補助制度利用無し】全量売電、みなし自家消費する場合 

太陽光発電で発電した電気を電力会社に売電する場合は、固定価格買取制度で設定さ

れた価格 36 円/kWh（税抜）（平成 25 年度 10kW 以上の太陽光発電）で 20 年間売電するこ

とができます。この価格は、毎年見直しが行われています。太陽光発電を導入する際の

建設コストは毎年下がっており、それに応じて調達価格が見直されていますので、最新

の導入時の価格で検討してください。 

 

表 2.4-15 買取価格の設定（H25 年度固定価格買取制度） 

調達区分 
調達価格 

調達期間 
（税込） （税抜） 

10kW 以上 37.8 円 36.0 円 20 年間 

10kW 未満（余剰売電） 38.0 円 - 10 年間 

※余剰買取の場合、10 年経過後の価格は、別途電力会社と協議する必要があります。 

 

② 【補助制度利用無し】直接接続（余剰売電）する場合  

太陽光発電で発電した電気を漁港施設で自家消費し、余った電気を売電する場合は、

36 円/kWh（税抜）（平成 25 年度 10kW 以上の太陽光発電）で 20 年間売電することが出来

ます。 

自家消費による電気料金の削減額は、年間発電量×購入電力の単価で計算することが

出来ます。太陽光発電の導入による電気料金の削減額等の計算には、以下の電力量単価

を用いて計算します。なお、施設毎の購入電力の単価が分かっている場合はその単価を

用いてください。 

 

 

 

 

 

表 2.4-16 電力量単価（H24 年度） 

契約種類 電力量単価（円/kWh） 

低圧 22.3 

高圧 15.7 

低圧・高圧計 18.0 

 

出典：平成 25 年 9 日、資源エネルギー庁 電力システム改革後の電力産業の姿について（総合資源エ

ネルギー調査会基本政策分科会 第 5 回会合資料） 

 

●電力料金削減額（円/年） 

電力料金削減額（円/年）＝年間発電量（kWh/年）×購入電力の単価（円/kWh） 
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③ 【補助制度利用有り】直接接続（余剰売電）、みなし自家消費する場合  

国による再生可能エネルギー導入に関する補助を利用した場合は、余剰電力を売電す

る際に原則として固定価格買取制度による売電価格を適用できません。電力会社との相

対により価格が設定されます。 

 

<<参考>>太陽光発電導入による CO2 削減量の試算 

推定した発電量に対して、管轄電力会社の 1kWh あたりの発電に伴う二酸化炭素排出量

（排出係数）を乗じ、期待される二酸化炭素排出削減量を試算することが出来ます。 

固定価格買取制度を利用して発電電力を電力会社に売電する場合は、CO2 排出削減量は

売電先の電力会社が削減したものとなるため、事業者の削減目標には利用できません。 

 

表 2.4-17 排出係数等一覧（H24 年度） 

電力会社名 実排出係数(t-CO2/kWh) 

北海道電力株式会社 0.000688 

東北電力株式会社 0.000600 

東京電力株式会社 0.000525 

中部電力株式会社 0.000516 

北陸電力株式会社 0.000663 

関西電力株式会社 0.000514 

中国電力株式会社 0.000738 

四国電力株式会社 0.000700 

九州電力株式会社 0.000612 

沖縄電力株式会社 0.000903 

出典：「平成 24 年度の電気事業者ごとの実排出係数・調整後排出係数等の公表について（お知らせ）」

（平成 25 年 12 月 19 日、環境省） 

 

 年間の売電収入 (3)

太陽光発電による年間売電収入は、売電単価と年間発電量で決定されます。事業を継

続させていくため、毎年どの程度売電による収入があるか確認しておく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

× 年間売電収入 
(円/年) 

= 売電価格 
(円/kWh） 

年間発電量 
(kWh/年) 

  × =  
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 発生する費用 (4)

太陽光発電を導入する場合、初期費用、資金調達時の金利の支払い、運転維持費用以

外に、その他費用として PCS（パワーコンディショナ）交換費、税金等が発生します。 

 

① 初期費用 

太陽光発電導入の目安としては、出力 1kW あたり 35～70 万円程度です。屋根に載せる

場合は地上に設置する場合と比較して、パネルの架台やその基礎が不要になるなど、設

置場所や諸条件に応じて価格幅があります。 

例えば、出力 20kW の太陽光発電を導入する場合、約 700～1,400 万円の初期費用が必

要です。また、予算が 2,000 万円の場合は、出力 28kW～57kW 程度の導入が可能です。 

 固定価格買取制度の適用を受けて平成 24 年 10～12 月に運用開始した 10kW 以上

500kW 未満の設備の建設コストの平均値は、以下のとおりです。 

10～50kW 未満・・・43.7 万円/kW  

50～500kW 未満・・・37.5 万円/kW 

上記の建設コストは、あくまでも全国の太陽光発電事業者にアンケートをとって検討

された数字であり、個別案件では発生する費用に大きな差が生じる可能性があります。

精度を上げるためには信頼のおける地元の施工業者に見積もりを取って、どの程度費用

が発生するかを検討する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 資金調達時の支払金利 

資金調達時に借入金がある場合、金利の返済分等の費用が発生します。金利の返済方

法が決まっていない場合は、元金均等返済法で計上し、返済年数は、15 年で設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

建設費 
(円) 

建設コスト 
(円/kW) 

= 発電出力 
(kW) 

 = × 

× 

× 支払金利 
(円/年) 

借入金残額 
(円) 

= 金利 
(%) 

   = × 
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③ 維持管理費（修繕費・諸費、人件費） 

固定価格買取制度に関する経済産業省の整理では、発電出力に対して 0.36 万円/kW の

修繕費・諸費が必要と見込まれています。なお、この 1kW あたりの維持管理費の単価は、

10kW 未満の運転維持費の参考値を用いました。日常点検等で要する機材の防錆等の補修

等が盛り込まれています。 

諸費は、主に保険料（自然災害による対策費用等）となります。 

また、パワーコンディショナ等の機器の交換費用はその他費用として計上しました。 

このほか、導入規模によって電気主任技術者の人件費や委託費などが発生する場合は、

人件費として計上します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ その他費用（パワーコンディショナ交換費） 

太陽光パネルの寿命は 20 年以上と言われていますが、パワーコンディショナは 10～

15年が寿命と言われています。設置後 10年程度で必要に応じて取り替える必要があり、

交換費は 1 台あたり数十万円程度です。 

通常、出力数十 kW 程度の太陽光発電においては、規格容量が 10kW の既製品パワーコ

ンディショナを複数台組み合わせて使用します。パワーコンディショナの交換費用につ

いては、その他費用として事業開始から毎年積立てを行い、10 年毎に交換することを考

えています。なお太陽光発電を撤去する費用は計上していません。 

 

 

⑤ 主な税金（固定資産税、事業税等） 

 固定資産税（法定耐用年数：17 年）は、毎年の評価額に対して 1.4％計上します。

事業税は、売電収入に対して 1.267%計上します。 

 

 

 

 

 

 

 

  

× 維持管理費 
(円/年) 

修繕費・諸費 
(円/kW/年) 

= 発電出力 
(kW) 

人件費 
(円/年) 

＋ 

 3,600  = × ＋  

税金 
(円/年) 

＋ 固定資産税 
(円/年) 

= 事業税 
(円/年) 

   = ＋ 
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計算して何年で利益が出るか確認しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.4-25 事業性検討のための事業収支シミュレーション（太陽光発電） 
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2.4.5  太陽光発電の導入検討の一例 

実際に漁港で得られた電力消費量データを用いて検討した例を紹介します。 

 

 検討の条件 (1)

① 電力の利用目的 

発電した電気の利用目的は、漁港施設の電気料金の削減と売電収入を得ることによる、

漁業経営の改善及び CO2 排出量の削減とします。 

② 日射量、設置条件 

設置場所の日射量は、太陽光パネルの方位と傾斜角を考慮して算出します。 

③ 設置場所 

漁港施設の傾斜屋根に設置する場合と、陸屋根に設置する場合の 2 通りで検討します。 

④ 補助制度の利用の有無 

補助制度（補助率 1/2）を利用した場合としない場合の 2 通りで検討します。 

⑤ 建設コスト、維持管理費 

建設コストは傾斜屋根 39.3 万円/kW、陸屋根 56 万円/kW とします。 

維持管理費は、初期費用の 1.6％/年とします。 

なお、建設コスト、経費の詳細は「2.4.4 事業性の検討（P50）」に記載しています。

ここでは簡易的な方法で経費を求めています。 

 

 事業性の検討結果 (2)

漁港施設毎に契約容量、年間の電力消費量を把握し、未利用の屋根面積等から推定さ

れる太陽光発電の最大規模を求め、利用目的を考慮し、設置可能規模を設定しました。 

発電容量が最大となるのは荷捌き所の屋根（東側）で、60kW 相当のパネルの設置が可

能と推測されましたが、太陽光発電の場合 50kW 以上は自家用電気工作物となり、電気主

任技術者の選任、保安規程の提出等が必要となるため、事業性の観点から最大容量が

50kW 未満となるよう設定しました。ただし、この規模の太陽光発電を接続できる施設が

近傍に無いため（契約容量の大きな製氷工場までは 400m 程度）、発電した電気を一旦電

力会社に売電し、必要電力を購入するみなし自家消費として太陽光発電を導入すること

を想定しました。 

組合事務所の屋根については、11kW 相当のパネルの設置が可能と判断され、組合事務

所の契約容量と比較してもこの規模の接続が可能と想定されましたので、直接接続（自

家消費）することを想定しました。 

該当する発電施設の容量（規模）を赤枠で、接続先は青色で囲みました。実線は、同

一施設で発電・消費する自家消費のケースであり、点線はみなし自家消費のケースとな

ります。 
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1)漁港施設毎の電力消費量と太陽光発電の設置可能規模 

施設毎の契約容量と年間の電力消費量を求めます。また設置可能な太陽光発電の規模

（発電出力）を屋根の面積から推定します。 

 

表 2.4-18 漁港施設毎の契約容量と電力消費量 

施設名 契約容量 電力消費量 設置可能規模 備考 

①卸売り市場/荷
捌き所 

31kW 
（動力側） 

52,530kWh/年 
49kW 

（約 600m2） 
※設置できる最
大規模は 60kW 

②組合事務所 
30kVA 

（電灯側） 
28,359kWh/年 11kW 

（約 110m2) 
 

③冷蔵施設 
5kW 

（動力側） 
14,479kWh/年 設置困難  

④道の駅 44kW 87,918kWh/年 － 
※既設太陽光発
電 40kW 接続済 

⑤製氷施設 64kW 196,596kWh/年 設置困難  

合計  378,882kWh/年   

 

2)電力消費量の削減割合 

推定発電量は、「2.4.4 事業性の検討（P50）」に示した方法で算出します。算出した発

電量と電力消費量から電力消費量の削減割合が求められます。 

 

①荷捌き所（陸屋根） 

発電量(kWh/年)＝日射量（kWh/㎡・日）×発電出力（kW）×総合設計係数×365 日/年 

    ＝4.04×49×0.75×365≒54,200 

製氷施設の電力消費量の削減割合＝発電量(kWh/年)/製氷施設の電力消費量(kWh/年) 

＝54,200/196,596≒28% 

②組合事務所（傾斜屋根） 

発電量(kWh/年)＝日射量（kWh/㎡・日）×発電出力（kW）×総合設計係数×365 日/年 

    ＝4.18×11×0.75×365≒12,600 

組合事務所の電力消費量の削減割合＝発電量(kWh/年)/組合事務所の電力消費量(kWh/年) 

＝12,600/28,359≒44% 

 

表 2.4-19 電力消費量の削減割合 

施設名 方位・傾斜角 
日射量 

kWh/m2/日 

発電量 

kWh/年 

電力消費量 

の削減割合 

①荷捌き所（陸屋根） 南・20 度 4.04 54,200 28% 

②組合事務所 

（傾斜屋根） 
南・10 度 4.18 12,600 44% 

発電容量最大 

直接接続可能な場

合の最大発電容量
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3)売電収入と初期投資の回収期間 

太陽光発電の事業性について、補助制度を利用した場合と利用しない場合に分けて検

討しました。補助制度を利用した場合は、原則固定価格買取制度による売電が出来ませ

んので、自家消費した場合の電気料金削減額分を売電収入欄に計上しました。 

下表より、補助制度を用いて組合事務所の屋根に太陽光発電を設置し、自家消費した

場合が最も事業性が高いとの結果となりました。 

なお、太陽光発電で発電した電気を CO2 削減量の目標に利用する場合、固定価格買取

制度による売電を行った場合は基本的には計上できません。CO2 削減量の求め方は、「<<

参考>>太陽光発電導入による CO2 削減量の試算（P53）」に記載しています。 

 

表 2.4-20 事業性の検討結果（補助制度（1/2）を利用した場合） 

太陽光発電 

設置場所 
供給先 

発電 

容量 

(kW) 

発電量 

(kWh/年) 

初期費用 

 (万円/円) 

(※1) 

売電収入 

（万円/年） 

経費 

（万円/年） 

(※4) 

CO2 削減量 

（t-CO2/年） 

(※5) 

初期費用

回収 

①荷捌き所 

（陸屋根） 

製氷 

施設 

（高圧） 

49 54,200 
1,372 

（2,774×1/2） 

33.6(※2) 

（みなし自家 

消費） 

44.3  33.2 
回収 

不可 

②組合事務所 

（傾斜屋根） 

同左 

（低圧） 
11 12,600 

216.3  

（432.6×1/2） 

28.1(※3) 

（直接自家消費） 
6.9  7.7 10.2 年 

※1：建設コストは傾斜屋根 39.3 万円/kW、陸屋根 56 万円/kW と仮定。 

※2：売電単価を 6.2 円/kWh（LNG 火力の発電コスト相当）と仮定。 

※3：発電した電気は全て施設内で自家消費されるものとし、売電単価を 22.3 円/kWh と仮定。 

※4：経費に含まれる費用は、ここでは簡易的に初期費用の 1.6％/年として計算。 

※5：排出係数を 0.000612kWh/t-CO2（九州電力の平成 24 年度実排出係数）として計算。 

 

表 2.4-21 事業性の検討結果（補助制度（1/2）を利用しない場合） 

太陽光発電 

設置場所 
供給先 

発電 

容量 

(kW) 

発電量 

(kWh/年) 

初期費用 

 (万円/円) 

(※1) 

売電収入 

（万円/年） 

経費 

（万円/年） 

(※4) 

CO2 削減量 

（t-CO2/年） 

(※5) 

初期費用

回収 

①荷捌き所 

（陸屋根） 

製氷 

施設 

（高圧） 

49 54,200 2,774  

195.1(※2) 

（みなし自家 

消費） 

44.3  － 33.2 年 

②組合事務所 

（傾斜屋根） 

同左 

（低圧） 
11 12,600 432.6 

28.1(※3) 

（直接自家消費） 
6.9  7.7 20.4 年 

※1：建設コストは傾斜屋根 39.3 万円/kW、陸屋根 56 万円/kW と仮定。 

※2：売電単価を 36.0 円/kWh と仮定。 

※3：発電した電気は全て施設内で自家消費されるものとし、売電単価を 22.3 円/kWh と仮定。 

※4：経費に含まれる費用は、ここでは簡易的に初期費用の 1.6％/年として計算。 

※5：排出係数を 0.000612kWh/t-CO2（九州電力の平成 24 年度実排出係数）として計算 
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2.4.6  機器の導入・設置・稼働 

 

 関係者での合意形成を行う (1)

太陽光発電を施設の未利用の屋上に導入する際は、施設所有者、漁港管理者、漁業関

係者及び近隣住民に対して周知しておくことが重要です。 

 

 各種手続きに関する情報を収集 (2)

太陽光発電の施工業者と契約を締結してから発電を開始するまでの流れについて確認

します。 

 

① 設備認定の申請 

固定価格買取制度に基づき電力会社へ電力を売電する場合、対象となる太陽光発電設

備の設置場所を管轄する地方経済産業局へ申請を行い、設備認定を受けることが必要と

なります。申請は、太陽光発電設備の導入者から申請することになりますが、施工業者

が手続きを代行することもできます。 

なお、自家消費のみの場合は設備認定の申請は不要です。 

 

② 系統連系の申込み 

発電設備を電力会社の送電または配電線に接続して運用することを系統連系と言いま

す。 

太陽光発電設備による発電電力を漁港施設に供給して自家消費する場合、日差しの弱

い曇りの日や雨の日は発電量が少なく、夜間は発電されないため、電力会社の電力を購

入して使用する必要があります。また、漁港施設で消費されず、余った電力は電力会社

に売電することになります。 

電力会社への系統連系の申込は太陽光発電の規模や製品が決まった時点で申請書を提

出しますが、書類の作成は基本的には施工業者が行ないます。 

 

 計画立案から運転開始までの流れ (3)

発電事業の開始に当たっては、経済産業省が設備認定を、電力会社が接続可能性をそ

れぞれ並行して審査・検討します。通常は、設備認定の方が、アクセス検討より早く終

了します。 

適用される買取価格は、設備認定を経て、電力会社へ正式に接続契約を申し込んだ時

点で確定します。他方、接続の可否は、正式な接続契約の申込みを受けて最終的に判断

されます。 

低圧（50ｋＷ未満）で商用系統に接続する場合は、電力会社によるアクセス検討は必

要なく、原則として経済産業省の設備認定を受けた後、電力会社へ接続契約を申し込み

ます。 

適用される買取価格は、高圧での接続の場合と同様、設備認定を経て、電力会社へ正

式に接続契約を申し込んだ時点で確定します。 
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出典：経済産業省資源エネルギー庁資料、東北電力ホームページ等を参考に作成
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図 2.4-26 計画立案から運転開始までの流れ 
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図 2.4-27 計画立案から運転開始までの流れ（太陽光発電 50ｋW 未満の場合） 
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の関係性についても要検討。

想定する太陽光発電設備の出力を仮
決定し、パネルやパワーコンディショナ
などの設備を選定し、基本設計を実施。
必要に応じて、地耐力測定のための
ボーリング調査、太陽光パネル配置の
ための測量もこの段階で実施。詳細な
現地調査を実施し設置業者等と相談し
つつ、発電設備や周辺機器等の詳細な
設計を実施。あわせて、総費用を算出・
確定し、資金調達活動を開始。

提
出
先
は
所
轄
の

産
業
保
安
監
督
部

MW

年2回発電所の運転報告を

行う（自家用発電所運転半
期報：1000ｋW以上の設備

のみ）とともに、電気事故が
あった場合連絡。

また、出力変更等あれば、
各経済産業局・産業保安監
督部・電力会社等に手続が
必要。

建設に必要な資材や機器を
発注。設備工事等を実施す
る請負企業の選定。なお、通
常この段階までに電力会社と
売電に関する特定契約及び
系統連系に関する接続契約
を締結。

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.4-28 計画立案から運転開始までの流れ（太陽光発電 50ｋW 以上の場合） 
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 維持管理 (4)

① 日常点検 

太陽光発電は、無人自動運転をすることを前提に設計製作されているため、基本的に

は日常の保守点検は不要です。しかし、トラブルへの早期対応や太陽光発電の出力を維

持していくため、目視などによって月一回程度の日常点検を行うことが望まれます。故

障や異常が見つかった場合は、設置業者に相談してください。 

 

表 2.4-22 日常点検チェックリストの例 

点検対象 目視点検など 

太陽光パネル 

・表面の汚れ、破損、変色等 

・架台の腐食、さび 

・外部配線（接続ケーブル）の損傷 

接続箱（集電箱） 
・外箱の腐食、さび 

・外部配線（接続ケーブル）の損傷 

パワーコンディショナ 

・外箱の腐食、さび 

・外部配線（接続ケーブル）の損傷 

・動作時の異音、異臭、発煙、異常過熱 

・換気口のフィルタ（ある場合）の目詰まり（必要なら掃除） 

・設置環境（水、高温なし） 

接地 ・配線の損傷 

発電状況 ・正常に発電しているか、指示計器または表示による確認 

出典：設計・施行のポイント 維持管理と点検作業（太陽光発電協会）を改編 

 

② 定期点検（50kW 以上の太陽光発電を対象） 

太陽光発電の法定点検は、届出された保安規程に基づいて選任された電気主任技術者

が実施しますが、電気保安協会などの団体や電気管理技術者協会所属の電気管理技術者

に委託することもできます。 

点検の周期は、1,000kW 未満の太陽光発電装置の場合は毎年 2 回以上と通達により頻

度が決められています。 

 

表 2.4-23 定期点検チェックリストの例 

点検対象 測定試験項目 

太陽光パネル 
・絶縁抵抗（MΩ） 

・開放電圧（V） 

接続箱 ・絶縁抵抗（MΩ） 

パワーコンディショナ 

・表示部の動作確認 

・絶縁抵抗（Ω） 

・ 

接地 ・接地抵抗（Ω） 

出典：設計・施行のポイント 維持管理と点検作業（太陽光発電協会）を改編 
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2.5  風力発電の検討 

漁港に風力発電の導入を検討する上で、大まかな設置場所の抽出や、設置規模の検討が

必要となります。 

以下、風力発電の導入、稼働までのフローを整理し、ステップ毎に説明します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.5-1 風力発電の導入検討フロー 

 

 

  

・風力発電の特性、立
地条件を理解した上
で導入するか否かを
検討します。 

・風力発電は、直接漁
港内の施設に接続し
て電力を利用するこ
とは難しいため、自
家消費する場合はみ
なし自家消費が基本
となります。 

・風況や設置スペース
を確認すると共に、
発電施設の周辺に与
える影響、(特に騒音
等)を把握した上で
発電規模と設置場所
の設定を行います。 

 

・風力発電を導入した
場合、発電量の推定、
初期費用、維持管理
費用の試算を行いま
す。 

風況 

みなし自家消費 

全量売電 

発電量の推定 

騒音、景観等 

落雷、突風の影響 

事業性判断の目安 

キーワード ステップ 内 容 

漁港用地 

風力発電の導入
初期検討 

発電電力の利用
方法の検討 

設置可能な発電
規模の整理 

事業性の検討 

⇒2.5.1(P66)へ 

⇒2.5.2(P70)へ 

⇒2.5.3(P73)へ 

⇒2.5.4(P83)へ 

占有許可 導入・設置・稼働 ⇒2.5.6(P94)へ 

電力会社申請 

点検・補修 

・風力発電を導入する
際は、施設管理者へ
の確認及び売電時の
電力会社への申請が
必要となります。ま
た、設置後は維持管
理を適切に行うこと
が重要です。 

概算費用の算出 

電力消費量 
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2.5.1  風力発電の初期検討 

 風力発電の特徴 (1)

風車は、市街地に設置できる小型のものから直径が 100m に及ぶ大型のものがあり、風

さえあれば、昼夜を問わずに安定的にエネルギーを得ることができ、風エネルギーを効

率よくエネルギーに変換できる装置といえます。 

風力発電の特徴について以下に示します。 

①比較的発電コストが低い  

再生可能エネルギーの中では発電コストが比較的低いため、近年では電気事業者以外

も商業目的で導入を進めています。工期が短いこともメリットとなっています。  

②変換効率が良い  

風車の高さやブレード（羽根）によって異なるものの、風力エネルギーは高効率で電

気エネルギーに変換できます。  

③地域シンボルとして  

「風車は新エネルギーの象徴」と言われるように、地域のシンボルとなり「町おこし」

などでも活用されています。  

④夜間も稼働  

太陽光発電と異なり、風さえあれば夜間でも発電できます。 

⑤風力発電の導入状況 

欧米諸国に比べると導入が遅れているものの、2000 年以降導入件数は急激に増え、

2011 年度末で 1,870 基、累積設備容量は 255.6 万 kW まで増加しています。 

 

 

 

図 2.5-2 国内の陸上風力発電の導入の推移 

  出所：新エネルギー・産業技術総合開発機構
（NEDO）ホームページ 
出典：エネルギー白書 2013 
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 風力発電の構成 (2)

風力発電の主な構成を以下に示します。また構成する機器について下表にまとめまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.5-3 一般的な風力発電のシステム構成 

 

表 2.5-1 風力発電システムの構成機器 

名称及び写真 説明 名称及び写真 説明 

ロータ系 

 

①ブレード 
回転羽根、翼 
②ロータ軸 
ブレードの回転軸 
③ハブ 
ブレードの付け根をロ
ータ軸に連結 

運転・制御系 

 

①出力制御 
風力発電施設出力を
制御 
②ヨー制御 
ロータの向きを風向
に追従させる 
③ブレーキ装置 
台風時、点検時等に
ロータを停止 
④風向・風速計 
出力制御、ヨー制御
に使用 
⑤運転監視装置 
風力発電施設の運
転、停止、監視、記
録 

伝達系 

 

①動力伝達軸 
ロータの回転を発電機
に伝達 
②増速機 
ロータの回転数を発電
機に必要な回転数に増
速するギア装置 

電気系 

 

（発電機） 

①発電機 
回転エネルギーを電気
エネルギーに変換 
②電力変換装置 
直流、交流を変換 
③変圧器 
系統からの電圧、系統
への電圧を変換 
④系統連系保護装置 
事故時等に設備を系統
から切り離し、系統側
の損傷を防ぐ 

支持・構造系 

 

①ナセル 
発電機、増速機等を
収納 
②タワー 
ロータ、ナセルを支
える支柱 
③基礎 
タワーを支える基礎
部分 

http://www.google.co.jp/imgres?um=1&sa=N&hl=ja&rlz=1T4ADRA_jaJP486JP487&tbm=isch&tbnid=ev-MZbBJLQRq1M:&imgrefurl=http://minkara.carview.co.jp/userid/148418/blog/d20111214/&docid=5mTfGkObSWAyhM&imgurl=http://cdn.mkimg.carview.co.jp/minkara/mybbs/000/002/427/062/2427062/p1.jpg&w=500&h=370&ei=K0T4Ur24OYqIkwW7nYDADg&zoom=1&iact=rc&dur=3758&page=5&start=80&ndsp=25&ved=0CNgCEK0DMFU


 

68 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

20 25 30 35 40 45 50

投
資

回
収

期
間
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年

）

4.5m/s

5.0m/s

5.5m/s

6.0m/s

年平均風速 5.0m/s の地域に

おいて 20 年間で初期投資を

回収すると想定した場合の

建設コストの最大値 

年平均風速 

建設コスト(万円/kW) 

年平均風速 4.5m/s の地域

において 20 年で初期投資

を回収すると想定した場

合の建設コストの最大値 

 事業性の概略検討（売電事業として実施した場合） (3)

事業性に影響するものとして、①風況（発電量）、②建設コスト、③電力会社に売電す

る際の単価があります。ここでは、年平均風速及び 1kW あたりの建設コストから、固定

価格買取制度を利用して発電した電気を 20 年間全量売電した場合に、初期投資を回収で

きるか否かによって事業可能性の有無を判断します。 

①年平均風速 

次ページの「風況マップ」より、当該漁港におけるおおよその年平均風速を確認して

ください。年平均風速が大きいほど発電量が期待できます。また、巻末資料にも地上高

70m における風況分布について整理しています。 

②建設コスト 

風力発電の初期投資額は、設置場所、施工面（輸送、組み立て）によっても変わりま

す。よって正確な費用については、メーカー等に現地を確認してもらって見積もりを取

る必要があります。 

③電力会社に売電する際の単価 

平成 25 年度の買取価格である 22 円/kWh（税抜）として試算します。  

以下の図及び表より、20 年で投資費用を回収しようとした場合、年平均風速が 5.0m/s

以上の地域であれば建設コストが 40万円/kWの場合は、20年で投資費用が回収されます。

しかし、年間平均風速 4.5m/s 以下の地域の場合、建設コストが 27 万円/kW 以下でなけ

れば回収することができません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 2.5-4 風力発電の建設コストと投資回収期間の感度分析 

表 2.5-2 年平均風速及び建設コストによる事業可能性 

   建設コスト 
年平均風速 

20 万円
/kW 

25 万円
/kW 

30 万円
/kW 

35 万円
/kW 

40 万円
/kW 

45 万円
/kW 

4.5m/s ○ ○ × × × × 

5.0m/s ○ ○ ○ ○ ○ × 

5.5m/s ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

6.0m/s ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

○：20 年で初期投資回収可能 ×：不可能 
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図 2.5-5 風況マップ（年平均風速） 

出典：NEDO「局所風況マップ」 

  

阿翁浦漁港 

名立漁港 

波崎漁港 

●：風力発電が導入されている漁港 
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2.5.2  発電電力の利用方法の検討 

漁港における風力発電の導入においては、①自家消費、②みなし自家消費、③売電事業

の３つの利用方法が考えられますが、風力発電は発電電力量が漁港における電力消費量と

比較して大きいため、直接接続による自家消費は不向きであると考えられます。利用方法

により、発電施設の設置可能場所や規模、発電電力の売電単価が異なるため、導入検討を

進める際には以下の図、表に示す利用方法の特徴を十分理解しておく必要があります。 

 

 

※1：みなし自家消費の場合は、風力発電による発電量が漁港全体の電力消費量を超えない

範囲とします。 

※2：補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律については、冒頭の【制度・法律関

連の説明】に記載しています。 

※3：必ずしも占用が許可されるわけでないため事前に漁港管理者への問合せが必要です。 

 

図 2.5-6 風力発電の利用方法別の設置規模と場所の検討フロー 

 

 

 

設置規模

設置場所

利用方法

風力発電

特に制約はない（用地の面積、
立地条件等により設定）

漁港全体の年間電力消費量＞
風力発電の年間発電量※1

自家消費型
（直接接続）

自家消費型
（みなし自家消費）

売電事業

漁港管理者へ問合せの上、
占用許可申請※3

利用の可否を
漁港管理者へ問合せ

適化法※2の対象と
なる用地

左記以外の
用地

風力発電は、直接漁港内の施
設に接続して電力を利用するこ
とは難しいため、自家消費する
場合は、みなし自家消費が基
本となる。
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1
 

表 2.5-3 発電した電気の利用形態（風力発電） 

※1：電力会社と需給契約を結び発電した電気を一旦売電して必要電力を買電します。 
※2：維持管理費を超えた分は補助金の返還が必要です。 
※3：補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（適化法）の対象となる場合があります。その場合は施設利用の可否を確認してください。 
※4：電力会社の電気供給約款 「需要家への電力の供給は１敷地１引き込み」の原則によります。 
※5：FIT（固定価格買取制度）については、【制度・法律関連の説明】に記載しています。 
※6：自家消費での電気料金の削減の場合は、施設で購入している料金単価と同等と想定します。 
※7：施設を設置する際に補助金を利用する場合は、原則として買取価格に FIT 単価が適用できないため、電力会社との相対取引により買取価格が決定されます。 
※8：平成 25 年度の買取価格です。最新の買取価格は経済産業省のホームページ等で確認して下さい。 
※9：FIT を利用して発電電力を電力会社に売電する場合、CO2 排出削減量は売電先の電力会社が削減したものとなるため、事業者の削減目標には利用できません。 
※10：【制度・法律関連の説明】「補助対象財産を利用した再生可能エネルギーの導入について」に記載されています。 

形態 
発電した
電気の 
使い方 

設置規模
の設定 

設置 
想定 
場所 

施設への補助金利用の 
有無 

売電単価 
CO2 削減
目標へ
の利用 

留意事項 

自家消費 
（直接接
続） 

発電した電
気を自家消
費 
（余剰電力
が発生した
場合は売電） 

接続する施
設の契約電
力を超えな
い範囲 

施設の同
一用途の
敷地内 
(※3,4) 

○利用有の場合 
・原則 FIT 利用不可(※5) 

○自家消費 
・約 15.7 円/kWh(高圧) 
・約 22.3 円/kW(低圧)(※6) 
○余剰売電 
電力会社との相対取引により
決定(※7) 

自家消費
分のみ利
用可能
(※9) 

①補助金が無い場合は、投資資
金の回収は現時点で難しくな
ります(特に高圧契約施設)。 

②１施設で使用する電力以上の
発電規模にすることは出来ま
せん。 

③漁港区域内で設置する場合、
占用許可が必要な場合があり
ます。 

○利用無の場合 
・FIT の設定単価で売電可
能(※5) 

○自家消費 
・約 15.7 円/kWh(高圧) 
・約 22.3 円/kW(低圧)(※6) 
○余剰売電(※8) 
・22円/kWh(税別)(20kW以上) 

みなし自家
消費(※
1,2) 

発電した電
気を一旦売
電し、必要電
力を買電 

発電量が漁
港全体の年
間電力消費
量を上回ら
ない範囲 

漁港区域
の用地及
び水域 
(※3,4) 

○利用有の場合 
・原則 FIT 利用不可(※5) 

電力会社との相対取引により
決定(※7) 

利用可
(※9) 

①漁港区域内で設置する場合、
占用許可が必要な場合があり
ます。 

○利用無の場合 
・FIT の設定単価で売電可
能(※5) 

・22 円/kWh(税別) 
(20kW 以上)(※8) 

利用不可
(※9) 

売電事業 発電した電
気はすべて
売電 

特に制約は
なし 

○自己資金のみ 
・FIT の設定単価で売電可
能(※5) 

・22 円/kWh(税別) 
(20kW 以上)(※8) 

①漁業関係者が風力発電の売電
事業に参加するための許可基
準が示されています。(※10) 



 

72 

 

 みなし自家消費 (1)

みなし自家消費とは、電力会社と需給契約を結び、発電した電気を一旦電力会社に売

電し、漁港施設で使用する必要な電気を電力会社から購入する形態です。 

発電施設と電力を消費する施設が離れている場合や、発電量が多くなる時期や時間帯

と施設の電力消費量が多くなる時期や時間帯が一致しない場合に有効です。 

風力発電のように発電量が多い場合は、直接漁港内の施設に接続して電力を利用する

ことは難しいため、自家消費する場合は、みなし自家消費が基本となります。 

 

<<参考事例>>波崎漁協の風力発電事業 

本事業は、製氷施設、荷捌き施設、岸壁照明などの漁港施設へ電力を供給する自家消

費型の風力発電事業であり、電力消費の８６％を占める製氷施設の附帯施設として導入

しました。 

一般の風力発電は電力会社への売電事業であるが、本事業は自らの使用電力を風力発

電で賄う視点から、漁港施設の電力需要と、風車の維持管理費用分に相当する規模の風

車を導入しました。 

東京電力との協議により、発電した電力は一旦東京電力へ全量売電し、漁港施設の電

力費用と相殺する形をとっているが、風車と電力の需要施設が同一敷地内にあるため、

実際に漁港施設で風車の電力は使われているという漁港の立地特性を活かした事業です。 

（出典：はさき漁業協同組合ホームページ（http://www.portland.ne.jp/~hasaki/index.html） 

 

 

 売電事業（全量売電） (2)

風力発電により発電した電気を漁港施設で消費せず、全量を電力会社に売電する形態

です。 

売電をする際の価格については、風力発電の設置に際し、補助制度を利用するか否か

で異なります。自己資金で設置する場合は固定価格買取制度で設定された価格で電力会

社に売電することができますが、国による補助制度を用いた場合には、原則として固定

価格買取制度で設定された価格は適用されませんので留意する必要があります。その際

の売電価格は、電力会社と協議をして決定します。 

なお、漁業協同組合等の漁業関係者が発電事業（売電事業）を行う場合の位置付けに

ついては、【制度・法律関連の説明】に示していますので、ご参考ください。 

  

http://www.portland.ne.jp/~hasaki/index.html


 

73 

 

2.5.3  設置可能な発電規模の整理 

風力発電は、以下の表に示す決定要因により、設置可能な発電規模が制限されるため、

その制限内に収まる規模を検討する必要があります。 

 

表 2.5-4 風力発電の規模の決定要因 

決定要因 説明 

①漁港全体の年間電

力消費量（みなし自

家消費の場合） 

・みなし自家消費の場合は、風力発電による発電量が漁港全体

の電力消費量を超えない範囲とします。 

②立地条件 ・各種自然環境条件、インフラ環境条件、社会環境条件がクリ

アされる設置場所・設置規模の選定が必要です。 

③設置可能面積 ・実際の風車を設置する際の風力発電施設の基礎部が占める面

積は 2,000kW 級風車の場合で約 500m2（約 23m×約 23m）です。

ただし、風車の据え付け時の必要な作業面積は 2,000m2 程度

と広い作業スペースの確保が必要となります。 

 

 漁港全体の年間電力消費量の把握 (1)

年間の電気の使用状況の変動を把握するには、月別の電気使用量（1 年分）を確認す

ることが必要です。年間の電気使用量の把握方法については、「2.4.3(2)年間電力消費量

の把握(P34)」に整理しています。 
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 設置可能容量の確認 (2)

① 立地条件 

風力発電の導入を検討する上で以下の主な環境条件を確認する必要があります。 

また、維持管理や補修費の観点から、落雷や突風などの発生状況についても事前に調

査しておくことが必要です。 

なお、漁港区域内は、補助事業等で取得されている用地が多く、適正化法の財産処分

の手続きが必要となる場合等がありますので、漁港管理者に確認する必要があります。

（参考として、【制度・法律関連の説明】に記載しています。） 

 

表 2.5-5 風力発電の主な立地条件 

項目 説明 

風況が良い 
・年間平均風速が一定水準以上（風車の高さにおけ

る風速で 6.0m/s 以上が目安です） 

土地利用が可能 

・風力発電機設置（組立、離隔）に十分なスペース

の有無（③風力発電施設の設置面積の目安をご覧く

ださい） 

土地利用規制 
・自然公園地域、鳥獣保護区（特別保護区）に該当

してないか。 

送電線が近い 
・2,000ｋW 以上は特別高圧線への連系 

・空きの連系容量の有無、電線の増強費用 

輸送道路がある ・重量物・長尺物の運搬可能な道路･港湾が利用可能 

地域環境への影響が小さい 
・自然環境：鳥類等生態系への影響、景観への影響 

・社会環境：騒音問題（住宅からの距離） 

地元の協力が得られるか 
・関係者、周辺住民と、再生可能エネルギー導入に

際して合意形成がなされているか。 
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撮影 2012/3

600m

最も近い民家

500m
はさき漁港風車
出力1,000kW

500m

既設風車

社会条件分布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.5-7 波崎漁港の風車の設置状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 2.5-1 波崎漁港の風車の設置写真 

  

騒音、低周波音に配慮して、近隣民家から 500m 以上の距離を離して設置されて

います。 
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② 風力発電の大きさ 

風車の機種毎にメーカー別に整理しました。陸上に設置されている風力発電で、現在

主流となっているのは 2,000kW 級の風車です。陸上風力の場合は、大きなものでは

3,000kW の風力発電が導入されている場所もあります。風力発電は、発電出力が大きく

なるにつれて、風車そのものも大きくなります。 

 

表 2.5-6 風車メーカー別製品別発電容量（20kW 以上） 

メーカー 機種名 発電出力(MW) メーカー 機種名 発電出力(MW) 

三菱重工 
MWT-1000A 1.0 

GEENERGY 

1.5-77WindTurbine 1.5 

MWT92/2.4 2.4 1.6-100WindTurbine 1.5 

日立製作所 
HTW2.0-80 2.0 1.6-82.5WindTurbine 1.5 

HTW2.0-86 2.0 2.5-100WindTurbine 2.5 

日本製鋼所 
JSW J82 2.0 2.75-100WindTurbine 2.5 

JSW J100 3.0 2.75-100WindTurbine 2.5 

東芝 
U50/U54/U57 0.75 2.75-103WindTurbine 2.5 

U88/U93 2.0 4.1-113WindTurbine 4.1 

Vestas 

V52 0.85 

Gamesa 

G5X-850kW 0.85 

V60 0.85 G9X-2.0MW 2.0 

V80 1.8、2.0 G10X-4.5MW 4.5 

V82 1.5、1.65 

ENERCON 

E-48 0.8 

V90 1.8、2.0、3.0 E-53 0.8 

V100 1.8 E-44 0.9 

V112 3.0 E-70 2.3 

Siemens 

SWT-2.3 2.3 E-82 2/2.3/3 

SWT-3.6 3.6 E-101 3 

SWT-3.0 3.0 E-126 7.5 

                            出典：NEDO 再生可能エネルギー白書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.5-8 風力発電施設の大きさ 
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③ 風力発電施設の設置面積の目安 

2,000kW 級風車（羽根の直径 80m）を 1 基建設する場合は、据付時の占有面積として約

500m2の土地が必要となります。また、複数基の風車を建設する場合は、風車と風車との

間隔を空ける必要があり、据付時の占有面積は風車数に比例（約 1ha×n 基）するため、

より広い面積が必要です。 

 

表 2.5-7 風力発電の出力とロータ直径 

発電出力 D（ロータ直径） 

1,000kW 約 60m 

2,000kW 約 80m 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

図 2.5-9 風車を 1 基設置した場合の配置例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.5-10 風車を複数基設置した場合の配置例 

 

卓越風向 

D 
D:ロータ直径(m) 

D 
D 

D 

D 

D 

3×D 

3×D 

3×D 

卓越風向 
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<<参考>>風力発電の導入時の作業、設置スペース 

風力発電の組立は、風車基礎の施工、タワー（柱）の組立、ナセル（発電機）の設置、

ブレード（羽根）の取付けという手順にて行われています。 

作業ヤードの面積を決定する重要な条件として、ブレード取付け作業時の必要作業面積

が組立作業における最大作業面積となります。 

 

表 2.5-8 2,000kW 級風車のスペック 

項目 スペック 

発電出力 2,000kW 

ロータ・直径 80m 

ハブ高さ 80m 

組立て重機 550t ※トラッククレーン 

ブレードの組立 地上でブレード組立（ローター地組み） 

ブレード据付方法 上空で据え付け 

 

表 2.5-9 2,000kW 級風車の設置に必要なスペースの目安 

作業内容 必要なスペースの目安 

風力発電設備据付用クレーンの組立 50m×50m～70m＝2,500～3,500 ㎡ 

風力発電設備の組立据付 

（風力発電設備用基礎＋クレーン作

業ヤード） 

50m×40m＝2,000 ㎡（下記図） 

（基礎部面積：500 ㎡未満、一時使用の作業ヤー

ド：2,000 ㎡） 

地上でのブレードの組立据付 40m×40m×π≒5,000 ㎡（下記図） 

（基礎部面積：500 ㎡未満、一時使用の作業ヤー

ド：5,000 ㎡） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.5-11 2,000kW 級風車の設置に必要なスペース 

風力発電設備用基礎部 

（500 ㎡未満） 

40m 

50m 

ブレード 

550t クレーン 

風車据付にあたって 

必要最小限の作業範囲 

（一時使用 2,000 ㎡） 

80m 

 出典：日本風力発電協会（提供資料を一部改変） 
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写真 2.5-2 風車のロータ取付状況 

出典：日本風力開発株式会社 HP 

 

<<参考>>波崎漁港での風力発電の施工工事の例 ※製氷施設の附帯施設として導入 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 2.5-3 風力発電の施工工事 

出典：波崎漁業協同組合 風力発電施設パンフレットより抜粋 
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 落雷・突風の影響 (3)

NEDO「平成 18 年度風力発電利用向上調査委員会および故障・事故等調査委員会」によ

って平成 16 年～平成 18 年の 3 年間における国内の風力発電施設の故障・事故発生状況

が詳しくまとめられています。 

① 事故発生要因の内訳 

故障・事故発生の内訳を以下の図表に示します。3 年間で最も報告の多かった要因は

「落雷（91 件）」であり、次いで「原因不明（86 件）」、「設計不良（53 件）」、「製造不良

（45 件）」、「暴風（22 件）」の順となっていました。 

 

表 2.5-10 故障・事故発生要因別集計 

故障・事故要因 H16 年度 H17 年度 H18 年度 合計 構成率 

自然現象 

暴風(※1) 21 1 0 22 6.2% 

落雷 38 39 14 91 25.8% 

乱流 2 0 2 4 1.1% 

外的要因その他(※2) 3 4 2 9 2.5% 

風車内故
障 

設計不良(※3) 49 4 0 53 15.0% 

製造不良 20 19 6 45 12.7% 

施工不良 1 7 3 11 3.1% 

人的要因 メンテ不備 2 5 3 10 2.8% 

系統故障 系統故障 2 0 2 4 1.1% 

原因不明 
・その他 

原因不明(※4) 24 29 33 86 24.4% 

経年劣化 2 1 2 5 1.4% 

その他(※5) 0 3 10 13 3.7% 

 合計 164 112 77 353 100% 

※1：うち風向風速計のみの故障が 14 件(平成 16 年度)。 

※2：主なものは凍結、浸水、竜巻、塩害など。 

※3：うち台風時に風向風速計のみ故障が 26 件(平成 16 年度)。 

※4：H18 年度は平成 19 年 3 月時点で原因究明中の 22 件を含む。 

※5：主なものは同一サイトの他の風車の故障による二次被害、偶発的故障など。 

出典 NEDO「平成 18 年度風力発電利用向上調査委員会および故障・事故等調査委員会」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.5-12 故障・事故発生部位別集計 

出典 NEDO「平成 18 年度風力発電利用向上調査委員会および故障・事故等調査委員会」 
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② 落雷による影響 

落雷により発生した故障・事故の地域分布をみると、北海道および東北から北陸にか

けての日本海側で多く発生しており、九州の東シナ海側沿岸部および関東内陸部におい

ても偏在して発生しています。これを、落雷の発生日数のマップと比較すると、全体的

には落雷日数の多い地域での故障･事故が比較的多い傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.5-13 落雷による故障・事故の地域分布   

 

 

落雷による故障･事故は、月別では 8 月に最も多く発生しています。その大半はブレー

ド以外の故障であり、平均停止時間も比較的短くなっています。一方、冬季においては、

発生回数は多くないもののブレードへの被害が相対的に多い傾向があり、停止時間も長

期化するケースが多くなっています。また、地形別では「内陸平地」と「丘陵・山岳」

の発生率が「沿岸･島嶼」の２倍程度と高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 
＊  図中「不明」は、被雷時には風車停止に至らず、巡視点検時に被害が確認され停止措置がとられたなど、被雷日

時が特定できないケースである。 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 2-5-14 全国落雷日数マップ 
（2000～2003 年積算値；20km メッシュ） 
出典：(株)フランクリン･ジャパン ホームページ 

 

図 2.5-15 月別の落雷
による故障・事故発生
状況 

図 2.5-16 地形別の落雷に
よる故障・事故発生状況 

出典：NEDO「平成 18 年度風力発電利用向上調査委
員会および故障・事故等調査委員会」 

出典：NEDO「平成 18 年度風力発電利用向上
調査委員会および故障・事故等調査委員会」 
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③ 暴風による影響 

台風や冬季の発達した低気圧等による暴風時に発生した故障・事故の地域分布をみる

と、九州の東シナ海側、四国、北海道の日本海側に被害が集中しており、同一サイトで

複数基が被害を受ける傾向がみられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

台風等の暴風による被害は、月別では 8 月、9 月に集中しており、地形別にみた場合

は主に「丘陵･山岳」で発生しています。これは、地形効果によって風が増速され風車の

設計風速を上回る「暴風」になったことによるものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 2.5-17 暴風（台風等）時の故障・
事故の地域分布 
 
出典：NEDO「平成 18 年度風力発電利用向上
調査委員会および故障・事故等調査委員会」 

図 2.5-18 月別の暴風（台
風等）時の故障・事故発生
状況 
 
出典：NEDO「平成 18 年度風力
発電利用向上調査委員会およ
び故障・事故等調査委員会」 

図 2.5-19 地形別の暴風
時の故障・事故発生状況 
 
 
出典：NEDO「平成 18 年度風力
発電利用向上調査委員会およ
び故障・事故等調査委員会」 



 

83 

 

2.5.4  事業性の検討 

 年間発電量の推定方法 (1)

風力発電による年間の発電量の推定方法は、以下の通りとなります。年平均風速（風

車の高さにおける風速）から風力発電の設備利用率を推定し、これと風車の発電出力と

年間の利用可能率（陸上風力の平均は、95％程度になります。）から算出します。以下の

年平均風速と設備利用率のグラフから年平均風速が約 5.6m/s で年間の設備利用率が約

20%得られることが分かります。なお、設備利用率 20%は、陸上風力発電におけるひとつ

の事業性が成り立つ指標とされています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.5-20 年平均風速と設備利用率の関係 

出典：洋上風力の調達価格に係る研究会とりまとめ報告書 参考資料２（公表資料） 

 

設置条件：千葉県銚子に地上高 70m の 2,000kW 級の風力発電施設を設置すると仮定した

場合の例を以下に示します。 

 

 

 

 

 

  

出力補正係数 

0.95   

設備利用率 
(％) 

利用可能率 
（％） 

年間発電量 
(kWh/年) 

発電出力 
(kW) × × = ×0.9×365 日×24 時間 

× × =  

0.95 2,000 0.295 × × = ×0.9×365×24 
 

4,418,982 

×0.9×365 日×24 時間 

設備利用率 
(％) 

利用可能率 
（％） 

年間発電量 
(kWh/年) 

発電出力 
(kW) × × = ×0.9×365 日×24 時間 

出力補正係数 
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      の求め方 

 

 風力発電施設を設置する場所の年平均風速から設備利用率を推定します。 

 例）【別紙】日本地図の年平均風速分布図（地上高 70m）を用いて銚子付近に設置した場

合の年平均風速を読み取ってください。約 6.7m/s 程度と読み取ることが出来ます。 

読み取った年平均風速を用いて、以下の年平均風速と設備利用率のグラフから設備

利用率（29.5％）を求めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙で用意している年平均風速分布図を示します。 

図 2.5-21 年平均風速と設備利用率の関係 

出典：洋上風力の調達価格に係る研究会とりまとめ報告書 参考資料２（公表資料） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.5-22 銚子付近の年平均風速分布（地上高 70m） 出典：NEDO 局所風況マップ 

  

設備利用率 

凡 例 

  特定第 3 種漁港 

  第 3 種漁港 

  その他種別漁港 
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     の設定 

 

 導入予定の風力発電の発電容量(kW)を設定します。 

 例）2,000kW の風力発電の場合は、2,000 と設定します。 

 

       の設定 

 

 利用可能率は、0.95 と設定します。 

 風力発電の利用可能率は 95％程度、出力補正係数は陸上風力発電の場合は 90%程度が

一般的です。ただし、利用可能率は故障発生時やメンテナンスに伴って稼働していない

期間が多くなると下がります。例えば落雷等によって故障が発生した場合は部品調達や

修理等による長期欠測が予想され、特に落雷が多い地域は留意する必要があります。 

 

 売電価格 (2)

売電価格を設定するためには、以下のフローにしたがって、売電価格の設定を行いま

す。 

 

※1：施設を設置する際に補助金を利用する場合は、買取価格に FIT 単価が適用できないた

め、電力会社との相対取引により買取価格が決定されます。補助金を利用して施設を

設置した場合は、維持管理費を超えた分は補助金の返還が必要となります。 

※2：FIT における風力発電の買取価格は、冒頭の【制度・法律関連の説明】に記載してい

ます。 

図 2.5-23 売電価格の設定（風力発電） 

補助金の利用

売電価格

利用方法

風力発電

自家消費型
（直接接続）

自家消費型
（みなし自家消費）

売電事業

電力会社との相対取引
により決定※1 ＦＩＴ価格※2

あり なし

発電出力 

利用可能率 
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① 【補助制度利用無し】全量売電、みなし自家消費する場合  

風力発電で発電した電気を電力会社に売電する場合は、固定価格買取制度で設定され

た価格 22 円/kWh（税抜）（平成 25 年度 20kW 以上の風力発電）で 20 年間売電することが

できます。この価格は、毎年見直しが行われています。風力発電の導入する際の費用は

毎年調査されており、毎年それに応じて調達価格が見直されていますので、最新の導入

時の価格で検討してください。 

 

表 2.5-11 買取価格の設定（H25 年度固定価格買取制度） 

調達区分 
調達価格 

調達期間 
（税込） （税抜） 

20kW 以上 23.1 円 22.0 円 20 年間 

20kW 未満 57.5 円 55.0 円 20 年間 

 

 

② 【補助制度利用有り】みなし自家消費する場合  

風力発電は、発電した電気を漁港施設に直接接続することは難しいため、発電した電

気を、自家消費として利用したい場合は、発電した電気を一旦電力会社に売電し、必要

な電力を電力会社から購入します。 

国による再生可能エネルギー導入に関する補助を利用する場合は、原則として固定価

格買取制度による売電価格を適用できません。電力会社との相対価格により価格が設定

されます。 

 

 

 年間の売電収入 (3)

風力発電による年間売電収入は、売電単価と年間発電量で決定されます。事業を継続

させていくため、毎年どの程度売電による収入があるか確認しておく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

  

× 年間売電収入 
(円/年) 

= 売電価格 
(円/kWh） 

年間発電量 
(kWh/年) 

  × =  
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 発生する費用 (4)

風力発電を導入する場合、初期費用、資金調達時の金利の支払い、運転維持費用以外

に、その他費用として撤去費、税金等が発生します。 

 

① 初期費用 

風力発電の 1kWあたりの建設コストは、20kW以上の規模で 30万円/kWとなっています。

これには、調査費、実施設計、設備費、建設費、送電線費、系統連系費、保険費、一般

管理費、その他が含まれます。なお、建設コストは風車の立地条件によってその費用は

大きく異なります。上記の 1kW あたりの建設コストは、あくまでも全国の風力発電事業

者にアンケートをとって検討された数字であり、個別案件では、発生する費用に大きな

差が生じる可能性があります。精度を上げるためには信頼のおける施工業者に見積もり

を取って、どの程度費用が発生するかを検討する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.5-24 全国の風力発電の建設コストの分布 

出典 最近の再生可能エネルギー市場の動向について 平成 26 年 1 月 10 日（金） 
資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

建設費 
(円) 

建設コスト
(円/kW) 

= 発電出力 
(kW) 

 = × 

× 
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② 資金調達時の支払金利 

資金調達時に借入金がある場合、金利の返済分等の費用が発生します。金利の返済方

法が決まっていない場合は、元金均等返済法で計上し、返済年数は、15 年で設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

③ 維持管理費（修繕費・諸費、人件費） 

 修繕費・諸費、人件費は、12,000 円/kW で検討します。国内の陸上風力発電の維持管

理費は、20kW 以上の出力で 6,000 円/kW 程度という数値がありますが、これは、ウィン

ドファームのように数万ｋW 規模まで含まれた平均的な費用となっています。出力が小

さくなると維持管理費の単価はばらつきが大きく、漁港で考えられる出力 2,000kW 程度

の規模においては、6,000 円/kW では維持管理費として小さいと考えられます。よって、

風力発電を導入している漁港でヒアリングした結果から 12,000 円/kW と設定し、維持管

理費の上限についても年間 1,200 万円としました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.5-25 全国の風力発電の維持管理費の分布 

出典 最近の再生可能エネルギー市場の動向について 平成 26 年 1 月 10 日（金） 
資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

× 維持管理費 
(円/年) 

修繕費・諸費、人件費 
(円/kW/年) 

= 発電出力 
(kW) 

 12,000  = × 
 

× 支払金利 
(円/年) 

借入金残額 
(円) 

= 金利 
(%) 

   = × 
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④ その他費用（撤去費用他） 

 風力発電は、日常の点検費用や定期点検等の維持管理費用の他に大規模修理や撤去

に向けて、毎年、費用を積立てていく必要があります。事業開始 10 年目以降から撤去費

用を建設費の 5％分を積み立てるように計上しています。 

 

 

⑤ 主な税金（固定資産税、事業税等） 

固定資産税（耐用年数：17 年）は、毎年の評価額に対して 1.4％毎年計上します。事

業税は、売電収入に対して 1.267%計上します。 

 

 

 

 

 

 

 

  

税金 
(円/年) 

＋ 固定資産税 
(円/年) 

= 事業税 
(円/年) 

   = ＋ 
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 事業収支シミュレーション (5)

事業収支を計算した際にどの程度で利益が出るか予測します。別添の計算表を用いて

計算して何年で利益が出るか確認しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
図 2.5-26 事業性検討のための事業収支シミュレーション（風力発電） 
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2.5.5  風力発電の導入検討の一例 

実際に漁港で得られた電力消費量データを用いて検討した例を紹介します。 

 

 検討の条件 (1)

① 電気の利用目的 

発電した電気の利用目的は、漁港施設の電気料金の削減と売電収入を得ることによる、

漁業経営の改善及び CO2 排出量の削減とします。 

② 年平均風速 

設置場所の風況条件は年平均風速 6.0m/s 程度とします。 

③ 設置場所 

1,000kW 級風力発電施設が設置可能な立地とします。立地条件は「2.5.3(2)①立地条

件(P74)」に記載しています。 

④ 補助制度の利用の有無 

補助制度（1/2）を利用した場合としない場合の 2 通りで検討します。 

⑤ 建設コスト、維持管理費 

建設コストは 30 万円/kW、維持管理費は、12,000 円/kW とします。 

なお、建設コスト、経費の詳細は「2.5.4 事業性の検討(P83)」に記載しています。

ここでは簡易的な方法で経費を求めています。 

 

 事業性の検討結果 (2)

 

1)施設毎の電気料金 

以下の表に示すように漁港施設毎の年間の電気料金から、漁協全体の電気料金は年間

約 1,000 万円程度と推測されます。 

 

表 2.5-12 漁港施設毎の契約容量と電力消費量 

施設名 契約容量 電力消費量 電気料金 備考 

①組合事務所/荷

捌き所 
85kW 

194,568 

kWh/年 
3,054,718 円/年 

高圧電力 

15.7 円/kWh 

②冷蔵・冷凍施設 63kW 
316,506 

kWh/年 
4,969,144 円/年 

高圧電力 

15.7 円/kWh 

③製氷施設 53kW 
187,212 

kWh/年 
2,939,228 円/年 

高圧電力 

15.7 円/kWh 

合計  
698,286 

kWh/年 
10,963,090 円/年  
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2)売電収入と初期投資の回収期間  

風力発電の事業性について、補助制度を利用した場合としていない場合に分けて検討

しました。補助制度を利用して風力発電の導入を行った場合は、売電価格は原則固定価

格買取制度の価格（22 円/kWh）が適用されません。このため電力会社との相対により価

格が設定されます。現在の LNG 火力の発電コストは 6.2 円/kWh 程度と推測されているた

め、この価格を使用して売電収入、経費を推定しました。なお、CO2 の削減量について

は、固定価格買取制度による売電事業を行った場合は、基本的には計上できません。CO2

の求め方については、「<<参考>>太陽光発電導入による CO2 削減量の試算（P53）」で記載

しています。 

 

補助制度を利用の場合 

推定発電量は、「2.5.4 事業性の検討(P83)」で求めた方法で算出しました。以下の①

発電量、②売電収入、③経費から収益を求めます。 

 

①発電量(kWh/年)＝設備利用率(%)×発電出力(kW)×発電効率×365×24（h） 

        ＝25.0/100×1,000×（0.9×0.95）×365×24≒1,872,000 

②売電収入（万円/年）＝発電量(kWh/年)×売電単価(円/kWh)※LNG 火力発電コスト相当 

＝1,872,000×6.2≒1,160 万円 

③経費（万円/年）＝維持管理費（万円/年）×発電容量(kW) 

＝12,000 円/kW×1,000kW＝1,200 万円 

④収支（万円/年）＝1,160 万円－1,200 万円≒-40 万円(赤字) 

 

この結果、毎年の収益は、赤字になることが分かります。 

なお、風力発電を導入している漁協へヒアリングした結果では、日常点検を自ら行う

ことによって維持管理費の削減をしている漁協もあり、収益の向上のためには経費を削

減する努力が必要であると考えられます。 

 

表 2.5-13 事業性の検討結果（補助制度（1/2）を利用した場合） 

風力発電 

設置場所 

発電 

容量 

(kW) 

発電量 

(kWh/年) 

初期費用 

(億円) 

(※1) 

売電収入 

(万円/年) 

経費 

（万円/年） 

(※3) 

CO2 削減量 

（t-CO2/年） 

(※4) 

初期費用 

回収 

漁港区域内 1,000 1,872,000 

1.5  

（3.0×

1/2） 

1,160 (※2) 

（みなし自家消費） 
1,200  1,146 

回収 

不可 

※1：建設コストは 30 万円/kW と仮定。 

※2：売電単価を 6.2 円/kWh（LNG 火力の発電コスト相当）と仮定。 

※3：経費に含まれる費用は、簡易的に 12,000 円/kW として計算。 

※4：排出係数を 0.000612kWh/t-CO2（九州電力の平成 24 年度実排出係数）として計算。 
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補助制度を利用しない場合 

補助制度を利用せず自己資金で導入した場合は、固定価格買取制度の単価で設定され

ます。 

このケースでは収益は大きく出ていますが、発電効率（稼働率×出力補正）における

稼働率を国内の風力発電の平均的な稼働率 0.95（年間で 95%稼働している）と想定しい

ます。漁協へのヒアリングでは、落雷の影響による故障期間が長くなり、発電効率が低

下したことにより売電収益が悪化したケースもあります。 

 

①発電量(kWh/年)＝設備利用率(%)×発電出力(kW)×発電効率×365×24（h） 

＝25.0/100×1,000×（0.9×0.95）×365×24≒1,872,000 

②売電収入（万円/年）＝発電量(kWh/年)×売電単価(円/kWh)※ FIT 単価使用  

＝1,872,000×22≒4,118 万円 

③経費（万円/年）＝維持管理費（万円/年）×発電容量(kW) 

＝12,000 円/kW×1,000kW＝1,200 万円 

④収支（万円/年）＝4,118 万円－1,200 万円≒2,918 万円(黒字) 

 

 

表 2.5-14 事業性の検討結果（補助制度（1/2）を利用しない場合） 

風力発電 

設置場所 

発電 

容量 

(kW) 

発電量 

(kWh/年) 

初期費用 

(億円) 

(※1) 

売電収入 

(万円/年) 

経費 

（万円/年） 

(※3) 

CO2 削減量 

（t-CO2/年） 

(※4) 

初期費用 

回収 

漁港区域内 1,000 1,872,000 3.0  
4,118(※2) 

（売電事業） 
1,200  ― 10.3 年 

※1：建設コストは 30 万円/kW と仮定。 

※2：売電単価を 22.0 円/kWh と設定。 

※3：経費に含まれる費用は、簡易的に 12,000 円/kW として計算。 

※4：FIT で売電した場合、CO2 削減量は計上できません。 
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2.5.6  機器の導入・設置・稼働 

 関係者での合意形成を行う (1)

風力発電を漁港区域内の用地に導入する際は、漁港管理者、漁業関係者及び近隣住民

等に対して周知しておくことが重要です。特に風力発電の場合は、騒音、景観、バード

ストライク等周辺の環境に影響を与えることが考えられるため、風力発電の円滑導入を

行うためにも地元と共存を図ることが重要です。 

なお、「再生可能エネルギー（風力発電施設）の導入について（水産庁 H24 年 9 月）」

を【制度・法律関連の説明】に載せていますので、ご参考ください。 

 

 各種手続きに関する情報を収集 (2)

風力発電の設置業者と契約を締結してから発電を開始するまでの流れについて確認し

ます。 

① 設備認定の申請 

固定価格買取制度により電力会社へ電力を売電する場合、対象となる風力発電の設置

場所を管轄する地方経済産業局へ申請を行い、設備認定を受けることが必要となります。

申請は、風力発電の導入者から申請することになりますが、施工業者が手続きを代行す

ることもできます。 

 

② 系統連系の申込み 

発電設備を電力会社の送電または配電線に接続して運用することを系統連系と言いま

す。電力会社への系統連系の申込は風力発電の規模や製品が決まった時点で申請書を提

出しますが、書類の作成は基本的には施工業者が行ないます。 

 

 計画立案から運転開始までの流れ (3)

 発電事業の開始に当たっては、経済産業省が設備認定を、電力会社が接続可能性をそ

れぞれ並行して審査・検討します。通常は、設備認定の方が、アクセス検討より早く終

了します。適用される買取価格は、設備認定を経て、電力会社に正式に接続契約を申し

込んだ時点で確定します。他方、接続の可否は、正式な接続契約の申込みを受けて最終

的に判断されます。 
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出典：経済産業省資源エネルギー庁資料、東北電力ホームページ等を参考に作成
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図 2.5-27 運転開始までの流れ 
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年2回発電所の運転報告を

行う（自家用発電所運転半
期報：1000ｋW以上の設備

のみ）とともに、電気事故が
あった場合連絡。

また、出力変更等あれば、
各経済産業局・産業保安監
督部・電力会社等に手続が
必要。

建設に必要な資材や機器を
発注。設備工事等を実施す
る請負企業の選定。なお、通
常この段階までに電力会社と
売電に関する特定契約及び
系統連系に関する接続契約
を締結。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.5-28 計画立案から運転開始までの流れ（風力発電） 
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 維持管理 (4)

① 日常点検 

電気事業法により設置者による自主的な保安確保が義務付けられており、巡視・点検

が必要です。日常点検は、運転状況を把握することにより、トラブルの早期発見に役立

ちます。 

表 2.5-15 日常点検チェックリストの例 

点検対象 目視点検など 

風車設備本体 ・ナセル、ブレード、タワー等の外観に異常はないか。 

・振動、異常音、異臭等がないか。 

・タワー等に発錆がないか。 

電気設備 ・警報機、漏電遮断器の異常がないか。 

・架空線に傷みはないか。 

屋内設置設備 ・コードやスイッチに異常はないか。 

・遠隔監視用装置に異常はないか。 

・配電盤、制御盤に異常はないか。 

予備品の確保 ・基盤等の電気部品、機械部品、その他の消耗品、潤

滑油、コンダクタ、ヒューズ、油圧系部品。 

 

 

② 定期点検 

風力発電設備は事業用電気工作物であり、電気事業法第 42 条により工事・維持及び運

用に関する保守を確保するために保安規程を定めるよう規定されており、点検頻度は、

経済産業省の通達により月に 1 回以上と規定されています。定期点検等を業者に委託し、

契約する上の留意点として、以下の項目が挙げられます。 

 

表 2.5-16 定期点検チェックリストの例 

点検対象 点検内容 

風車設備本体 

・ケーブル、ブレード、タワー等の目視点検を行う。 

・潤滑油を補給する。 

・端子接続・ボルト弛み、ブレーキシステム等の点検を行

う。 

・2～5 年毎にブレーキパッド・ギアボックス・油圧ブレー

キオイル等を交換する。 

電気設備 
・年に 1 回程度、日常点検と併せて設備の運転を停止し、

絶縁抵抗測定、設置抵抗測定等の点検を行う。 
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表 2.5-17 運転監視、保守、補修契約に際しての考慮、注意点 

項目 考慮、注意すべき点 

メンテナンスサービス

契約条件 

・監視項目、内容、報告、頻度 

・緊急時の対応体制 

定期点検 ・対象範囲、実施内容、点検間隔、費用 

・期間費用負担、保証条件、瑕疵担保範囲 

・予備品、消耗品の納入可否、期間 

サービス（不定期修理） ・サービス作業の対象範囲（製品、作業、運搬等）、

実施内容、時期等 

・故障対応時の責任分担 

部品、治具、工具 ・消耗品、交換部品、交換周期、価格等 

監視 ・監視方法の明確化 

報告 ・事業者への定期点検報告：間隔、項目、報告方法 

アクセス権 ・風力発電へのアクセス権 

トレーニング ・事業者の教育、1 次対応のための技術者トレーニン

グ 

 

 

火災や自然災害、設備事故による損害のリスクに対して、保険への加入が必要となり

ます。これまでの風力発電の被害の実態として、損害部位が多い部位は、ブレード、制

御機器、発電機です。事故原因としては、落雷による被害がもっとも多く、ブレード破

損の場合 1,000 万円を超える場合もあります。主な保険として以下のものが挙げられま

す。 

 

表 2.5-18 風力発電施設への保険と対応内容 

保険 保険内容 

火災保険 火災や落雷、台風被害 

特約 雪害や水害等 

利益保険 逸失利益の補填 

損害責任保険 事故等による第 3 者の生命身体、財物の損害賠償責任

の転嫁 

地震保険 地震による風車の倒壊等のリスク対応 
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第 3 章 導入事例の紹介 

導入した再生可能エネルギーの概要とその導入目的、発電した電気の利用方法とその効

果、及び維持管理方法、主な天災等による対策について整理し、最後に太陽光発電を導入

して、施設管理者が課題としている内容についてまとめました。 

 

 太陽光発電 3.1 

漁港に太陽光発電を設置し、活用している事例として、白糠漁港、門川漁港、古仁屋漁

港の事例を紹介します。 

 

3.1.1  施設概要 

設備容量は 10～40kW であり、全ての漁港において補助事業を利用して導入されています。 

 

表 3.1-1 太陽光発電の施設概要 

漁港名 白糠漁港 門川漁港 古仁屋漁港 

所在地 青森県下北郡東通村 宮崎県東臼杵郡門川町 鹿児島県大島郡瀬戸内町 

平均日射量 3.3kWh/m2・日 3.75kWh/m2・日 3.75kWh/m2・日 

設備容量 10kW 40kW 27.5kW 

設置場所 活魚蓄養施設屋上 荷捌き施設屋上 海の駅屋根（漁港区域内） 

メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 

稼働開始年 平成 13 年 平成 18 年 平成 19 年 

初期費用 9,975 千円 43,543.5 千円 31,500 千円 

事業 

・平成 12 年度産業等 

用太陽光発電フィ 

ールドテスト事業 

（NEDO） 

・太陽光発電システ 

ム設置ﾓﾃﾞﾙ事業補 

助金（青森県） 

・平成 17 年度太陽光発 

電新技術等フィールド 

テスト事業（NEDO） 

・九州グリーン電力基金 

事業（九州電力） 

・平成 18 年度太陽光発電 

新技術等フィールドテ 

スト事業（NEDO） 

補助率 
・1/2（NEDO） 

・1/4（青森県） 

・1/2（NEDO） 

・3,000 千円（九州電力） 
・1/2 

設置者 東通村 門川漁業協同組合 瀬戸内町 

導入の目的 

・原子力発電所建設が進

められていた東通村

では、他のエネルギー

導入についても検討

しました。 

・太陽光発電システム導

入事業に係る県補助

金があったことと、施

設の新築に合わせて

設置しました。 

・県の補助で直販施設を

整備しましたが、直販所

は冷蔵庫等があり電気

代がかかるため、県から

ランニングコストの事

を考えるように指導が

ありました。 

・町が NEDO 事業で中学校

に太陽光発電を導入し

たと聞いたため、漁協で

もやろうと考えました。 

・当時町の方針で、CO2

削減の観点から公共施

設における再生可能エ

ネルギーの導入を進め

ており、また、海の駅

のランニングコスト削

減ため、太陽光発電施

設を設置しました。 
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【施設写真】 

①白糠漁港 

  

 

 

 

 

 

写真 3.1-1 活魚蓄養施設と、屋
上に設置された太陽光発電施設 

写真 3.1-2 太陽光発電施設と泊地 

写真 3.1-3 太陽光発電施設 
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②門川漁港 

 

 

 

 

  

写真 3.1-4 荷捌き施設と、屋上に設置された太陽光発電施設（赤枠部分） 

写真 3.1-5 

太陽光発電施設（赤丸部分が防鳥用のトゲ） 

写真 3.1-6 
ＰＲ用ディスプレイ（以前直売店にし
ており、現在は設置していない。） 
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③古仁屋漁港 

 

 

 

 

  

写真 3.1-7 
海の駅（フェリーターミナル）と、
屋根に設置された太陽光発電 

写真 3.1-9 
ＰＲ用ディスプレイ（フェリー待
合スペースに設置） 

写真 3.1-8 
傾斜屋根に設置された太陽光パネル 
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3.1.2  発電電力の利用方法と効果 

全ての漁港において、発電電力は漁港区域内の施設へと給電され、自家消費されていま

す。それによる電気料金の削減効果は 72,000～750,000 円/年となっており、古仁屋漁港に

おいては夏季のピークカット効果も得られています。 

 

表 3.1-2 発電電力の利用方法と効果 

漁港名 白糠漁港 門川漁港 古仁屋漁港 

年間発電量 － － 32,933kWh/年 

利用方法 

・活魚蓄養施設へ給電し
ています。 

・漁協が経営する直売店
へ給電しています。 

・ほぼ全量が直売店で消
費され、余剰電力は少
ないです。 

・海の駅に給電（余剰売
電契約なし）していま
す。 

・施設全体の年間電力消
費量の 14%を賄ってい
ます。 

・余剰電力は発生してい
ません。 

・太陽光発電による発電
量が多くなる時期・時
間帯（7～8 月・13～14
時）は、海の駅による
電力消費量が多くなる
時期・時間帯と重なっ
ており、発電電力の施
設供給によりピークカ
ットの効果も得られて
います。 

効果 

電気料金削減効果： 
約 72,000 円/年 

電気料金削減効果： 
約 750,000 円/年 

電気料金削減効果： 
約 616,000 円/年 
ピークカットによる基本
料金削減効果： 
約 330,000 円/年 
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3.1.3  維持管理、塩害・鳥害・天災等の被害状況と対策 

維持管理については、全ての漁港において特に行われていません。 

また、塩害対策として、塩害に強いタイプのパネルを選定したり、塩害地区における設

置実績が多いメーカーを選定する等の工夫をしていました。 

 

表 3.1-3 維持管理、塩害・鳥害・天災等の被害状況と対策 

漁港名 白糠漁港 門川漁港 古仁屋漁港 

維持管理 ・特にしていません。 ・特にしていません。 ・特にしていません。 

維持管理費 ・なし ・なし ・なし 

塩害・鳥

害・天災等

の 

被害状況と

対策 

・現在まで鳥害、強風、

雷による被害は発生

していません。 

・塩害による腐食が発生

しているが、特に対策

はしていません。 

・これまでに 1 回、落雷

によりパワコンの部品

が破損し、補修しまし

た。 

・塩害が強いと予想され

たため、塩害に強いパ

ネルを選定しました。 

・鳥よけにパネルの端に

突起物を設置していま

す（写真の赤丸部分）

が、パネルには糞の付

着がみられました。 

・現在まで塩害や強風、

雷による被害は発生し

ていません。 

・塩害対策として、塩害

地区での太陽光発電施

設の設置実績が多いメ

ーカーを選定しまし

た。 

・海の駅の設計当初から

屋根に太陽光発電を設

置する計画であったた

め、強風対策として、

屋根の強度を確保し、

風速 60m/s に耐えられ

る工法にて太陽光発電

施設を設置しました。 

 

3.1.4  課題 

課題としては、設置場所の特性による維持管理についての課題を挙げている漁港が多く、

設備の異常発見が遅れたり、維持管理作業時の作業性に課題があると感じられています。

また、大規模改修時の費用の捻出についても、課題として挙げられています。 

表 3.1-4 課題 

漁港名 白糠漁港 門川漁港 古仁屋漁港 

課題・意見 

・導入前に、日射量等の

環境調査をしなかっ

たため、実施効果に不

安がありました。 

・塩害や経年劣化等によ

る大規模改修が必要

となった際の費用の

捻出が課題です。 

・屋根の上に設置してい

るため、設備に異常が

あっても気づきにくい

と感じています。 

・年々発電量が減少して

おり、パネル表面の汚

れが原因ではないかと

考えています。（設置か

ら 6 年経過） 

・パネルの清掃をしなけ

ればと感じています

が、屋根の形状により、

作業員の安全確保が難

しく、清掃作業が困難

であると感じていま

す。 

 

  



 

105 

 

3.2  風力発電 

漁港に風力発電を設置し、活用している事例として、波崎漁港、名立漁港、阿翁浦漁港

の事例を紹介します。 

 

3.2.1  施設概要 

設備容量は 550～1,000kW であり、全ての漁港において補助事業を利用して導入されてい

ます。 

 

表 3.2-1 風力発電の施設概要 

漁港名 波崎漁港 名立漁港 阿翁浦漁港 

所在地 茨城県神栖市 新潟県上越市 長崎県松浦市 

平均風速 6.5m/s(30m 高) 5.5m/s(30m 高) 6.2m/s(30m 高) 

設備容量 1,000kW 600kW 550kW 

設置場所 漁港区域内 漁港区域内 漁港区域内 

メーカー 三菱重工 三菱重工 LAGERWEY 

稼働開始年 平成 17 年 平成 18 年 平成 14 年 

初期費用 266,826 千円 263,684 千円 200,000 千円 

事業 

平成 16 年度新漁村コミ

ュニティ基盤整備事業

（水産庁） 

平成 15 年度新漁村コミ

ュニティ基盤整備事業

（水産庁） 

平成 13 年度風力発電フ

ィールドテスト事業

（NEDO） 

補助率 1/2 1/2 1/2 

設置者 はさき漁業協同組合 上越市 新松浦漁業協同組合 

導入の目的 

 

・地域の資源である浜風

を利用し、クリーンエ

ネルギーにより漁港

施設の電力負担を軽

減し、漁協経営の効率

化と、漁港のイメージ

アップを図る目的で

導入しました。 

 

・新潟県長期総合計画及

び新潟県新エネルギー

導入推進計画に基づ

き、風力発電施設の整

備促進が位置づけられ

ており、都市と農山漁

村が共生・交流する活

力ある地域づくりを図

る目的として、新漁村

コミュニティ基盤整備

事業に採択されまし

た。 

・本施設の整備によりク

リーンエネルギーをう

みてらす名立に供給

し、環境への負荷を低

減することができま

す。 

・当初、松浦市が島北部

に整備することを計画

していましたが、予定

地が国定公園に指定さ

れていたため断念し、

当時の組合長が手を挙

げ漁協にて整備するこ

ととなりました。 

・風力発電により、漁港

にて使用する電力量の

半量相当の電力を得

て、電力料金の削減を

目的に導入しました。 
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【施設写真】 

①波崎漁港 

 

 

 

 

 

  

写真 3.2-1 漁港施設、風力発電施設 

写真 3.2-2 タワーのイラスト 

写真 3.2-3 風力発電施設 
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②名立漁港 

  

 

 

  

写真 3.2-4 道の駅と風力発電施設 

写真 3.2-5 ＰＲ用パンフレット 
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③阿翁浦漁港 

 

 

 

 
 

 
  

写真 3.2-6 漁港施設と風力発電施設 

写真 3.2-7 ＰＲ用ディスプレイ（現在は故障中） 

写真 3.2-8 

漁協事務所屋上から見る風力発電施設 
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3.2.2  発電電力の利用方法と効果 

発電電力の利用方法については、波崎漁港においてはみなし自家消費、名立漁港及び阿

翁浦漁港については全量売電をしています。 

名立漁港及び阿翁浦漁港における年間売電額は、約 694 万円/年及び約 1,447 万円/年と

なっています。 

 

表 3.2-2 発電電力の利用方法と効果 

漁港名 波崎漁港 名立漁港 阿翁浦漁港 

年間発電

量 
－ 582,804kWh/年（H24） 

1,150,376 kWh/年（H24、

売電量） 

利用方法 

・みなし自家消費（一旦

売電し、電力会社から

必要電力を買電）をし

ています。 

・製氷施設の附帯施設と

して導入しました。 

・製氷施設、荷捌き所、

岸壁照明へ電力供給し

ています。 

・道の駅及び東北電力に

全量売電をしていま

す。 

・発電電力の 70%を道の

駅の委託管理者へ

10.50 円～11.50 円

/kWh で売電し、残りの

30%は FIT 制度を利用

し、22 円/kWh で東北電

力へ売電しています。 

・九州電力に全量売電を

しています。 

・平成 24 年 12 月以降は

FIT 制度を利用し、22

円/kWhにて売電してい

ます。（それ以前の売電

価格は 11.5 円/kWh） 

効果 
売電電力量：

2,456,818kWh 

売電額： 

約 694 万円/年（H24） 

売電額： 

約 1,447 万円/年（H24） 
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3.2.3  維持管理、塩害・鳥害・天災等の被害状況と対策 

維持管理については、定期点検はメーカーや地元管理業者に委託している漁港が多く、

維持管理費は、管理費が 400～1,100 万円/年、補修費が 600～700 万円/年かかっています。 

全ての漁港において雷による被害が発生しており、名立漁港においては発電設備に雷セ

ンサーを設置するといった対策を実施しています。 

 

表 3.2-3 維持管理、塩害・鳥害・天災等の被害状況と対策 

漁港名 波崎漁港 名立漁港 阿翁浦漁港 

維持管理 

・日常点検等、大規模補修

以外は漁協が実施して

います。（経費削減のた

め） 

・遠隔監視装置を漁協事務

所に設置し、24 時間監視

しています。担当職員の

自宅にも設置していま

す。 

・定期点検はメーカーに

委託しています。 

・日常点検は道の駅の委

託管理者が実施して

います。 

・定期点検は地元管理業

者に委託しています。 

・遠隔監視装置を漁協事

務所に設置していま

す。 

維持管理

費 

・管理費：4～500 万円/年 

・補修費：600～700 万円/

年※なお事業年数が経

過する毎に費用は増大

する傾向にあります。 

・管理費：630 万円/年 

・補修費：700 万円/年 

・管理費：1,100 万円（う

ち、900 万円は保険にて

支払われています） 

・補修費：700 万円/年 

塩害・鳥

害・天災等

の被害状

況と対策 

・雷による被害は、これま

でに１回です。 

・落雷による被害は、数百

万円程度でした。 

・修理費用は、保険を使用

したが、5 年間で 300 万

円程保険料が値上がり

しました。 

・現在まで塩害や鳥害、

降雪、寒さによる被害

は発生していません。 

・雷による被害は、年に

１回あるかないかで

す。 

・落雷により安全回路が

破損し、交換しまし

た。費用は 20 万～50

万円程でした。 

・発電機に雷センサーが

設置されており、雷雲

の発生を感知すると

ブレードの動きを止

める仕組みとなって

います。 

・塩害や鳥害による被害

は発生していません。 

・地理的に雷が多く、周

辺に高い建物がないた

め、落雷による被害が

多くなっています。 

・落雷による被害は月に

1～2 回程度、年中あり

ます。 

・風力発電設備への落雷

時に近隣の住宅や冷

凍・冷蔵施設にも被害

が及ぶことがありま

す。 

・台風などの強風時には

回転を止める自動制御

が働くが、強風により

ブレードが変形したこ

とがありました。 
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3.2.4  課題 

課題としては、全ての漁港において維持管理費が嵩むことが挙げられています。 

また、漁港区域において今後風力発電の導入を促進するためには、送電インフラの整備が

重要であるとの意見もありました。 

表 3.2-4 課題 

漁港名 波崎漁港 名立漁港 阿翁浦漁港 

課題・意見 

・大規模修繕費用（撤去費

も含め）を積立ていく必

要があり、ライフサイク

ルコスト（ＬＣＣ）を考

えると利益が出ません。 

・漁港は送電網がなく、発

電電力を売電できない

ことが課題となります。

普及には送電インフラ

の整備が重要であると

考えます。 

・自治体が風力発電施設

を設置する場合、メン

テナンスを外注せざ

るを得ないため、維持

管理費が嵩んでしま

います。 

・維持管理費と売電収入

を比較すると赤字に

なっています。黒字に

なる年もありますが、

起債の償還があるた

め、実際には黒字には

なっていません。 

・落雷等による機械の故

障が多いことが一番の

課題です。補修費がか

かる上に稼働していな

い時間は発電電力が得

られません。補修には

2 ヶ月程かかる場合も

あります。 
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～事例掲載漁港一覧～ 

 

 

事例 導入している漁港 掲載ページ 

人感センサーの設置 田ノ浦漁港（高知県） P11 

エリア別照明スイッチの設置 白糠漁港（青森県） P11 

フォークリフトの電動化 田ノ浦漁港（高知県） P12 

雪氷熱利用 苫前漁港（北海道） P14 

太陽光発電 白糠漁港（青森県） 

門川漁港（宮崎県） 

古仁屋漁港（鹿児島県） 

主に P99～P104 

風力発電 波崎漁港（茨城県） 

名立漁港（新潟県） 

阿翁浦漁港（長崎県） 

主に P105～P111 
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業務担当 

 

【平成 24 年度】 

■業務内容：気象計測、太陽光発電量及び風力発電量計測、漁港施設の電力消費量計測 

■業務担当：イオスエンジニアリング株式会社 

 

 

【平成 25 年度】 

■業務内容：気象計測、太陽光発電量及び風力発電量計測、漁港施設の電力消費量計測 

      漁業活動の実態調査、漁港のエコ化方針(再生可能エネルギー導入編)作成 

■業務担当：国際航業株式会社  株式会社データ設計 

 

























 

 

 

 

 

港湾における風力発電について 

－港湾の管理運営との共生のためのマニュアル－ 

ver.1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 24 年 6 月 

国土交通省港湾局 

環境省地球環境局 
 



 



はじめに 

地球温暖化は、人の活動に伴って発生する温室効果ガスの大気中濃度が増加することに

より地球全体の地表及び大気の温度が追加的に上昇し、自然界の生態系及び人類に悪影響

を及ぼすものであり、その予想される影響の大きさや深刻さから、人類の生存基盤に関わ

る重要な環境問題として、まさに国全体としてその対策に取り組むべき最重要課題の一つ

となっています。 

また、平成23年3月の東日本大震災以降、逼迫するエネルギー対策として再生可能エネル

ギーの利活用が求められているところであり、これまでの地球温暖化対策と相まってさら

にその重要性が増しているところです。 

一方で、交通の結節点であり、周辺での産業活動に起因して多くの温室効果ガスが排出

されている港湾においては、その削減対策のさらなる充実が求められているだけでなく、

また、新たな再生可能エネルギーの供給の場としても期待が寄せられているところです。 

なかでも、風力発電は、再生可能エネルギーの中でも太陽光発電とともに導入量が大き

く増加しており、平成 24 年 7 月からの再生可能エネルギーの固定価格買取制度の開始に伴

い、今後さらなる普及が期待されています。また、発電設備の大型化・事業の大規模化が

進んでいることから水域における展開が見込まれており、その受け皿として港湾における

水域（港湾区域）が大きな注目を集めています。これは、港湾が、公物管理者である港湾

管理者の存在や施工条件・水深条件等の優位性により、特に洋上の風力発電施設の適地と

しての期待が高まっていることによるものです。 

しかしながら、港湾における洋上風力発電施設の設置事例は現時点では少なく、新たな

港湾の利用形態である風力発電、なかでも水域におけるウィンドファームの導入は港湾へ

の影響が大きいと考えられ、その円滑な導入プロセスの整理が求められています。 

そこで、国土交通省港湾局と環境省地球環境局が連携し、関係省庁の協力を得て、洋上

ウィンドファームを視野に「港湾の管理運営と風力発電の共生を図ること」を目的として、

「港湾における風力発電について －港湾の管理運営との共生のためのマニュアル－ 

ver.1」を作成しました。 

本マニュアルでは、主に港湾における洋上ウィンドファームの導入を検討するに当たり

必要と考えられる標準的な手順を提示しております。なお、港湾管理者の権原が及ぶ陸域

においても本マニュアルの活用は可能です。一方、今後の具体的検証等を待たねばならな

い数値等は参考としての取扱いとさせていただいております。また、港湾の管理運営と風

力発電の共生の具体的なあり方については、地域の実情等を鑑みると各港湾によって異な

ることが想定されるため、各港湾管理者及び風力発電事業者におかれては、当該港湾の地

域の実情等に応じて本マニュアルを柔軟に活用し、円滑な導入を図っていただければと考

えております。 

なお、今後も本マニュアルは、皆様のご意見、技術的な検証等を通じて新たに得られた

知見等を基に、適宜見直しを行うこととしております。 

結びに、本マニュアルの取りまとめに当たっては「港湾における風力発電導入推進及び

非常時等の電力供給方策に関する検討会」の委員の皆様に熱心にご討議いただき、数々の

ご教示を賜りました。ここに、検討会委員長である牛山泉足利工業大学学長をはじめとす

る各委員の皆様、関係省庁のオブザーバーの皆様から賜った多大なご指導とご協力に対し

て心より感謝いたします。 

平成 24 年 6 月 

国土交通省港湾局 

環境省地球環境局 





 

港湾における風力発電導入推進及び非常時等の電力供給方策に関する検討会 

委員名簿 

氏名 所属・役職 

委員長 牛山
うしやま

 泉
いずみ

 足利工業大学 学長 

委 員 荒川
あらかわ

 忠一
ちゅういち

 東京大学大学院 工学系研究科 機械工学専攻 教授 

委 員 磯部
い そ べ

 雅彦
まさひこ

 
東京大学大学院 新領域創成科学研究科 

社会文化環境学専攻 教授 

委 員 來生
き す ぎ

 新
しん

 放送大学 副学長 

委 員 北澤
きたざわ

 大輔
だいすけ

 
東京大学生産技術研究所 

海中工学国際研究センター 准教授 

委 員 木村
き む ら

 琢麿
たくまろ

 千葉大学大学院 専門法務研究科 教授 

委 員 下迫
しもさこ

 健一郎
けんいちろう

 独立行政法人 港湾空港技術研究所 海洋研究領域長 

委 員 白石
しらいし

 悟
さとる

 北海道工業大学 空間創造学部 都市環境学科 教授 

委 員 辰巳
た つ み

 国昭
くにあき

 
独立行政法人 産業技術総合研究所 

ユビキタスエネルギー研究部門・主幹研究員 

委 員 永井
な が い

 紀彦
としひこ

 独立行政法人 港湾空港技術研究所 客員研究官 

委 員 七原
ななはら

 俊也
と し や

 
一般財団法人 電力中央研究所 システム技術研究所  

副所長 

委 員 堀川
ほりかわ

 洋
ひろし

 社団法人 日本港湾協会 事務局長 

委 員 安
やす

 茂
しげる

 一般社団法人 日本風力発電協会 理事 

委 員 横山
よこやま

 隆一
りゅういち

 早稲田大学 理工学術院 環境総合研究センター 教授 

委 員 和田
わ だ

 匡央
ま さ お

 国土技術政策総合研究所 管理調整部 国際業務研究室長 

（委員については、五十音順・敬称略） 



 



港湾における風力発電について 

－港湾の管理運営との共生のためのマニュアル－ 

目 次 

第１章 総論 ····························································· 1 

１．１ マニュアルの目的 ················································· 1 

１．２ マニュアルの対象 ················································· 3 

１．３ マニュアルの位置付け ············································· 4 

１．４ 参考指針及び既存の条例・規則等との関係 ··························· 7 

１．５ マニュアルにおける参考数値の取扱い ······························· 8 

第２章 風力発電の概要 ··················································· 9 

２．１ 風力発電施設の概要 ··············································· 9 

２．１．１ 風力発電施設の特性 ········································· 9 

２．１．２ 風力発電施設の種類 ········································ 13 

２．１．３ わが国の港湾における洋上風力発電の導入事例 ················ 16 

２．１．４ 海外における洋上風力発電の導入事例 ························ 19 

２．２ 風力発電の適地要件 ·············································· 21 

２．３ 港湾への風力発電施設の設置手続 ·································· 23 

２．３．１ 陸域における施設設置の手続 ································ 23 

２．３．２ 水域における施設設置の手続 ································ 24 

第３章 風力発電導入の手順 ·············································· 25 

３．１ 協議会 ·························································· 27 

３．１．１ 協議会の設置 ·············································· 27 

３．１．２ 協議会の設置要綱 ·········································· 29 

３．１．３ 協議会の構成 ·············································· 31 

３．１．４ 協議会の役割 ·············································· 35 

３．２ 地域住民の理解 ·················································· 37 

３．３ 風力発電事業者への情報提供 ······································ 38 

３．４ 風力発電施設設置のための適地の設定 ······························ 42 

３．４．１ 適地の設定の定義 ·········································· 42 

３．４．２ 港湾計画等における位置付け ································ 44 

３．４．３ 適地の設定手法 ············································ 48 

３．４．３．１ 適地の設定のための視点 ······························ 48 

３．４．３．２ 適地の設定の留意事項 ································ 49 

３．４．３．３ 地元水産業との調整 ·································· 55 

３．５ 風力発電事業者の選定 ············································ 58 

３．５．１ 公募手続 ·················································· 58 

３．５．２ 公募の前提条件 ············································ 61 

３．５．２．１ 公募対象区域 ········································ 64 



３．５．３ 公募要件 ·················································· 66 

３．５．３．１ 一般的事項 ·········································· 66 

３．５．３．２ 占用料金 ············································ 71 

３．５．３．３ 占用期間 ············································ 72 

３．５．３．４ 占用許可手続等 ······································ 73 

３．５．３．５ その他の検討事項 ···································· 75 

３．５．４ 審査基準 ·················································· 77 

３．５．５ 審査の手順 ················································ 79 

３．６ 事業者選定以降の流れ ············································ 80 

３．６．１ 事業予定者、港湾管理者及び協議会の実施事項 ················ 80 

３．６．２ 風力発電施設等設置における配慮事項 ························ 84 

第４章 マニュアル活用の留意事項 ········································ 87 

４．１ 港湾計画策定及び風力発電所建設事業の環境影響評価 ················ 87 

４．２ 風力発電の事業リスクへの対応 ···································· 95 

４．３ 多様な導入形態における適用 ······································ 98 

４．３．１ 陸域での導入 ·············································· 98 

４．３．２ 住民参加・官民連携の検討 ································· 100 

＜参考文献＞ ··························································· 102 

 

参考資料 

１．協議会設置要綱（案） 

２．風力発電施設の設置運営事業 公募要項（案） 

３．風力発電施設の設置運営事業に関する覚書（案） 

４．風力発電施設の構造安全性に関する基準書・マニュアル 

５．災害時における非常用電力供給に関する協定書（案） 

６．洋上ウィンドファームの設置等に関する配慮事項 

６-a．保安距離 

６-b．既設構造物への影響 

６-c．船舶無線への影響 

 

 

 



 

 1

第１章 総論 

１．１ マニュアルの目的 

 

＜解説＞ 

港湾への洋上風力発電導入に関する背景、国及び港湾管理者の役割並びに本マニュアル

の目的について整理する。 
 

（１）港湾への洋上風力発電導入に関する背景 

港湾は、交通の結節点であり、周辺での産業活動に起因する温室効果ガスが多く排出

されているため、港湾全体としての温室効果ガス排出量削減が求められており、再生可

能エネルギーの利活用等による港湾の低炭素化の進展が期待されている。 

風力発電は、再生可能エネルギーの中でも太陽光発電とともに導入量が大きく増加し

ており、今後もさらなる普及が期待されている。また、施設の大型化、事業の大規模化

が進展しており、陸域での事業適地の選定も厳格化しつつあることから、水域における

事業が大きな注目を集めている。中でも港湾は、公物管理者である港湾管理者の存在に

よる施設設置権原の明確性、産業集積による既設送電網の存在、陸域との近接による施

工条件の優位性、着床式の設置が可能な水深条件等の優位性があり、特に注目されてい

る。このため、設置コスト等の課題解決により事業化ニーズが急増する可能性がある。 

国の政策としても、「新成長戦略」（平成 22 年 6 月 18 日閣議決定）において「風力発

電のゾーニングを行い、建設を迅速化する。また公有水面の利用促進等による洋上風力

開発の推進等への道を開く。」（要約）とされており、「港湾の開発、利用及び保全並びに

開発保全航路の開発に関する基本方針」（平成 23 年 9 月 国土交通省港湾局。以下「基本

方針」という。）では、多様化する環境問題への対応及び環境保全の効果的かつ着実な推

進を目的として、再生可能エネルギーの利活用促進が位置付けられている。 

現在、風力発電は、地球温暖化対策の観点からの低炭素化に資する再生可能エネルギ

ーの利活用を進めていく上で有力なエネルギー源として注目を浴びている。中でも洋上

風力発電については、様々な技術開発、実証事業等を通じ、本格的な民間事業者による

展開が間近に迫っている情況にある。 

こうした情況にあって、港湾は、洋上風力発電の最初の適地として脚光を浴びている。

一方、港湾は、本来の果たすべき物流、人流の結節点としての機能を有しており、社会

的ニーズとして形成されつつある洋上風力発電の本格的な展開と共生していくために

は、港湾の管理運営に支障が起きないことを前提とする必要がある。 

そこで「港湾における風力発電について －港湾の管理運営との共生のためのマニュ

アル－ ver.1」（以下「本マニュアル」という。）は、港湾への洋上風力発電の導入に際

して、港湾の管理運営と風力発電施設立地の共生を図ることを目的として、大規模風力

発電事業（複数の風力発電施設で構成される総出力 1 万 kW 以上の事業。以下「ウィン

ドファーム」という。）に対応した標準的な導入プロセスを整理し、港湾における適地

の設定、風力発電事業者の選定等、円滑な導入に必要な仕組みを整備し、国土交通省港

湾局及び環境省地球環境局が全港湾を対象とした標準的な手続として提示するもので

ある。 
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また、港湾管理者にとっては、自らの港湾において風力発電を導入することにより、

災害等非常時において港湾施設への電力供給が可能となる場合や、環境に配慮した港湾

としてポートセールスの推進に資するといったことも考えられる。 

こうしたことから、風力発電は、港湾の温室効果ガス排出量の削減及び再生可能エネ

ルギーの利活用促進等の観点から、港湾において導入する意義を有すると考えられる。 

 

（２）国及び港湾管理者の役割 

洋上風力発電の一般海域への展開が広く産業として定着するまでは、港湾が洋上風力

発電の導入適地として結果的に重要な受け皿となることが見込まれており、国及び港湾

管理者は、港湾の管理運営に整合させながら基本方針の趣旨及び社会的ニーズに適切に

応えていくことが求められている。 

その中で、国の役割としては、港湾における洋上風力発電の円滑な導入のために、情

報提供や投資しやすい環境づくりという面での支援を行うことが考えられる。具体的に

は、港湾管理者・風力発電事業者に対して港湾での適地の客観的な基準に関する情報提

供を行うこと、港湾管理者の合理的な判断の基礎となる自然条件及び配慮すべき社会条

件等を整理し、導入に関する客観的なルールやガイドラインとなるマニュアルを技術的

助言として港湾管理者へ提供すること等が挙げられる。 

港湾管理者については、風力発電施設の設置に必要な占用許可権限を有しており、港

湾の管理運営に影響を及ぼさない範囲で風力発電に関する事業ニーズ・社会的ニーズに

対応していくことが必要と考えられる。具体的には、港湾の管理運営に配慮した上で明

確な主旨に基づく合理的な基準をもって風力発電事業者へ占用許可を付与し、その判断

において関係者との調整を行う等、導入に係る一連の手続に関する中心的な役割を果た

すことが必要と考えられる。 

 

（３）本マニュアルの目的 

港湾においては風力発電を導入する意義があり、その中で国及び港湾管理者が果たす

役割は大きいと考えられるものの、洋上ウィンドファームの展開は新たな港湾の利用形

態であり、港湾へ大きな影響を与えることも想定される。 

本マニュアル策定時点では、港湾における複数の風力発電事業者の競合等、導入に際

して考えられる課題に対する標準的な手続は明らかになっていない。このため、港湾へ

のウィンドファームの導入が実現した場合、港湾の管理運営への影響、港湾の公平な利

用、長期的な視野に立った港湾関連事業実施等の観点で、問題が生じる可能性がある。 

そこで、港湾の管理運営と風力発電の共生を図ることを目的として、洋上ウィンドフ

ァームを視野に標準的な導入プロセスを整理し、港湾における適地の設定、風力発電事

業者の選定等、円滑な導入に必要な仕組みを整備することが必要と考えられる。このこ

とから、全港湾を対象とした風力発電導入の標準的な手続として本マニュアルを提示す

るものである。 

なお、港湾の管理運営と風力発電の共生についての具体的なあり方は各港湾によって

異なることが想定されることから、各港湾管理者においては、当該港湾や周辺地域の実

情等に応じて本マニュアルを柔軟に活用することが適切と考えられる。 
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１．２ マニュアルの対象 

 

＜解説＞ 

（１）事業規模 

対象とする事業規模については、港湾の管理運営への影響が大きいと見込まれる複数

の風力発電施設による総出力 1 万 kW 以上の規模を目安とするが、地域の実情に応じ港湾

管理者が総合的な検討の上で判断することが適切と考えられる。 

 

（２）設置形態 

水域における風力発電施設の設置形態については、一般的な港湾区域の水深を考慮し

て、既に民間による事業化が進んでいる着床式を前提としている。 

 

（３）本マニュアルの主な対象者 

港湾における風力発電の導入に際しては、港湾の管理運営、地域社会からの受容、系

統電力網との関係、環境・景観への影響等、様々な要素への配慮が必要と考えられ、広

範な関係者間の調整が必要となる。 

本マニュアルの標準的な導入手続は全ての関係者の調整負担軽減に資することを念

頭に置いているが、その中でも、港湾区域及び港湾隣接地域（以下「港湾区域等」とい

う。）における占用許可権限を有する港湾管理者と、風力発電の事業主体である風力発電

事業者を主な対象としている。 

 

（４）対象範囲 

本マニュアルの対象は、港湾区域における風力発電事業を主眼としているが、港湾管

理者の権限が及ぶ陸域においても活用が可能である。 

 

本マニュアルは、港湾管理者及び風力発電事業者を主な対象としている。また、対象

としている事業は、港湾区域（水域）における洋上風力発電（着床式）であるが、港湾

管理者の権限の及ぶ陸域においても活用は可能である。対象事業規模については、複数

の風力発電施設による総出力 1 万 kW 以上を目安とする。 
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１．３ マニュアルの位置付け 

 

＜解説＞ 

（１）港湾の管理運営との関係 

港湾は本来、「環境の保全に配慮しつつ、港湾の秩序ある整備と適正な運営を図ると

ともに、航路を開発し、及び保全すること」（港湾法第 1 条）が求められている。一方、

港湾区域等に風力発電施設を設置する場合、その設置の是非に関して判断を求められる

権原は港湾法第 37 条第 1 項に定める港湾管理者による占用許可となる。したがって、風

力発電施設は港湾の管理運営と整合して立地される必要がある。 

 

（２）適地の設定の必要性 

港湾における風力発電施設の無秩序な立地・開発が行われることを防ぎ、円滑な風力

発電導入を図るためには、港湾管理者が風力発電事業者に対し、港湾の管理運営の方針

をあらかじめ十分に周知しておくことが有用と考えられる。このことから、港湾管理者

自らが「港湾の秩序ある整備及び適正な運営と整合した風力発電施設の立地可能な範囲」

を設定し、明示しておくことが重要となる。この港湾の管理運営と共生可能な風力発電

の適地を設定し、その範囲での立地を前提とすることで、風力発電導入という社会的ニ

ーズと港湾の管理運営との共生が図られると考えられる。 

なお、設定された適地を港湾計画等へ位置付けることで港湾における風力発電施設の

位置付けがより明確なものとなり、港湾管理者にとっては自らの港湾の管理運営と整合

した計画的な導入が可能になり、風力発電事業者にとっても、事業化検討の際の事業リ

スクの軽減につながると考えられる。 

適地の設定に当たっては、自然環境への影響を十分に検討した上で行うことが望まし

いが、自然環境への影響を十分予測することはこの段階では困難なので、本マニュアル

では現状や将来の港湾の整備や管理運営への影響について検討し決定することとしてい

風力発電等の再生可能エネルギーの港湾における利活用については、基本方針に位置

付けられたものである。しかしながら、風力発電施設の立地は周辺への影響が考えられ

るため、その導入については港湾の管理運営との整合が前提となる。そこで、本マニュ

アルを活用して、港湾の管理運営と共生可能な風力発電の適地を設定し、合理的な審査

基準・明確なプロセスによる風力発電事業者の選定を行うことで、円滑な風力発電の導

入が図られると考えられる。 

なお、本マニュアルは、港湾管理者にとっては地方自治法第 245 条の 4 第 1 項に規定

する技術的な助言として位置付けられるものであり、港湾の管理運営と整合した風力発

電の導入の手順を示したものであって、本マニュアルに従った手続をもって風力発電の

確実な事業化が保証されるものではない。 

また、風力発電施設の立地における自然環境への影響については、別途、環境省「風

力発電施設の審査に関する技術的ガイドライン(平成 23 年 3 月)」及び環境省自然環境

局野生生物課「鳥類等に関する風力発電施設立地適正化のための手引き」に従って風力

発電事業者が検討の上、対応するものとする。 
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る（３．４．１適地設定の定義を参照）。そのため、風力発電施設の立地における自然環

境への影響については、別途、環境省「風力発電施設の審査に関する技術的ガイドライ

ン(平成 23 年 3 月)」及び環境省自然環境局野生生物課「鳥類等に関する風力発電施設立

地適正化のための手引き」に従って風力発電事業者が検討の上、対応するものとする。 

 

（３）導入手続の標準化の必要性 

本来港湾は、その整備・管理運営に多額の財政投資を要していることから、全ての国

民に等しく利用されるべきものであり、一定規模の占用が行われるに当たっては、港湾

の管理運営との整合を図りつつ公平な占用の決定プロセスが求められることとなる。ま

た、そのプロセスは、風力発電事業者にとっても平等な事業機会を与えられるべきもの

と考えられる。よって、適地として設定された範囲において、港湾管理者が公募手続を

行い風力発電事業者の選定を行うことが、適切な手段と考えられる。 

なお、マニュアルにおける公募とは、港湾管理者が、適地として設定した区域におい

て事業を希望する者から、具体的にその事業内容等についての企画提案を募集すること

を指すものであり、公募による風力発電事業者の選定については、以下の要件に配慮す

ることが必要と考えられる。 

ａ）合理的な審査基準 

港湾法第 37 条第 1 項に基づく占用許可は本来特許の性質を持つと解されており、港

湾管理者がその許可に当たって、自然的又は社会的な条件、港湾利用の状況等を勘案し、

地域の実情に則して判断するものである。しかしながら、港湾における洋上ウィンドフ

ァームの導入については、その判断において考慮すべき事項の高度化・複雑化が想定さ

れ、港湾管理者独自の検討では限界が生じることも考えられる。よって、港湾管理者自

身が、関係機関、関係者及び有識者等の意見を参考に合理的な判断が可能となる審査基

準を定める必要性が生じることとなる。 

ｂ）明確な事業者選定プロセス 

風力発電事業の大規模化及び風力発電施設の大型化等に伴い、港湾管理者は、一定程

度港湾空間を占用することになる洋上ウィンドファームの導入について、より広範囲な

事項に関する判断基準をもって占用許可決定を行うことになると考えられる。本マニュ

アルは、公募により風力発電事業者を選定する際に必要と考えられるプロセスについて、

その過程を明確化したものである。 

 

（４）関係者間の調整負担及び手続関連コストの軽減 

風力発電施設の設置には、調査、設計、施工及び運営等の各段階で様々な許認可手続

が必要となる。当該手続の対象となる多様な関係機関及び関係者等との調整については、

港湾管理者及び風力発電事業者双方の負担の軽減が課題となっている。 

そこで、本マニュアルを活用することで、公募要件に合致した事業者が、関係機関及

び関係者等の知見を踏まえて港湾管理者が設定した適地において風力発電事業を実施す

ることが可能となると考えられる。港湾の各種利用との調整が可能な立地において適切

な風力発電導入が実現することにより、ひいては関係者の調整負担の軽減にもつながる

と考えられる。また、各許認可等手続に関係する行政機関が一堂に会することで、当該
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風力発電事業に関する情報を共有でき、手続の円滑化が図られると考えられる。 

 

（５）本マニュアルの位置付け 

本マニュアルは、全国の港湾を対象に洋上風力発電の導入を円滑に実施するための標

準的な手続を定めるものであり、港湾管理者にとっては、地方自治法（昭和 22 年法律第

67 号）第 245 条の 4 第 1 項に規定する技術的な助言となるものである。各港湾管理者は、

各港湾の地域条件等に応じて、本マニュアルを柔軟に活用することが適切と考えられる。 

なお、本マニュアルは、港湾の管理運営と共生可能な風力発電の導入の手順を示した

ものであり、本マニュアルに従った手続をもって、風力発電の確実な事業化が保証され

るものではない。 
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１．４ 参考指針及び既存の条例・規則等との関係 

 

＜解説＞ 

現在、わが国の港湾区域等において風力発電事業が行われる場合は、風力発電事業者が

港湾管理者に施設設置に係る占用許可申請を行い、港湾管理者が個別に占用を許可し、風

力発電事業者が関係機関等に各種許認可手続を行って風力発電施設を設置する形態が多い。 

本マニュアルは、1.2 マニュアルの対象 に示す対象事業及び対象者を念頭に、標準的な

導入手続を港湾管理者及び風力発電事業者に提示しているものであるが、本マニュアルの

主な対象規模・形態ではない風力発電の導入については、風力発電の事業規模、設置形態、

当該港湾の地理的・社会的条件等を各港湾管理者が総合的に判断の上、参考指針を活用し

て、適切に進められることが必要と考えられる。なお、港湾管理者の判断により、本マニ

ュアルの主な対象規模・形態ではない風力発電の導入に際しても、必要に応じて参考指針

及び本マニュアルを組み合わせて活用することは有用と考えられる。 

なお、本マニュアルでの手続により風力発電導入及び風力発電事業者の公募選定を行う

際は、港湾管理者は水域占用等に関する条例・規則等の内容を確認の上、条例・規則等へ

の抵触のおそれがある場合は、本マニュアルの手続と条例・規則等との整合を図ることが

必要である。 

本マニュアルの主な対象範囲とならない事業規模・形態の風力発電の導入について

は、事業規模、設置形態、各港湾の地理的・社会的条件等を港湾管理者が総合的に判断

の上、「港湾区域等に風力発電施設を設置する場合の占用等の許可基準等の参考指針」

（平成 23 年 6 月 国土交通省港湾局。以下「参考指針」という。）を参考に、適切に進

められるものであるが、必要に応じて本マニュアルを組み合わせて活用することは有用

と考えられる。 

また、港湾管理者が本マニュアルを活用して風力発電の導入を図る場合は、まず、本

マニュアルの手続と条例・規則等との整合を図ることが必要である。 
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１．５ マニュアルにおける参考数値の取扱い 

 

＜解説＞ 

わが国における洋上風力発電の導入事例は本マニュアル策定時点で 3 例と少なく、その

設置箇所については護岸又は防波堤に近接している（2.1.3 わが国の港湾における洋上風

力発電の導入事例 参照）。 

よって、本マニュアルで対象としている洋上ウィンドファームの立地による船舶航行、

貨物の荷役及び物流等の港湾機能並びに航空安全等への影響については、これらの事例の

みをもって具体的に検証を行い、標準的な数値基準等を提示することは難しい状況にある。

一方、風力発電設備支持物構造設計については、本マニュアル策定時点においては「風力

発電設備支持物構造設計指針・同解説［2010 年版］（土木学会構造工学委員会／風力発電

設備の動的解析と構造設計小委員会 編）」が国内での主な指針となっており、平成 23 年度

よりさらに土木学会（構造工学委員会洋上風力発電設備支持物構造設計小委員会）におい

て洋上編の検討が行われているところである。 

このような状況を踏まえて、本マニュアルにおいては、洋上風力発電施設の設置による

船舶航行、貨物の荷役及び物流等の港湾機能並びに航空安全等への影響について配慮すべ

き事項（特に、適地の設定における定量的な数値基準）について、既存の類似事例及び文

献等を照会し、あくまでも参考値として示している。なお、具体的な参考値及びその考え

方については、参考資料－６に示す。 

なお、今後は、土木学会での検討及び実際の港湾における風力発電施設の設置を想定し

た実証実験等を通じて、洋上風力発電施設の設置による港湾機能への影響及び具体的な配

慮事項について、技術上の基準としてさらに検討していくことも必要と考えられる。 

 

わが国における洋上風力発電の事例は少なく、洋上風力発電施設の設置による船舶航

行、貨物の荷役及び物流等の港湾機能並びに航空安全等への影響について配慮すべき事

項については、本マニュアルでは既往の研究等を基に暫定的な参考値として示している

ものである。 

よって、港湾機能への影響及び配慮事項に関する数値基準については、今後の実証等

による検証が必要な項目が含まれていることを十分に留意して活用を図る必要がある。
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第２章 風力発電の概要 

２．１ 風力発電施設の概要 

２．１．１ 風力発電施設の特性 

 

＜解説＞ 

風の力でブレード（図 2-1-1 参照）を回し、その回転運動を発電機に伝えて電気を起こ

すのが、風力発電のおおまかな仕組みである。風のエネルギーの約 40％を電気に変換でき

る効率の良い発電システムである。現在の風力発電施設は風の吹く方向に向きを変えて、

常に風の力を最大限に受け取れる仕組みになっているが、強風が吹くと風力発電施設に負

担をかけてしまうため、暴風対策も施されている。台風などで特に風が強く吹く場合は、

風力発電施設が壊れないように可変ピッチが稼働し、風を受けてもブレードが回らない工

夫が施されている。（図 2-1-1 参照）。 

 

 

図 2-1-1 プロペラ式風力発電システムの機器構成例 

風力発電とは、風力発電施設を用いて風の持つエネルギーを回転エネルギーに変換

し、電力を得る発電形態をいう。無尽蔵な風力エネルギーを活用し、かつ発電に伴う

CO2 などの排出物が少ないことから、地球温暖化対策等に資するとして注目されている。
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代表的なプロペラ式風力発電システム構成を表 2-1-1 に示す。 

 

表 2-1-1 プロペラ式風力発電システムの構成 

区分 構 成（機能） 

ロータ系 
【ブレード】回転羽根、翼 
【ロータ軸】ブレードの回転軸 
【ハブ】ブレードの付け根をロータ軸に連結 

伝達系 
【動力伝達軸】ロータの回転を発電機に伝達 
【増速機】ロータの回転数を発電機に必要な回転数に増速 

するギア装置 

電気系 

【発電機】回転エネルギーを電気エネルギーに変換 
【電力変換装置】直流、交流を変換 
【変圧器】系統からの電圧、系統への電圧を変換 
【系統連系保護装置】事故時等に設備を系統から切り離し、系統側の損

傷を防ぐ 

運転・制御系 

【出力制御】風力発電施設出力を制御 
【ヨー制御】ロータの向きを風向に追従させる 
【ブレーキ装置】台風時、点検時等にロータを停止 
【風向・風速計】出力制御、ヨー制御に使用 
【運転監視装置】風力発電施設の運転、停止、監視、記録 

支持・構造系 
【ナセル】発電機、増速機等を収納 
【タワー】ロータ、ナセルを支える支柱 
【基礎】タワーを支える基礎部分 

 

現在の風力発電施設では、ロータ（風のエネルギーを吸収するために回転する部分。ブ

レード、ハブ、シャフト等により構成）がタワー（支柱）やナセル（発電機を載せた箱状

の部分）の風上側にある「アップウィンド式」が世界の主流である。一方、ダウンウィン

ド式とは、ロータがタワーやナセルより後ろにあり、風を受けるタイプの風力発電施設で

ある。 

 

 

図 2-1-2 ダウンウィンド方式とアップウィンド方式のロータ位置の違い 
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一般的に、風力発電施設の高さは、図 2-1-1 に示すハブの位置する高さで表される。一

般に、風は地上から上空に向かうほど強くなるため、風力発電施設をできるだけ高くする

ことで取得エネルギーが増大し、発電量も増加する。また風力発電施設の取得エネルギー

は風力発電施設の羽根（ブレード）の回転面の受風面積に比例するため、ブレードを長く

（風力発電施設ロータ直径を大きく）することでも取得エネルギーは増大する。現在、多

く用いられているプロペラ式風力発電施設の大きさは、出力が 1,000kW から 2,000kW の場

合、タワーの高さが 60～80m、ロータの直径が 60～80m の規模となることが一般的である

（図 2-1-3 参照）。 

風力エネルギーを多く取得することは、風力発電において発電量を増大させることにつ

ながる。そのためには、風力発電に適した風況が得られる場所に風力発電施設を設置する

こと、風力発電施設の複数基設置によりシステム全体の出力を増大させること、及び風力

発電施設の大型化により 1 基当たりの発電出力を増大させることが有効となる。複数の風

車から成る大規模な風力発電施設群の設置形態をウィンドファームといい、発電コストの

低減が見込まれることを背景に、近年ウィンドファームのさらなる大規模化が進む傾向に

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1-3 風力発電施設の大きさ 
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風力発電施設を複数列設置する場合、その配置については対象港湾における卓越風向（あ

る地点で月ごと、又は年間を通して一番吹きやすい風向をいう。）を考慮することが重要で

ある。また、風力発電施設の風下に形成される風況の乱れた領域はウェーク（後流）領域

と呼ばれ、この領域に風力発電施設を設置した場合、エネルギー取得量は大きく減少する

ため、複数列の風力発電施設を設置する場合は、できるだけウェーク領域に他の風力発電

施設が入らないようにすることが必要と考えられる。 

ウェーク領域は風向と直角方向に 3D（D：ロータ直径）、風下方向に約 10D 程度であるこ

とが、実験や実測により確かめられていることから、具体的な配置例としては、図 2-1-4

に示すように、卓越風が顕著に出現する地域に対して、10D×3D の風力発電施設間隔を目

安に配置することが多い。 

また、複数列ではなく一列に風力発電施設を配置する場合には、後列の風力発電施設に

対するウェークの影響を考慮する必要はないが、卓越風向に対して直角方向には 3D 以上の

施設間隔を確保していることが多い。 

 

 
 
 
D  ：ロータ直径 
3D ：ロータ直径の 3 倍 
10D：ロータ直径の 10 倍 
 

図 2-1-4 複数基の風力発電施設の設置における風力発電施設間隔の目安 
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２．１．２ 風力発電施設の種類 

 

＜解説＞ 

風力発電施設の種類は、地面に対する風力発電施設の回転軸の方向により以下の 2 種類

に分類される。 

・水平軸型：風エネルギーの取得効率が良く、既存の風力発電事業で多く用いられて 

いるプロペラ式（図 2-1-5）等が含まれる。 

・垂直軸型：ダリウス型、サボニウス型等があり、風向に依存しないこと、鳥類がブレ

ードに衝突して死亡する事故（バードストライク）の発生が少ないと考え

られること等の利点がある。 

 

平成 24 年現在では、中型・大型風力発電施設は、図 2-1-5 のような水平軸風力発電施設

の 3 枚翼プロペラ式が主流である。 

 

図 2-1-5 プロペラ式風力発電施設の例（秋田県秋田市雄物川河口部） 

 

 

風力発電施設は水平軸型と垂直軸型があるが、水平軸型のプロペラ式のものが多い。

また風力発電は、その立地により陸上風力発電と洋上風力発電に大きく分けられ、さ

らに洋上風力発電には「着床式」「浮体式」の 2 種類がある。 
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風力発電はその立地により陸域に設置される「陸上風力発電」と水域に設置される「洋

上風力発電」に分類される。さらに洋上風力発電は、海底に直接基礎を設置する「着床式」

と、浮体を基礎として係留等で固定する「浮体式」に分類される。 

港湾区域（水域）での風力発電施設基礎は、孤立した基礎と防波堤のように他に機能を

持つ構造物を基礎に利用する場合に分類できる。基礎の構造形式としては、着床式（重力

式、モノパイル式等）及び浮体式が挙げられる。基礎工として防波堤を利用する場合は、

①新設防波堤を基礎として利用、②既設防波堤を基礎として利用、③防波堤背後に基礎を

設置する場合が考えられる。 

先行調査注）では、一般にわが国で適用可能な着床式洋上風力発電施設の基礎工は、関連

する特許などを勘案すると、重力式、モノパイル式及びジャケット式の 3 種類が考えられ、

他の構造形式はこの 3 つの基本形式の発展形又はハイブリッドであるとされている（表

2-1-2、図 2-1-6 参照）。 

 

表 2-1-2 着床式洋上風力発電施設の基礎形式の種類注） 

No. 基礎形式 
適用条件 

水深(m) 海底土質 海底地形 

1 重力（グラビティ） <30 
堅牢な地盤 
（岩盤；第 1 種の地盤）

平坦 

2 モノパイル <30 
比較的堅牢な地盤 
（砂質） 

勾配対応可（ただし、
礫･転石が少ないこと）

3 ジャケット（トラス） <60 軟弱地盤で対応可 勾配対応可 
 

注）出典：独立行政法人 新エネルギー･産業技術総合開発機構 

「平成 19 年度 洋上風力発電実証研究 F/S に係る先行調査報告書」より作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1-6 着床式洋上風力発電施設の基礎形式の説明図 
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また浮体式洋上風力発電施設の主なタイプとしては，スパー（Spar： 円柱）型，TLP

（ Tension Leg Platform ： 緊 張 係 留 式 プ ラ ッ ト フ ォ ー ム ） 型 及 び セ ミ サ ブ

（Semi-Submersible：半潜水浮体）型などがある（図 2-1-7 参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1-7 浮体式洋上風力発電施設の基礎形式の説明図 
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２．１．３ わが国の港湾における洋上風力発電の導入事例 

 

＜解説＞ 

国内に設置されている風力発電施設は、平成 22 年度末時点で総設置基数 1,814 基、総設

備容量は 244 万 kW に達している。 

出典：独立行政法人 新エネルギー･産業技術総合開発機構 ホームページ 

http://www.nedo.go.jp/library/fuuryoku/state/1-01.html 

近年、風力発電事業の大規模化及び風力発電施設の大型化により、陸域における事業箇

所の確保が難しいことから、ウィンドファームに適した水域、特に港湾区域が注目されて

いる。 

国内の港湾区域における洋上風力発電は、本マニュアル策定時点で 3 事例（計 14 基）が

あり、いずれも護岸又は防波堤の近くに建設されている着床式である（表 2-1-3 参照）。 

 

表 2-1-3 国内の港湾区域等の水域における洋上風力発電施設の設置状況 

（平成 24 年 5 月時点） 

 鹿島港 酒田港 瀬棚港 

位置情報 鹿島港南海浜地区 
（茨城県神栖市） 

酒田港北港地区 
（山形県酒田市） 

瀬棚港港湾区域 
（北海道せたな町） 

設 置 者 ウインド・パワー・
いばらき 

サミットウインドパワー
酒田 

瀬棚町 

規 模 2,000kW×7 基 2,000kW×8 基（5 基が洋上、
うち 1 基が港湾区域内） 

600kW×2 基 

運用開始 2010 年 6 月 2004 年 1 月 2004 年 4 月 

施工場所 
施工方法 

・鹿島港の護岸から
50m ほど離れた洋
上に、約 2km にわ
たり設置 

・陸上に設置された
クレーンにより、
基礎及び風力発電
施設本体の工事を
実施 

・埋立地の酒田臨海工業団
地とその 50m 沖合にある
高さ 4.5m の防波堤に挟
まれた水路上に設置 

・１基は港湾区域内のた
め、港湾管理者（県）が
水域占用・海岸保全区域
の占用許可を、その他は
県の海岸管理者が海岸
保全区域の占用を許可 

・陸上（埋立地）に設置さ
れた大型の 650t クレー
ンにより、基礎及び風力
発電施設本体の工事を
実施 

・防波堤内側の洋上に設
置 

・風力発電施設の基礎を
活かした海中林や魚礁
ブロックの設置など、
漁業との共生に取り組
む。 

・海上で縦横 50m ほどの
SEP 船（自己昇降式作
業台船）から 4 本の足
を海底まで伸ばし、そ
の上に乗せたクレーン
により、基礎及び風力
発電施設本体の工事を
実施 

近年の風力発電の大規模化から、ウィンドファームに適した水域、特に港湾区域が風

力発電施設立地の適地として注目されており、沖合での着床式及び浮体式風力発電の実

証事業も実施されている。 
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国内の港湾区域（水域）における洋上風力発電の事例として、北海道瀬棚郡せたな町に

ある瀬棚港に設置された風力発電施設の全体図を図 2-1-8 に示す。 

 

図 2-1-8 愛称：｢風海鳥」（北海道・せたな町） 

出典：「せたな町ホームページ」 

http://www.town.setana.lg.jp/modules/tinycontents/index.php?id=30 

 

また、瀬棚風力発電施設の施工風景を図 2-1-9 に示す。 

 

図 2-1-9 SEP 船による風力発電施設据付作業状況（北海道・せたな町） 

出典：「第一建設機工株式会社ホームページ」http://www.dai1-sep.com/history.html 
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一方、沖合での着床式及び浮体式洋上風力発電の実証事業は、NEDO 及び環境省によりそ

れぞれ進められている。浮体式洋上風力発電については、環境省地球環境局が長崎県五島

市椛島沖において実証事業を実施しており、平成 24 年 6 月には、系統連系を行う浮体式洋

上風力発電施設としては国内初となる 100kW 風車を搭載した浮体式洋上風力発電施設を設

置した。さらに、平成 25 年度には、商用スケールの 2,000kW の風車を設置することとして

おり、平成 28 年度にも民間ベースで実用化されることを目指している。 

 

   

図 2-1-10 浮体式洋上風力発電施設の建て起こし（左）と設置（長崎県・五島市） 
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２．１．４ 海外における洋上風力発電の導入事例 

 

＜解説＞ 

海外における洋上風力発電導入量（表 2-1-4）は、イギリスが最も多く、欧州を中心に

導入が進められている。欧州では 2020 年までに 40GW、2030 年までに 150GW の洋上風力発

電の導入を目標としている。 

出典：EWEA（ヨーロッパ風力協会）；Wind in our Sails 

 

表 2-1-4 各国における洋上風力発電導入量（平成 22 年末）注） 

国 
洋上風力発電容量

（MW） 

イギリス 1,341 

デンマーク 868 

オランダ 228 

ドイツ 180 

スウェーデン 133 

中国 102 

フィンランド 26 

日本 25 

注）出典：IEA（国際エネルギー機関）；WIND 2010 Annual Report  

 

ノルウェー南西部に位置する港町スタヴァンゲル（Stavanger）の北海沖合 10 ㎞には、

浮体式洋上風力発電施設の実用機（2.3MW）が建設され、平成 21 年から運転を開始してい

る。 

 

図 2-1-11 浮体式洋上風力発電施設「Hywind」 

海外における主な洋上風力発電の導入量及び導入事例について紹介する。 
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デンマークのミドルグルンデン（Middelgrunden）洋上風力発電は、20 基の風力発電施

設が弧を描くように設置されている。この特徴的な配置は、複数のレイアウト案の中から

市民投票により選ばれたものである。レイアウトの選定時には、地形的な制約に加え発電

効率が最も重視されるのが一般的であるが、これらを多少犠牲にしても、風力発電施設が

並ぶ当該地域の眺望景観を、市民とともに積極的に創造していく取組が行われた。 

出典：牛山泉「風力エネルギー読本」（ｐ266） 

 

 

図 2-1-12 ミドルグルンデン（Middelgrunden）洋上風力発電（デンマーク） 
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２．２ 風力発電の適地要件 

 

＜解説＞ 

風力発電に適した港湾の要件項目として、風況（風向、風速、風の乱れ等）、自然条件（気

候、地形、地盤、水深、波浪、野生動植物等）、社会条件（法規制、アクセス性、土地利用、

送電線距離、騒音等）などがある。 

本項では、港湾において考えられる一般的な適地要件項目を整理している。各港湾にお

いて具体的に風力発電施設の設置箇所等について検討する際は、3.4 風力発電施設設置の

ための適地の設定 を参照し、本項で整理した項目について、各港湾管理者が所有するデー

タとともに、「海洋台帳」等を用いて検討を行うことが適当と考えられる。 

 
 

 

港湾における風力発電の適地検討要件項目を表 2-2-1 に示す。表 2-2-1 において○は該

当、△は地域により該当することを表す。ここで、「該当」とは風力発電施設の設置に際し

て考慮する必要がある項目に該当する項目であることを示す。なお、港湾とは、港湾区域

及び港湾管理者の権限が及ぶ陸域をいう。 

風力発電に適した港湾に関する要件項目として、風況、自然条件、社会条件等がある。

各港湾において風力発電の導入を検討する際には、港湾の管理運営との共生を図りつ

つ、これらの要件項目にも考慮することが適当と考えられる。 

図 2-2-1 港湾を取り囲む自然条件、社会条件 
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表 2-2-1 港湾における風力発電適地検討要件項目 

大分類 中分類 小分類 港湾 

風況 風況 
風況（風向/風速） ○ 

風の乱れ ○ 

自然条件 

気象 

台風（極値風速） ○ 

雷（特に冬季雷） ○ 

塩害 △ 

地形・地盤 地盤・地形勾配 ○ 

水深 水深 ○ 

波浪 最大有義波 ○ 

海底地盤 海底地層（支持層） ○ 

野生動植物 生息・生育状況、鳥類の飛来状況 ○ 

社会条件 

法規制 

港湾法 ○ 

海岸法 ○ 

海上交通安全法 △ 

海上衝突予防法 △ 

航空法 △ 

港則法（航路、泊地、錨地及び一般船舶の利用実態等を含む） △ 

航路標識法 △ 

環境影響評価法 ○ 

自然環境保全法 △ 

自然公園法 △ 

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律 △ 

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 △ 

瀬戸内海環境保全特別措置法 △ 

振動規制法 △ 

騒音規制法 △ 

国土利用計画法 △ 

公有水面埋立法 △ 

国有財産法 △ 

文化財保護法 △ 

森林法 △ 

水産資源保護法 △ 

海洋水産資源開発促進法 △ 

海洋生物資源の保存及び管理に関する法律 - 

漁業法（漁業権）  ○ 

漁港漁場整備法 △ 

電波法 △ 

景観法 △ 

河川法 △ 

都市計画法 △ 

農地法 - 

農業振興地域の整備に関する法律 - 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 △ 

輸送・道路 

設置スペース △ 

組み立て場所 △ 

道路状況（有無、幅員、カーブの曲率など） △ 

送・配電線 送・配電線、変電所 ○ 

社会 
受容性 

騒音・振動・低周波音 ○ 

生態系（希少動植物の生息） ○ 

電波障害 ○ 

景観 ○ 

一般船舶の利用実態等 ○ 

漁業権 

区画漁業権 △ 

共同漁業権 △ 

定置漁業権 △ 

漁港区域 漁港区域 △ 

（○：該当、△：地域により該当、－：該当しない）
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２．３ 港湾への風力発電施設の設置手続 

陸域部と水域部に分けて、設置の手続等について整理する。 

 

２．３．１ 陸域における施設設置の手続 

 

＜解説＞ 

港湾の陸域部に風力発電施設を設置する際の全体の流れは、図 2-3-1 のとおりである。 

【導入フロー】   【関連法規・許認可等】 

 立地調査 
(1)有望地域の抽出 
(2)近隣の風況データの収集 
(3)自然条件の調査 

地形、落雷、台風、着雪・着氷、
塩害、砂塵、地盤、野生動植物等

(4)社会条件の調査 
区画指定、土地利用、送・配電線、
輸送路、騒音、電波障害、動物、
植物、景観等 

(5)導入規模の想定 

風況調査 
(1)観測方法、地点 
(2)観測データの処理・解析・評価 
(3)風況シミュレーション 

基本設計 
(1)風車設置地点の決定 
(2)風車規模の決定 
(3)機種の選定 
(4)環境影響評価（詳細） 
(5)測量調査・土質調査 
(6)経済性の検討 

実施設計 
(1)設備設計 
(2)工事設計 
(3)工事計画 

建設工事 
(1)契約 
(2)土木工事 
(3)風車設置工事 
(4)電気工事 
(5)試運転、検査 

事業開始 
(1)運転・保守、補修契約 
(2)損害保険 
(3)運転監視 
(4)電気設備の保守点検 
(5)風車設備本体の保守点検 

建設行為に関するもの 
 建築基準法 
 航空法 
 電波法 
 道路法 
 道路交通法 

土地利用に関するもの 
 自然公園法 
 自然環境保全法 
 環境影響評価法 
 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する
法律 

 絶滅のおそれのある野生動植物の種の
保存に関する法律 

 国土利用計画法 
 公有水面埋立法 
 港湾法 
 海岸法 
 河川法 
 国有財産法 
 文化財保護法 
 森林法 
 景観法 
 都市計画法 
 瀬戸内海環境保全特別措置法 

設備等の設置に関するもの 
 消防法 
 振動規制法 
 騒音規制法 

事業認可に関するもの 
 電気事業法 
 電力品質確保に係る系統連系技術要件 
ガイドライン 

 

図 2-3-1 港湾の陸域部における風力発電導入フロー 

独立行政法人 新エネルギー･産業技術総合開発機構「風力発電導入ガイドブック 第 9 版」等より作成 

港湾の陸域部における風力発電施設の設置については、以下の各種関連法規及び基準

が、本マニュアル策定段階において存在している。 
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２．３．２ 水域における施設設置の手続 

 

＜解説＞ 

港湾区域（水域）に風力発電施設を設置する際の全体の流れは、図 2-3-2 のとおりであ

る。港湾区域では、陸域での設置における法規制に加えて、水域に関する関連法規を考慮

する必要がある。ただし、森林法など水域に適用する必要がない法規制は除かれる。 

【導入フロー】   【関連法規・許認可等】 

 立地調査 
(1)有望地域の抽出 
(2)近隣の風況データの収集 
(3)自然条件の調査 
海底地形、落雷、台風、塩害、 
砂塵、着雪・着氷、海底地盤、 
潮位、波浪、水深等 

(4)社会条件の調査 
区画指定、送・配電線、輸送路、
騒音、電波障害、魚類、植物、 
景観、航路、漁業権、錨地、一般
船舶の利用実態、港湾計画等 

(5)導入規模の想定 

風況調査 
(1)観測方法、地点 
(2)観測データの処理・解析・評価 
(3)風況シミュレーション 

基本設計 
(1)風車設置地点の決定 
(2)風車規模の決定 
(3)機種の選定 
(4)環境影響評価（詳細） 
(5)測量調査・海底土質調査 
(6)経済性の検討 

実施設計 
(1)設備設計 
(2)工事設計 
(3)工事計画 

建設工事 
(1)契約 
(2)土木工事 
(3)風車設置工事 
(4)電気工事 
(5)試運転、検査 

事業開始 
(1)運転・保守、補修契約 
(2)損害保険 
(3)運転監視 
(4)電気設備の保守点検 
(5)風車設備本体の保守点検 

建設行為に関するもの 
 建築基準法 
 航空法 
 電波法 
 道路法 
 道路交通法 
 海上交通安全法 
 港則法 
 航路標識法 
 船舶安全法 

土地・水域利用に関するもの 
 自然公園法 
 自然環境保全法 
 環境影響評価法 
 鳥獣保護及び狩猟に関する法律 
 絶滅のおそれのある野生動植物の種の
保存に関する法律 

 国土利用計画法 
 公有水面埋立法 
 港湾法 
 海岸法 
 河川法 
 漁港漁場整備法 
 国有財産法 
 文化財保護法 
 景観法 
 都市計画法 
 瀬戸内海環境保全特別措置法 
 水産資源保護法 
 海洋水産資源開発促進法 
 漁業法 
 海上交通安全法 
 港則法 
 航路標識法 

設備等の設置に関するもの 
 消防法 
 振動規制法 
 騒音規制法 

事業認可に関するもの 
 電気事業法 
 電力品質確保に係る系統連系技術要件 
ガイドライン 

 
図 2-3-2 港湾区域における風力発電導入フロー 

財団法人沿岸開発技術研究センター「洋上風力発電の技術マニュアル（2001）」等より作成 

 

港湾区域（水域）における風力発電施設の設置については、以下の各種関連法規及び

基準が、本マニュアル策定段階において存在している。 
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第３章 風力発電導入の手順 

 

＜解説＞ 

港湾管理者は、港湾における風力発電導入の検討に必要な基礎的資料等を必要に応じて

風力発電事業者に提供するとともに、港湾の管理運営と共生できる風力発電の適地を設定

し、あらかじめ公表することで、港湾における風力発電の導入ニーズに対応できると考え

られる。 

港湾管理者は、各港湾において、風力発電に関わる、又は風力発電の導入により影響を

受ける関係機関及び関係者等による「再生可能エネルギー導入検討協議会」（仮称。以下「協

議会」という。）を設立し、協議会の構成員からの助言を参考に、必要に応じて通航船舶の

安全面や既存利用者の水域利用への影響等について、ヒアリングや既存データ等を使用し

た検討を実施し、適地の設定を行うことが適当と考えられる。当該適地については、あら

かじめ港湾計画等に位置付けることが適当と考えられる。 

また、今後は風力発電の更なる大規模化、複数事業者による競合等についても想定され

るが、港湾は本来公共の用に供すべきものであるとの視点から、その導入に関する港湾管

理者の判断には、より一層の公平性が求められる。よって、風力発電事業者の選定につい

ては、原則として公募を実施することで公平性を確保できると考えられる。 

その上で、港湾管理者は、風力発電事業者による周辺への影響調査や安全対策等、公募

の際に指定した要件について不十分と認識した場合には、占用許可を行うべきではない。

一方、安全対策等については、公募時に、専門機関等による対策の検討がなされること等

の提案があれば、これを積極的に評価することも考えられる。場合によっては、港湾管理

者が詳細な調査研究を行うことにより、占用許可の判断の確認をすることも考えられる。 

なお、港湾管理者は、風力発電導入の際に地域住民へ情報提供を適宜行うことが適当と

考えられる。加えて、発電事業開始以降については、風力発電事業者に対して、港湾の管

理運営との共生が図られていることを確認するために、適切なモニタリングを行っていく

ことが必要と考えられる。 

以上の風力発電導入の手順を図 3-1-1 に示す。 

港湾管理者は、港湾における風力発電施設の円滑な導入のために、風力発電事業者の

立地検討に資する情報提供を行うとともに、「再生可能エネルギー導入検討協議会」（仮

称）を設置し、当該協議会を活用して、港湾の管理運営と共生可能な風力発電の適地の

設定を行っていくことが適当と考えられる。 

また、港湾管理者は、風力発電事業者を原則公募により選定することとし、発電事業

開始以降も継続的にモニタリングを実施していくことが適当と考えられる。 
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検討支援
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事業ニーズの伝達

マーケットヒアリング
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検討支援

検討支援
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応募

占用許可決定
占用許可

施設設置

許認可等手続の円滑化

発電開始
モニタリング

港湾計画変更の
場合は公示

地方港湾
審議会

各段階で地域住
民の意見を確認
し、事業実施に
反映

協議会設置に関する協議

必要に応じて情報提供

風況観測調査

環境影響評価※

詳細条件協議

意見聴取
・縦覧
・ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ
・説明会 等

意見聴取
・縦覧
・ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ
・説明会 等

交通政策
審議会

フォローアップ

諮問

答申

選定

○
○
港
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
導
入
検
討
協
議
会
（仮
称
）

建築確認

事業化の決定

※交通政策審議会に
諮るのは「改訂」と
「一部変更」の場合

事業化に向けた詳細検討
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事業者の選定

 

図 3-1-1 風力発電導入の手順 

※平成 25 年 4 月の改正環境影響評価法の完全施行後に、配慮書及び報告書手続が追加さ

れる。 
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３．１ 協議会 

３．１．１ 協議会の設置 

 

＜解説＞ 

（１）協議会の設置 

港湾における風力発電導入に際しては、導入検討、適地の設定及び風力発電事業者の

選定の各段階において、港湾の管理運営との共生に配慮する必要がある。特に、港湾区

域（水域）に風力発電施設が設置される場合は、船舶の航行安全、海岸保全といった通

常の陸域には無い更なる配慮事項が加わることとなり、港湾管理者は様々な関係機関及

び関係者の意向等を参考にし、調整していくことが想定される。そのため、港湾管理者

が円滑に適地の設定及び風力発電事業者の選定を行い、合理的な基準をもった占用許可

決定を行うための、支援及び調整組織が必要と考えられる。この支援及び調整を行う組

織として、港湾での風力発電施設の設置に係る許認可権限を有する行政機関や、その他

の関係機関及び関係者等により構成される協議会を設置することは適切である。 

協議会は、当該港湾における風力発電導入に関する情報を共有し、適地の設定、風力

発電事業者の公募及び選定に関する関係者間の意見を調整し、港湾管理者への助言を行

うとともに、風力発電事業者が行う各種許認可等手続に関する共通の情報を共有する場

として機能することが想定される。これによって、結果的に港湾管理者及び風力発電事

業者の検討及び手続に係る時間及び労力の削減が図られ、円滑な導入が可能になると考

えられる。 

 

（２）協議会の設置時期及び設置期間 

協議会は、港湾単位で風力発電導入ニーズが高まり、当該港湾の港湾管理者に適地の

設定を検討する必要性が生じた際に、設置することが基本となる。その後、港湾管理者

が当該協議会における風力発電導入のあり方や施設配置に関する助言を踏まえて、その

管理する港湾内に「再生可能エネルギー源を利活用する区域」を設定し、風力発電事業

者を公募により選定を行うこととなる。よって、協議会は港湾管理者が行う公募におけ

る公募要件及び審査基準の検討や提案内容の審議の際に、港湾管理者に対し助言・支援

することも主な役割となる。 

協議会からの助言や支援を踏まえて風力発電事業者が選定された後に、協議会は風力

発電事業者が行う各種許認可等手続の調整及び施工調整支援等を行い、発電施設の設置

完了又は発電開始をもってその役目を終えることとなるが、港湾管理者の要請によって

は、施設設置完了以降も発電事業のフォローアップを行うことも考えられる。ただし、

協議会を時限的ではなく常設機関と位置付ける場合には、条例等にその設置根拠を明確

港湾管理者が、自らが管理する港湾において風力発電の導入を検討する際には、港湾

での風力発電事業実施に関する許認可権限を有する行政機関や、その他の関係機関及び

関係者等で構成される協議会を設置することが適切である。 

協議会は、港湾の管理運営と共生可能な風力発電の適地設定並びに発電事業者の公募

及び選定等に関する情報を共有し、港湾管理者への助言や支援を行うとともに、発電事

業者が行う各種許認可等手続の円滑化に資する調整の場として機能することが想定さ

れる。 
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にしておくことも検討する必要があると考えられる。 

 

（３）行政手続上の意義 

風力発電施設の設置に至るまで、風力発電事業者は様々な分野の許認可等手続を行う

必要がある。従来は風力発電事業者がそれぞれの管轄行政機関に対して個別に申請等の

手続を行っていたが、協議会を活用して複数の行政機関がそれぞれの許認可手続に関す

る相互連絡及び情報共有等を行うことにより、行政手続法第 11 条（複数の行政庁が関与

する申請に対する行政庁間の相互連絡・共同聴取による審査の促進）の趣旨に合致した

手続に資すると考えられる。このことから、協議会を設置し活用することは、行政手続

上の意義があると考えられる。 
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３．１．２ 協議会の設置要綱 

 

＜解説＞ 

協議会の設置については、その組織について要綱で定めることが適切である。 

一般に、設置要綱は行政機関の内部規律であり、処分に該当しない行政指導等を行うた

めの一般的な基準や、職員の業務執行上必要な細目的事項等が主な内容とされる。協議会

は港湾区域等における占用に関して直接的な権限を持たず、国民の権利・義務に直接影響

を及ぼすことはないので、設置権原を要綱に置くことに問題はない。しかしながら、今後、

ウィンドファームの本格導入や他の再生可能エネルギーの導入検討に伴い、協議会の役割

は相対的に拡大し、港湾の管理運営に大きな影響を及ぼすようになることも想定される。

したがって、港湾への風力発電導入、特に港湾区域等でのウィンドファームの導入が実需

として広く認知されるようになった段階においては、協議会を地方自治法第 138 条の 4 第

3 項の規定に基づく「附属機関」として位置付け、設置条例を制定することも考えられる。 

また、協議会の構成員として学識経験者等を配することとした場合、地方自治法第 203

条に基づく報酬及び費用弁償を支給するために、協議会の設置に関し、条例との整合性の

確認が必要となることにも留意が必要である。 

 

港湾管理者は、以下の内容に留意して設置要綱を作成することが適切と考えられる。な

お、要綱の例は参考資料－１に示す。 

 

（１）名称 

協議会の所掌内容、目的等が明確となる名称とすることが適切である。 

例：○○港再生可能エネルギー導入検討協議会 

 

（２）目的 

港湾への風力発電をはじめとする再生可能エネルギーの導入に関する検討を行い、港

湾の管理運営と共生した導入の円滑化を目的とすることが原則となる。その上で、各地

域の実情に応じて風力発電を港湾の管理運営に積極的に活用し、温室効果ガス削減によ

る環境保全や地域振興に資するための港湾関連施策の検討（例：風力発電を活用した観

光振興の検討）等をその目的に含めることも考えられる。 

 

協議会の設置については、名称、目的、構成、所掌業務、会議、事務局等を定めた設

置要綱を策定することが適切である。 

協議会の所掌としては、港湾における適地の設定支援、風力発電事業者の公募選定支

援及び関係団体による許認可手続のための情報共有等が基本になると考えられるが、協

議会の目的、所掌事務及び会議のあり方等の詳細については、各港湾の地域の実情に応

じ、港湾管理者が必要に応じて定めることが適切と考えられる。 
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（３）構成 

港湾管理者を中心とし、当該港湾の状況を把握している国土交通省地方整備局、北海

道開発局及び内閣府沖縄総合事務局（以下「地方整備局等」という。）並びに再生可能エ

ネルギー導入に伴う各種許認可に関連する関係機関及び関係者等により構成することが

適切と考えられる。協議会の構成については、3.1.3 協議会の構成 に説明している。 

 

（４）所掌業務 

港湾における風力等再生可能エネルギー発電施設の導入に関する適地の設定支援、発

電事業者の公募選定支援及び発電事業に関する各種許認可手続の円滑化に係る情報の共

有等が基本的な役割である。協議会の役割については、3.1.4 協議会の役割 に説明して

いる。 

 

（５）会議の運営に関する事項 

会議の運営については、原則として、会議の招集、成立及び議決要件、構成団体以外

の出席、会議の公開等を定めることが必要と考えられる。構成団体以外の出席について

は、適地の設定、事業導入検討及び風力発電事業者選定の各段階における風力発電事業

者、地域関係者、水域利用者及び学識経験者等へのヒアリング等の目的によるものが想

定される。 

また、会議は原則として公開することが適当と考えられるが、風力発電事業者からの

意見聴取、事業者選定過程等において、会議での風力発電事業者、委員等の発言を公開

することによって風力発電事業者の有する事業上の権益を侵害する、又は、事業者選定

の検討に影響を及ぼす可能性も考えられる。よって、要綱作成時には各地方自治体の情

報公開条例等の規定等を考慮の上、会議を非公開にする場合について検討し、あらかじ

め定めを置くことが適切である。 

 

（６）事務局 

港湾管理者が適当と考えられるが、港湾管理者の判断により、地方整備局等と協働し

て事務局を務めることも考えられる。 
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３．１．３ 協議会の構成 

 

＜解説＞ 

港湾への風力発電導入に関しては多くの関係機関及び関係者が存在するが、当該関係機

関及び関係者については、現行法及び港湾の利用状況との関わりから、下記の３つに大別

することができる。 

（Ａ）港湾における風力発電の導入に関して許認可権限若しくは行政処分権を有してい

る、又は現行法において積極的な関与が想定されている行政機関 

（Ｂ）地域の実情によっては、港湾における風力発電の導入により直接的な影響を受け

ることが想定される関係者・関係機関 

（Ｃ）地域の実情によっては、積極的に情報提供や意見聴取を行うことで、港湾におけ

る風力発電の導入に関する検討の円滑化が見込まれる関係者・関係機関 

協議会に参画する関係機関及び関係者については、その役割により（Ａ）は必須と考え

られる。その上で、地域の実情を鑑み、必要に応じて港湾管理者は（Ｂ）及び（Ｃ）にお

ける関係機関・関係者の参画を求めることが適当と考えられる。 

表 3-1-1 港湾への風力発電導入関係機関等の分類 

分類 関係機関及び関係者の例 

Ａ 

【協議会への参画が必須と考えられる関
係機関】 

 
港湾における風力発電の導入に関して
許認可権限若しくは行政処分権を有し
ている、又は現行法において積極的な関
与が想定されている行政機関 

・港湾管理者 
（港湾の管理運営と風力発電導入の全体的
な調整） 

・地方整備局等 
（国有港湾施設等の港湾空間の適切な活用
に関する調整及び適地の港湾計画への位置
付けに関する支援又は審査） 

・地方自治体 
（都市計画、環境影響評価、エネルギー施
策、水産業、地域振興施策等関連） 

・管区海上保安本部、海上保安部、港長 
（船舶の航行安全関連） 

・地方環境事務所（環境影響評価法等関連）
・地方経済産業局（エネルギー施策関連等）

Ｂ 

【地域の実情によっては、協議会への参画
が必要と考えられる関係者・関係機関】

 
地域の実情によっては、港湾における風
力発電の導入により直接的な影響を受
けることが想定される関係者・関係機関

・地域電力会社（電力需給、系統連系関連）
・海岸管理者（近隣海岸保全区域の管理関連）
・空港事務所等（航空保安無線施設関連） 
・水産業関係者（港湾区域及び周辺水域の水

産業への影響が想定される場合） 

Ｃ 

【地域の実情によっては、協議会への参画
が適当と考えられる関係者・関係機関】

 
地域の実情によっては、積極的に情報提
供や意見聴取を行うことで、港湾におけ
る風力発電の導入に関する検討の円滑
化が見込まれる関係者・関係機関 

・地方運輸局（海洋関連産業関連） 
・地域代表（自治会等） 
・水域利用者 
・立地企業関係者 

（風力発電設備の施工・稼働等による企業
活動への影響が考えられる場合） 

・学識経験者（専門的な知見等に基づく助言）

（１）協議会の主な構成団体 

協議会は、港湾管理者を事務局とし、その他構成団体として風力発電事業に関する各

種許認可手続を担当する行政機関の参画を積極的に求めることが考えられる。 

また、各港湾における自然条件、社会条件及び協議会の目的・役割等に応じて港湾の

利活用又は風力発電に関わるその他の関係者等の参画も考えられる。 
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協議会の主な役割は、港湾における適地の設定支援、風力発電事業者の公募選定支援

並びに風力発電事業者の許認可等手続等に関わる情報の共有である。事務局は、港湾管

理者とすることが適切であり、その他の主な構成団体の具体的な役割は下記に示す内容

が想定される。 

 

①港湾管理者（事務局） 

港湾の管理運営主体であり、協議会の事務局として港湾の管理運営と風力発電導入と

の共生に関する中心的な役割を担う。 

 

②地方整備局等 

港湾の管理運営と共生した風力発電の適地の港湾計画等への位置付けに関する支援

や国有港湾施設に関する調整を行うことが想定される。また、必要に応じて港湾管理者

相互又はその他機関との連携支援を通じた、風力発電スキーム全体の運用の円滑化を図

る。さらには、必要に応じて導入マニュアルの更新・改訂に関する調整役を担うことが

想定される。 

 

③地方自治体 

各港湾が所在する地域の地方自治体は、環境、景観等に係る法・条例等に基づく許認

可等の各種手続の円滑化及び適地の設定に関する地域の実情の観点からの助言を行うこ

とが主な役割となると想定される。また、風力発電が地域へ与える影響、風力発電を活

用した地域振興といった観点からの助言を行うことも考えられる。 

なお、具体的な部局については、企画関連部局、産業振興関連部局、水産関連部局又

は環境（再生可能エネルギー関連及び環境影響評価関連）関連部局等の参加が想定され

る。また、風力発電を活用した観光振興等を導入の目的とする場合は、観光関連部局や

地域の観光協会をあわせて構成団体とすることも考えられる。 

 

④管区海上保安本部、海上保安部及び港長 

適地の設定等の際に、風力発電施設の設置による船舶の航行安全・錨泊等への影響に

関する検討の必要性について助言を行う役割を担う。また、航空障害灯と航路標識との

誤認性に関する検討の必要性について助言を行う場合もある。 

 

⑤地方経済産業局（沖縄総合事務局経済産業部を含む) 

風力発電その他の再生可能エネルギー導入に関する助言等を行うことが考えられる。 

  

⑥地方環境事務所 

適地の選定、公募要件の作成等における環境配慮に係る助言及び、その後事業者が実

施する環境影響評価に関して、風力発電施設の設置に係る配慮書、方法書及び準備書の

各段階において、風力発電の事業特性及び地域特性等を踏まえて環境影響評価に関する

助言を行うことが考えられる。また、風力発電施設の設置による温室効果ガスの排出削

減効果等、地球温暖化対策の観点からの助言を行うことも考えられる。なお、計画地が

国立公園にかかる場合には自然公園法に基づく調整等を行うが、まずは、国立公園の区

域外で検討するものとする。 
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（２）その他の構成団体 

各港湾における自然条件、社会条件及び協議会の目的・役割等に応じて、港湾の利活

用又は風力発電に関わるその他の関係者等についても、必要に応じて港湾管理者が参画

を求めることも考えられる。 

 

①海岸管理者 

海底ケーブル敷設、変電所設置及び風況観測調査のための観測機器設置等による港湾

区域等以外の海岸保全区域への影響について、助言を行うことが考えられる。 

 

②空港事務所等 

港湾の近隣に航空機の安全運航に必要な航空保安無線施設等が存在する場合は、風力

発電施設の設置による航空保安無線施設等への影響を評価する必要があり、適地の設定

の際に空港事務所等へ助言を求めることが考えられる。また、協議会において、必要に

応じて風力発電事業者と当該影響に関する協議を行うことが想定される。 

 

③地域電力会社 

風力発電で発電する電力は地域の電力系統に接続することが想定されるため、風力発

電の導入形態及び発電規模等については、地域の電力供給状況に大きな影響を与えるこ

とになる。各電力会社は電気事業法第 26 条に基づく電力の周波数管理（需給調整）義務

を有しているため、商用電力系統に接続する風力発電事業を実施する際には、実際に発

電事業を実施する風力発電事業者が地域電力会社と系統連系協議を行って最終的な出力

規模・系統連系の詳細等を決定することが一般的となっている。 

この場合、地域電力会社を協議会の構成団体とし、適地の設定、導入規模検討、事業

者選定等の各段階において電力供給や系統連系に関する意見交換・調整を行うことで、

円滑な導入に資すると考えられる。 

なお、地域電力会社は、自身で又は関連会社等を通じて風力発電事業を行う場合があ

る。よって、協議会において風力発電事業者の公募及び選定の支援を行う際には、地域

電力会社が公募要件の作成及び事業者の提案に関する検討に関与しないこととする等、

審査の公平性が損なわれないよう配慮する必要がある。 

 

④水産業関係者 

港湾において、風力発電を導入することにより地元の水産業への影響が考えられる場

合は、水産業関係者を構成団体として、風力発電と水産業の共生のあり方等に関する検

討・協議及び適地の設定に関する情報提供等を行うことが適切と考えられる。 

 

⑤水域利用者 

協議会における適地の検討支援の際に水域利用調整を行う場合は、利用者の意見を適

切に反映させる必要があるため、プレジャーボート利用者、港湾利用事業者又は船舶運

航関係者等の水域利用者の代表を構成団体とすることが考えられる。 

 

（３）その他の関係者の参加 
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地方自治体と連携した観光振興、物流拠点としての港湾機能、地域の造船・舶用工業・

海運業を含む海洋関連産業の観点から、地方運輸局を協議会の構成員とすることも考え

られる。 

また、港湾に関するその他の関係者として、水辺利用促進・水辺環境保護関連の NPO

法人及び立地企業関係者等についても適切に意見を聴取することは適切と考えられる。

加えて、港湾周辺の地域の代表として、自治会の代表者等の意見を協議会において聴取

することも考えられる。これらの他に、再生可能エネルギー分野、港湾計画分野、港湾

環境分野等に関する専門家を地域の大学、研究機関等から選定し、学識経験者として協

議会の構成員とすることも有益と考えられる。 
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３．１．４ 協議会の役割 

 

＜解説＞ 

（１）協議会の主な役割 

協議会の役割は以下のとおり整理される。なお、全ての項目を協議会の役割とする必

要はなく、地域の実情、協議会の構成及び設置目的等を踏まえて適切に設定することが

適当と考えられる。 

 

①適地の設定に関する検討支援 

各構成団体の所管又は専門事項に関する適地の設定の考え方を整理して情報を共有

し、港湾管理者へ報告・助言する。 

 

②公募要件・審査基準の検討支援 

港湾管理者が実施する風力発電事業者公募に際して、各構成機関の意見を調整し、風

力発電導入目的及び風力発電事業者への要求等を考慮した公募要件の設定について助言

する。 

また、公募における審査基準についても、各関係機関の所管や専門分野の見地から、

港湾管理者へ助言する。 

 

③風力発電事業者の選定に係る審査支援 

風力発電事業者の選定に際して、公募要件及び審査基準に従った風力発電事業者の選

定に関する審査の支援を行う。 

 

④風力発電施設の設置に係る許認可等の手続の円滑化 

風力発電施設の設置に関する許認可等の手続は、関係する法律・条例等が多岐にわた

っており、許認可窓口も様々となっているため、風力発電事業者のみならず窓口となる

関係機関にとっても負担となっている。 

協議会において、風力発電施設の設置に係る主な許認可権限を有する関係機関等が一

堂に会することで、適地の設定から事業実施に向けた検討や協議を行う中で、関係者間

の情報共有及び意見調整が期待できる。また必要な許認可手続、問合せ窓口の整理又は

必要書類の一括提示等を行うことが可能な場合も考えられ、その結果、許認可等の手続

協議会の基本的な役割は、港湾管理者が風力発電施設を導入する際の適地の設定に関

する検討支援、風力発電事業者の公募及び選定支援並びに風力発電事業者が行う各種許

認可等手続に向けて情報共有を行うことである。 

協議会から風力発電施設の立地や発電事業者の適切な選定について参考となる意見

を聴取し、助言を受けることにより、港湾管理者は、占用許可の判断をより適切に行う

ことが可能になると考えられる。 

なお、協議会の役割のうち、風力発電事業者の公募に関する事項については、協議会

の構成団体が風力発電事業者になり得る等、公募の公平性又は利益相反に関する問題が

生じる可能性があるため、地域の実情に応じて協議会設立時に適切な配慮を行うことが

必要である。 
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に係る港湾管理者、風力発電事業者及び関係機関等にとっての負担軽減が見込まれる。 

 

⑤風力発電事業者の事業化への支援及びフォローアップ 

風力発電事業者の事業化に際し、風況条件、地盤条件等の自然条件及び社会条件に関

する既存データの提供を行うとともに、事業の広報や施工時の工程調整を行う場として

協議会を活用することも考えられる。 

また、風力発電施設の稼働開始後においても、風力発電関連のイベントや環境教育等

での活用等に関する検討を協議会で行う等、継続的に事業のフォローアップを実施する

ことも考えられる。ただし、協議会を時限的ではなく常設機関とする場合は、条例等に

その設置根拠を置くことについて検討が必要であると考えられる。 

 

（２）協議会の構成団体と役割に関する留意事項 

協議会の主な役割のうち、適地の設定については、施設設置に関する許認可等に関わ

る幅広い関係機関等の意見が反映されることが円滑な導入のためには必要と考えられる。

一方で、公募要件の検討支援及び風力発電事業者の公募選定支援については、協議会の

構成団体が風力発電事業者として参入することもあり得るため、公募の公平性又は利益

相反に関する問題が生じる可能性があり、協議会の構成団体とその役割について協議会

設立時に整理し、配慮しておくことが必要である。 

具体的には、協議会の構成団体に風力発電事業者としての参入意向についてあらかじ

め確認し、協議会の審議事項のうち、公募選定に関する事項については協議会の中に部

会を設けて別途検討及び審議を行う等の方法が考えられるが、これら以外の方法につい

ても、公募の公平性及び利益相反に関しての問題が生じない範囲で、地域の実情に応じ

て柔軟に採用することが適切と考えられる。 
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３．２ 地域住民の理解 

 

＜解説＞ 

（１）地域住民からの意見聴取 

地域住民の理解は、風力発電との共生を図る上で重要と考えられる。風力発電導入に

関する住民理解を求める場合、地域住民への情報提供を行うとともに、必要に応じて地

域住民からの意見を事業実施に適切に反映していくプロセスが重要である。例えば、風

力発電導入について検討し、適地の設定を行う時点及び風力発電事業者の公募要件を定

める時点において、港湾管理者又は地方自治体のホームページへの掲載又は掲示による

縦覧等によって意見聴取を実施し、適地の設定や公募要件に反映させる機会を確保する

こと等が適切と考えられる。その他の方法としては、住民説明会又は協議会における地

域住民へのヒアリングの実施等が考えられる。 

また、風力発電の具体的な事業内容は、公募において選定された風力発電事業者によ

る風況観測等の各種調査を経て決定すると想定されるため、事業内容決定時点において、

風力発電事業者による地域住民への積極的な情報提供及び意見聴取の機会を設けること

も重要である。 

なお、情報提供だけではなく、例えば風力発電事業者の選定後に風力発電施設のデザ

インについて地域住民の意見を取り入れる機会を設ける等、地域住民の積極的な参画を

促すこと等を通じて風力発電導入に関する社会受容性を高める方策も考えられる。 

 

（２）港湾計画の変更案への反映 

港湾管理者が風力発電施設の適地の設定を行う際には、港湾計画に位置付けることが

適当と考えられる。港湾計画への位置付けに先立ち、風力発電施設の適地の設定につい

て適切な情報提供を行うとともに、風力発電導入に関する意見をあわせて聴取し、港湾

計画の変更案に反映させることも考えられる。 

 

（３）環境影響評価法に基づく環境影響評価における住民参加 

風力発電施設の設置に関する環境影響評価については、本マニュアル策定時点では一

部自治体の条例に基づく環境影響評価、又は、一般社団法人日本風力発電協会作成「風

力発電環境影響評価規定（自主規制）」に基づく風力発電事業者の自主的な取組等が実施

されている。 

一方で、平成 24 年 10 月より、総出力 1 万 kW 以上の風力発電施設は環境影響評価法

に基づき環境影響評価の実施が義務づけられる（第 1 種事業）。同法においては、環境影

響評価方法書段階の住民説明会及び環境影響評価図書の電子縦覧の義務化並びに政令で

定める市から風力発電事業者への直接意見提出等が規定されることとなっており、より

地域住民との関わりが促進される見込みである。 

環境影響評価に関する全般的な事項は、4.1 港湾計画策定及び風力発電所建設事業の

環境影響評価 で説明している。 

地域住民の理解は風力発電事業との共生を図る上で重要であり、適地の設定段階時及

び風力発電事業者の公募に関する要件を定める段階において、地域住民の意見を適切に

反映することが適切と考えられる。 
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３．３ 風力発電事業者への情報提供 

 

＜解説＞ 

港湾管理者が風力発電事業者に対して提供する情報の内容は、原則として各港湾管理者

に委ねられる。ただし、港湾の管理運営と共生した風力発電の導入円滑化を図るためには、

3．4 風力発電施設設置のための適地の設定 に沿って設定された「再生可能エネルギー源

を利活用する区域」の設定図とともに、提供が可能な情報について風力発電事業者に提供

することも適当と考えられる。 

ただし、提供する情報については、その内容により条件付きで提供されるものもあると

考えられる。例えば、構造物の設計計算書や港湾における各種調査業務資料、港湾整備に

伴う関係機関との調整事項、未利用地の公図等がこれにあたる。当該情報は、公募におい

て選定された風力発電事業者に限定して提供することが適切と考えられる。 

 

（１）全ての風力発電事業者に提供可能と考えられる情報 

公募時又は普段から全ての風力発電事業者に提供可能と考えられる資料の例は、以下

のとおりである。情報提供の方法としては、従来型の閲覧（複写可）の他、全国から幅

広く事業者を募ることや提供される情報の授受に関する業務の軽減を図るために、情報

を電子データ化し、港湾管理者のホームページ等から取得可能とすることが考えられる。 

 

①全般 

港湾施設の現況配置や将来計画等を鑑みつつ視覚的に立地可能な区域を判断できるよ

うに、あらかじめ風力発電事業者へ以下の資料を提供することが適当と考えられる。 

・港湾計画図、長期構想、適地の設定図 

 

②自然条件に関する情報 

気象条件や土質条件といった自然条件は風力発電施設稼働時の発電効率や建設時のコ

スト等の判断材料であり、事業性の検討のために必要な情報と考えられるため、あらか

じめ風力発電事業者へ、以下の資料を準備が可能な範囲で提供することは適当と考えら

れる。 

・気象条件：風速・風配図、流況、潮汐、警報・注意報情報（強風・波浪等） 

・既設構造物（防波堤、護岸等）の代表的な地点における設計波高 

・土質条件：代表的な地点における土質柱状図、埋立地の断面図（標準断面図等） 

 港湾管理者は、港湾の管理運営と共生した、風力発電導入の円滑化を図るために、風

力発電事業者に対して導入の検討に資すると考えられる情報を提供することが考えら

れる。 

 港湾管理者から提供する情報としては、風力発電事業の事業性検討の基礎となる港湾

区域等及び港湾背後地域の自然条件や社会条件のほか、港湾の管理運営と共生するため

の制約条件等がある。 

 提供情報は、全ての風力発電事業者へ提供可能な情報と、公募により選定された風力

発電事業者へ提供することが適当な情報とに大別される。 
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③港湾の施設及びその利用状況に関する情報 

港湾の施設及びその利用状況に関する情報は風力発電施設の立地検討に必要と考えら

れるため、あらかじめ風力発電事業者へ以下の情報を提供することが適当と考えられる。 

・既設構造物（橋梁等）及び建築物の高さ 

・企業の立地状況及び防波堤・護岸等の標準断面図 

 

④電力施設に関する情報 

・既存の風力発電施設立地場所、基数、風力発電による発電量 

 

⑤占用条件に関する情報 

・占用期間、占用料金、占用許可手続の説明 

 

⑥法規制に関する情報 

・各港湾が存在する地域の条例・規則等に基づく規制等に関する情報 

 

⑦製造品出荷額等の背後地域の社会経済データ（必要に応じて） 

 

また、国土交通省港湾局では、風況情報、波浪情報、臨海部の土地情報等をホームペ

ージ上で公開しており、設置箇所検討のために活用することが可能となっている。 

 

・「全国港湾風況マップ ver.2 2004 年 12 月」 

独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の風況マップを基に、

重要港湾以上（128 港）対象に年平均風速、年推定発電量を公開している。 

http://www.mlit.go.jp/kowan/kaihatuka/wind_hp/huukyo-map/wmap_top.html 

 

・「全国港湾海洋波浪情報網（ナウファス）」 

有義波実況、周期帯波浪実況、潮位実況及び毎分沖平均水面等の沿岸の波浪情報を

リアルタイムで提供している。 

http://nowphas.mlit.go.jp/ 

 

・「臨海部土地情報提供システム」 

全国の臨海部における「分譲地情報」及び「土地利用転換予定地情報」等について、

情報の提供を行っている。 

http://www.mlit.go.jp/kowan/tochi/index.html 

 

さらに、環境省地球環境局では、気象シミュレーション技術を活用して、東北電力供

給管内７県（青森・秋田・岩手・山形・宮城・福島・新潟）の過去 20 年間の年平均風速

と変動（標準偏差）を約 500m メッシュで解析した風況データベースを作成し、これを地
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図情報と関連付けた「風況マップ（東北地方）」を公開している。 

http://www.env.go.jp/earth/ondanka/windmap/index.html 

 

なお、独立行政法人港湾空港技術研究所も、ナウファスで公開されている波浪観測デ

ータに加えて風データの観測収集を行い、これらのデータを活用した風力エネルギーに

関する調査・研究結果を公表している（巻末の参考文献を参照）。 

 

（２）公募により選定された風力発電事業者に提供することが適当と考えられる情報 

公募により選定された風力発電事業者は、港湾管理者及びその他関係機関等と協議会

において詳細な協議を重ねたのち、風力発電施設の設置に関する調査、設計、施工及び

環境影響評価に着手することが想定される。この段階で風力発電事業者に提供すること

が必要情報の例は以下のとおりと考えられるが、提供に際しては、各地方自治体の情報

公開条例等を確認の上、提供する情報の範囲、情報の取扱い（風力発電事業者の情報管

理体制の確認等）について適切に配慮することが必要である。 

 

①今後の港湾整備に関する情報 

風力発電施設の設置に際しては、施工期間中も建設資材の仮置場、風力発電施設基礎

部の組立場、作業船基地及び作業機械の稼働等を考慮した作業エリアが長期間にわたり

必要となる。そのため、現行のみならず、将来の港湾整備事業についても、風力発電事

業者とその他の港湾整備関連事業者間の施工調整等が行われることが想定される。 

このことから、今後の港湾整備に関するより具体的な情報を提供することは適切と考

えられる。 

・港湾計画に関する資料、港湾整備事業計画に関する資料 

 

②港湾の利用者に関する情報 

風力発電施設の施工及び稼働に当たっては、風力発電事業者が周辺の既存施設及び水

域の利用者との調整を行うことが想定されるため、港湾利用者情報を提供することは適

当と考えられる。なお、提供する情報に個人情報が含まれる場合は、各自治体の個人情

報保護条例等に則して適切に取り扱う必要がある。 

・公図、港湾利用者・関係者名簿 

 

③港湾構造物の構造に関する情報 

風力発電事業者が施設の設置、施工中の資材の仮置き等に際して、荷さばき施設等の

港湾施設に対する影響を検討するための情報を提供することは適当である。 

・構造物の構造に関する資料（設計計算書又は構造設計審査表等） 

 

④港湾施設の利用に関する情報 

風力発電施設の設置に際しては、建設資材の荷揚げ及び仮置き、風力発電施設基礎部

の組立、作業船の係留、作業機械の稼働及び水域設置の場合は海底ケーブルの設置等、

様々な工程を要し、各段階において関係者との施工調整等が必要となる。このため、港
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湾施設の利用時の規制・使用条件等に関する情報を提供することは重要となる。 

・港湾区域・臨港地区の夜間作業条件 

・港湾区域内の船舶航行・錨泊状況（錨泊指定位置図等） 

・最新の海底地盤に関するデータ（洗掘検討用） 

・海上ケーブル陸揚不可区域及び海底ケーブル埋設に関する規制 

・外国船入港の制約・保税区域等（海外製作品の風力発電設備等を搬入する場合） 
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３．４ 風力発電施設設置のための適地の設定 

３．４．１ 適地の設定の定義 

 

＜解説＞ 

風力発電施設は「港湾の秩序ある整備及び適正な運営と風力発電の共生可能な範囲」に

設置される必要があるが、この立地については、港湾管理者の方針から、船舶の安全な航

行や円滑な貨物取扱のための具体的な制約事項まで、大小様々な要素を鑑みて設定される

ことになる。これらを構成する情報は、風力発電事業者にとっても施設の立地検討を行う

上での重要な参考情報にもなり、視覚的に全体像の把握ができる手法を用いて港湾管理者

の意図を効果的に示すことが有効と考えられる。視覚情報として風力発電の適地が示され

ることで、風力発電事業者にとっては港湾での風力発電の受容性の目安が認識可能となり、

事業化検討の際の事業リスクの軽減にもつながると考えられる。 

本マニュアルにおいて、適地の設定とは、「風力発電施設が設置されても、現状や将来の

港湾の整備や管理運営に支障を生じないことを前提として、港湾管理者が風力発電施設の

設置可能な範囲を示すこと」と定義する。よって、必要に応じてヒアリングや既存データ

等を使用し、通航船舶の安全面や既存利用者の水域利用への影響等について港湾管理者が

検討を実施し、適地の設定が行われると考えられるが、当該適地は風況や水深、地盤、周

辺に生息・生育する野生動植物への影響等について風力発電に適した自然条件であること、

関係者等との調整が完了していること及び船舶航行等に関する安全対策等風力発電施設の

設置において必要な検討が完了していることを示すものではない。また、風力発電施設の

具体的な設置箇所は、適地の範囲内において風力発電事業者が調査及び検討を行った上で

決定するものであり、適地の設定をもって当該適地での風力発電導入に係る事業性を保証

するものでもない。 

ただし、法規制等により風力発電施設の設置が困難であることが明確な区域については、

港湾管理者が適地の設定範囲からあらかじめ除いて検討しておくことは合理的である。ま

た、港湾の管理運営に支障がなく、風力発電施設の設置が困難となる法規制等が存在しな

い場合であっても、風力発電施設の設置により水域利用者等への影響が生じることが懸念

される区域に適地を設定する意向を港湾管理者が有している場合には、港湾管理者自らが

適地設定に当たって事前に水域利用者等との調整を図ることが必要と考えられる。 

なお、風力発電施設の設置の際に風力発電事業者と関係者等との具体的な調整が必要と

考えられる区域に適地を設定する場合には、適地の設定図とともに当該事項に関する調整

の可能性について付帯情報として明示することが適当と考えられる。 

本マニュアルにおいては、適地の設定とは、「風力発電施設が設置されても、現状や

将来の港湾の整備や管理運営に支障を生じないことを前提として、港湾管理者が風力発

電施設の設置可能な範囲を示すこと」と定義する。 

適地の設定は、風力発電に適した自然条件であること又は安全対策等風力発電施設の

設置において必要な検討や風力発電施設の設置に係る関係者との調整が完了したこと

を示すものではなく、また、事業性を保証するものでもないが、法規制等による施設設

置困難箇所はあらかじめ除いた上で検討すること、及び関係者等との調整が必要と考え

られる区域については適地の設定においてその旨を明示することが適切と考えられる。



 

 43

 

 

図 3-4-1 適地の設定イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無秩序な設置例            秩序ある設置例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-4-2 風力発電施設立地による景観の変化（イメージ） 
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３．４．２ 港湾計画等における位置付け 

 

＜解説＞ 

港湾における風力発電の適地は、港湾の管理運営との共生が可能な立地を前提に設定さ

れる。 

風力発電施設は本マニュアル策定時点において港湾関係法令等に明確に位置付けられて

いないが、洋上風力発電の一般海域への展開が広く産業として定着するまではその社会的

ニーズの受け皿となることが見込まれる港湾において、港湾管理者が風力発電導入に関す

る意向を明確に示すためには、港湾の管理運営と共生可能な風力発電の適地について港湾

計画等へ位置付けることが適当と考えられる。 

港湾計画に位置付ける場合には、港湾計画の方針を変更する必要がある場合があるため、

港湾管理者は、現行の港湾計画の方針との整合について検討を行い、「軽易な変更」、「一部

変更」又は「改訂」の適切な手続をとることが必要である。（※特に、港湾計画の方針を変

更する場合には、一部変更以上の手続をとる必要があるため、注意が必要である。） 

なお、港湾計画を策定していない地方港湾においては、港湾整備事業計画等に位置付け、

遅滞なく当該計画の概要を公示する等の手続を行うことが適当と考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

風力発電施設導入に際して「港湾の管理運営と風力発電施設の共生可能な立地」を明

確化するためには、適地の設定について、港湾計画等に位置づけることが適当と考えら

れる。 

港湾計画に位置付ける場合には、港湾計画の方針を変更する必要がある場合があるた

め、港湾管理者は、現行の港湾計画の方針との整合について検討を行い、「軽易な変更」、

「一部変更」又は「改訂」の適切な手続をとることが必要である。 

図 3-4-3 港湾計画策定の流れ

港湾管理者による
原案の作成

港湾管理者の
港湾計画の策定

諮問

答申
地方港湾審議会

港湾管理者により
国土交通大臣への
港湾計画の送付

港湾管理者により
国土交通大臣への
港湾計画の提出

交通政策審議会
諮問

答申

国土交通大臣審査
基本方針※1
計画基準省令
との適合※2

国土交通大臣より
港湾管理者への通知

港湾計画の概要の公示

※1：港湾の開発・利用及び保全並びに開発保全航路の開発に関する基本方針(港湾法第３条の２）

※2：港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令

(軽易な変更計画の場合）

（変更を求める場合）
　
（変更を求めない場合）
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表 3-4-1 港湾計画の変更の内容 

種別 変更の内容 

改訂 港湾法施行規則第 1条の 3に規定する要件に係る計画の

変更のうち、港湾の開発、利用及び保全等の方針を著し

く変更する場合、取扱貨物量等の港湾の能力を著しく変

更する場合及び港湾の能力に応ずる港湾施設の規模及

び配置を著しく変更する場合 

一部変更 港湾法施行規則第 1条の 3に規定する要件に係る計画の

変更のうち、改訂以外の変更 

軽易な変更 一部変更及び改訂以外の変更 

 

 

―参考― 
 

港湾法施行令（昭和 26 年政令第 4 号） 

第 1 条の 4 法第 3 条の 3 第 1 項の政令で定める事項は、次のとおりとする。 

(1) 港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全の方針 

(2) 港湾の取扱貨物量、船舶乗降旅客数その他の能力に関する事項 

(3) 港湾の能力に応ずる水域施設、係留施設その他の港湾施設の規模及び配置に関する事項 

(4) 港湾の環境の整備及び保全に関する事項 

(5) 港湾の効率的な運営に関する事項 

(6) その他港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全に関する重要事項 

 

港湾法施行規則（昭和 26 年運輸省令第 28 号） 

第 1 条の 3 法第 3 条の 3 第 4 項 の国土交通省令で定める軽易な変更は、当該港湾計画について

の港湾法施行令 （昭和 26 年政令第 4 号。以下「令」という。）第 1 条の 4 第 3 号 から第 6 号 ま

でに掲げる事項のうち次に掲げるもの以外のものに係る変更とする。 

(1) 第 15 条の 8 第 1 項から第 3 項までに掲げる施設（規模又は配置の変更により当該施設とな

るものを含む。）に関する事項の追加、削除又は当該施設の規模若しくは配置に関する事項の

変更 

(2) 第 15 条の 8 第 1 項及び第 2 項第 3 号に掲げる係留施設の用に供する荷さばき施設及び保管

施設の敷地の面積が 3 ヘクタール以上増減することとなる規模に関する事項の変更及び当該

係留施設の用に供する主要な荷役機械に関する事項の追加、削除又は主要な荷役機械の種類若

しくは配置に関する事項の変更 

(3) 面積 20 ヘクタール以上の一団の土地の造成に関する事項の追加若しくは削除又は造成する

土地の規模若しくは配置に関する事項の変更（当該港湾において造成する土地が複数存する場

合であつて、その土地の面積の合計が 20 ヘクタール以上増減することとなる土地の造成に関

する事項の追加又は削除及び当該港湾において造成する土地の規模又は配置の変更に係る部

分の土地が複数存する場合であつて、その土地の面積の合計が 20 ヘクタール以上である規模

又は配置に関する事項の変更を含む。） 

(4) 面積 20 ヘクタール以上の一団の土地に係る土地利用に関する事項の追加若しくは削除又は

土地利用の区分に関する事項の変更（当該港湾の土地に係る土地利用に関する事項の追加又は

削除が複数存する場合であつて、その土地の面積の合計が 20 ヘクタール以上増減することと

なる土地利用に関する事項の追加又は削除及び当該港湾の土地に係る土地利用の区分に関す

る事項の変更が複数存する場合であつて、その土地の面積の合計が 20 ヘクタール以上である

土地利用の区分に関する事項の変更を含む。） 

(5) 第 15 条の 8 第 1 項から第 3 項までに掲げる施設（利用形態の変更により第 15 条の 8 第 1 項

及び第 2 項第 3 号に掲げる係留施設となるものを含む。）の利用形態に関する事項の変更（当

該施設に係る港湾の効率的な運営に関する事項の変更を含む。） 

(6) 港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令 （昭和 49 年運輸省令第 35 号）第 16 条 

及び第 22 条 に規定する事項のうち、第 15 条の 8 第 1 項から第 3 項までに規定する港湾施設

に係るものの追加、削除又は変更 
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（１）適地の港湾計画への位置付けの考え方 

港湾の管理運営と共生可能なウィンドファームの適地を港湾計画に位置付ける場合

には、将来的な港湾の開発、利用及び保全等の方針に影響することが想定されるため、

企業動向、貨物需要、みなとまちづくりや環境保全等を総合的に考慮する必要がある。 

港湾管理者は、陸域については「構造物の利用及び維持、土地利用計画への影響」、

水域については「船舶航行及び錨泊、水産業や近隣空港への影響」「航路・泊地等の水域

施設の維持管理への影響」「港湾防災への影響」について配慮の上で港湾計画の変更案を

作成することが必要と考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-4-4 港湾計画への適地の設定の記載例 

 

現状の港湾計画図 

適地の設定後の港湾計画図 
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（２）地方港湾における適地の設定 

港湾法第 3 条の 3 第 10 項においては「地方港湾の港湾管理者は、港湾計画を定め、

又は変更したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該港湾計画の

概要を公示しなければならない」とされており、港湾計画を策定している地方港湾にお

いて適地の設定を港湾計画に反映させる場合は、遅滞なく当該港湾計画の概要を公示す

る。 

また、港湾計画を策定していない地方港湾において適地の設定に関する計画を策定す

る場合にも、計画概要の公示は「港湾の管理運営と風力発電の共生可能な立地」を明確

化するために有効と考えられることから、港湾法第 3 条の 3 第 10 項の規定を準用し、適

地の設定計画の策定時において遅滞なく当該計画の概要を公示する等の手続を行うこと

が適当と考えられる。 

 

 

避泊水域

再生可能
エネルギー
源を利活用
する区域

沖合防波堤

沖合防波堤を利用した
港湾の管理運営と共生可能な

適地イメージ図

護岸及び未利用地を利用した
港湾の管理運営と共生可能な

適地イメージ図

護岸

未利用地

再生可能
エネルギー
源を利活用
する区域

泊地

係留施設

緑地臨港道路
 

 

図 3-4-5 地方港湾における適地の設定イメージ 
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３．４．３ 適地の設定手法 

３．４．３．１ 適地の設定のための視点 

 

＜解説＞ 

港湾区域におけるウィンドファームの導入に際しては、無秩序な立地となった場合、既

存の港湾施設の機能低下や港湾計画又は長期構想との乖離が生じ、公物である港湾の適切

な管理運営が困難となるおそれがある。 

このため、港湾におけるウィンドファームの導入ニーズが発生した段階等において、港

湾管理者が、港湾の管理運営、船舶の安全な航行及び円滑な貨物取扱等へ配慮した具体的

な制約事項を反映した風力発電施設の設置可能な区域を風力発電の適地として設定し、あ

らかじめ風力発電事業者を含む港湾利用者へ視覚的に分かりやすく提示しておくことが必

要と考えられる。これにより、港湾管理者にとっては風力発電事業者と個別に施設の設置

箇所の調整を行うための負担が軽減されることが見込まれ、風力発電事業者にとっては、

施設の設置可能箇所及び設置可能規模、並びに制約条件等が全体像として視覚的に把握可

能となり、重要な参考情報となる。 

適地の設定は、当該適地での風力発電の事業性の確保を保証するものでないが、設定に

当たっては、港湾の管理運営の視点を前提として、風力発電施設の設置の視点へも配慮し

た上で実施することは適当と考えられる。 

 

（１）港湾の管理運営の視点 

・陸域の場合は、既存の港湾施設等構造物の利用及び維持、土地利用計画への影響 

・水域の場合は、船舶航行及び錨泊、航路及び泊地等水域施設の維持管理、水産業、近

隣空港への影響（港則法、海上交通安全法、海岸法、漁業法、航空法への配慮） 

・将来的な港湾の拡張、機能の再編等への影響 

・風力発電施設の立地による港湾防災への影響 

・適地の設定の許容範囲（港湾の管理運営機能に影響を及ぼさない範囲・規模の検討） 

 

（２）風力発電施設の設置の視点 

・風況等の自然条件を踏まえて、一定の事業規模が確保できる立地 

・施工性、電力系統への接続等に配慮した立地 

・必要占有面積（風力発電施設の設置に必要な面積） 

 

港湾管理者は、港湾の管理運営と風力発電との共生を図る観点で適地の設定を行う必

要がある。ただし、風力発電施設の設置の観点での配慮を行うことも適当と考えられる。
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３．４．３．２ 適地の設定の留意事項 

 

＜解説＞ 

適地の設定においては、港湾の管理運営、現状の港湾施設の利用状況、港湾計画及び長

期構想との整合並びに港湾施設の機能や安全な船舶航行への影響への配慮が必要と考えら

れる。また、背後地域の経済活動や生活環境、自然環境及び景観についても配慮すること

が必要と考えられる。 

そこで、以下に、適地の設定における具体的な留意事項を整理する。 

 

（１）適地の設定の前提条件 

①適地の設定の対象となる施設 

本マニュアルにおける風力発電の適地とは、風力発電施設本体の設置箇所を指してお

り、送電線（海底ケーブル含む。）、変電所又は管理棟といった風力発電関連施設につい

ては、必ずしも適地の範囲内に設置することを想定していない。ただし、風力発電関連

施設の設置により港湾の管理運営に支障が生じる可能性も考えられるので、公募の段階

において、風力発電事業者に対して、風力発電施設本体の立地検討の際にあらかじめ関

連施設の設置について配慮すること及び実際の設置に際して風力発電事業者が港湾管理

者その他関係機関等と適切に協議を行うことを求めることが必要である。 

 

②水深 

一般に、風力発電施設を港湾区域を含む水域に整備する際、水深が深くなるほど設置

工事費用がより高額なものとなることから、一定の水深を超える区域を適地として設定

した場合、その時点の技術水準においては、着床式風力発電施設の設置候補地として現

実性のないものとなることも想定される。当該事項を鑑み、本マニュアルにおいては、

海外及び国内のウィンドファームの実証実験結果等を考慮し、水深 20ｍ以浅の水域を本

マニュアル策定時における風力発電の適地の目安としている。その場合、適地の設定図

に等水深線を表示することは適切と考えられる。 

 

③対象とする風力発電施設の規模 

適地の設定の対象となる風力発電施設の規模は、本マニュアルにおける対象規模とし

て想定している複数の風力発電施設による総出力 1 万 kW 以上を目安とし、本マニュアル

策定時におけるわが国の風力発電施設の主力機の定格出力が約 2 千 kW であることから、

2 千 kW×5 基の風力発電施設が最低限設置可能な範囲を適地として設定することを原則

とする。 

ただし、港湾管理者の判断により、地域の実情等を鑑みて、2 千 kW×5 基に満たない

範囲を適地として設定することも考えられる。 

 

④風力発電施設の最小設置面積 

風力発電施設の設置に必要な最小面積については、既往の研究から風力発電施設を卓

適地の設定の前提条件、配慮すべき事項等、適地の設定において港湾の管理運営との

整合を図るための具体的な留意事項を例示する。 
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越風向に対して直交方向に配列する場合の風力発電施設間の距離として 3D、平行方向に

配列する場合の前後の風力発電施設の間隔として 10D※の距離が確保された範囲とされ

ている。 

 

図 3-4-6 風向の影響を考慮した風力発電施設の設置間隔 

出典：独立行政法人 新エネルギー･産業技術総合開発機構「風力発電導入ガイドブック 第 9 版」 

 

※卓越風向に直交して複数列の風力発電施設を配置する際、前後の配置間隔を考慮せず

に並べると、近隣の風力発電施設同士が相互干渉して風を奪い合うことになり、本来

の発電量が得られなくなるため、風力発電施設のロータ直径の 10 倍の間隔を空ける

ことが必要と考えられる。 

出典：独立行政法人 新エネルギー･産業技術総合開発機構「風力発電導入ガイドブック 第 9 版」 

 

⑤適地の空間の範囲 

適地の空間の範囲は、港湾法第 37 条第 1 項第 1 号の規定を準用し、港湾管理者の占

用許可範囲となる設定区域の上空及び水底下又は地底下に及ぶことを原則とする。 

ただし、次頁以降に記載する配慮事項を踏まえて、適切に適地の設定が行なわれるこ

とが適当と考えられる。 

 

―参考― 

港湾法 

第 37 条 港湾区域内において又は港湾区域に隣接する地域であつて港湾管理者が指定する

区域（以下「港湾隣接地域」という。）内において、左の各号の一に掲げる行為をしよう

とする者は、港湾管理者の許可を受けなければならない。但し、公有水面埋立法（大正 10

年法律第 57 号）第 2 条第 1 項の規定による免許を受けた者が免許に係る水域についてこ

れらの行為をする場合は、この限りでない。 

一 港湾区域内の水域（政令で定めるその上空及び水底の区域を含む。以下同じ。）又は

公共空地の占用 

 

港湾法施行令 

第 13 条 法第三十七条第一項第一号の政令で定める区域は、水域の上空百メートルまで

の区域及び水底下六十メートルまでの区域とする。 
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⑥数値基準の取扱い 

わが国の港湾区域を含む水域での洋上風力発電の事例は少ないため、洋上風力発電施

設の設置による船舶航行、貨物の荷役、物流及び航行安全等港湾の管理運営への影響及

び配慮すべき事項については、本マニュアル策定時点における研究等を基に暫定的な参

考値として示している。具体的な参考値及びその考え方については、参考資料－６に示

している。 

 

（２）適地の設定の際に配慮すべき事項 

①港湾施設の機能、安全な船舶航行等に関する配慮事項 

港湾施設の機能、安全な船舶航行に関して、適地設定に際し配慮が必要な事項につい

て以下に整理する。 

1）航路・泊地・錨地 

航路・泊地・錨地への適地の設定は船舶の安全な航行・錨泊に支障が生じるため、

適地とはならない（航路等の水域施設の位置を移動する計画がある場合は可能と考え

られる）。 

航路等の水域施設の近隣水域に適地を設定する場合においては、風力発電施設の後

流への影響や倒壊等を想定し、適切な離隔距離の確保が必要である。 

また、安全上、問題がないと考えられる場合においても、航行船舶への心理的な圧

迫感により、水域施設の利用範囲が狭まり、間接的に安全な船舶の航行や錨泊に支障

が生じる。このため、水域施設の近隣水域に適地を設定する際には、船会社や水先案

内人等の施設利用者との調整を図った上で設定することが必要と考えられる。 

なお、利用船舶の大型化が進展し、将来、航路等の規模を設定する際に想定した最

大利用船舶の船型を超えることが予想される港湾においては、現行の施設規模の拡充

を視野に入れ、協議会において検討を行い、適地を設定することが適切と考えられる。 

 

2）港口部 

港口は船舶の入出港により船舶交通の輻輳する海域であり、船舶の入出港に当たり

十分な余裕水域を必要とすることから、適地の設定は船舶の安全な航行に支障が生じ

るため、原則、適地として設定しない。港口部の近隣水域に適地を設定する場合は、

船会社や水先案内人等、海事関係者との協議等により適切に設定することが望ましい。 

 

3）岸壁及びエプロン 

岸壁及びエプロンについては、貨物の荷役や旅客の乗降に支障が生じる他、施設の

構造に明らかに影響が生じるため、原則、適地として設定しない。 

 

4）河口近隣水域 

河口近隣水域においては、風力発電施設の存在やそれに伴う土砂の堆積等により、

河川水の流れを阻害し、台風や豪雨時に河川の氾濫や水害を引き起こす可能性も考え

られる。このため、河口近隣水域における適地の範囲については、河川担当部署との

協議の上、適切に設定することが必要である。 
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5)船舶交信用無線 

船舶は自動車に比べて制動距離が非常に長いため、万が一、電波障害が起きた場合

は船舶同士の衝突のような大惨事につながる可能性は否定できない。 

しかし、風力発電施設による船舶交信用無線への影響は、洋上風力発電施設の整備

事例が少ないことから、本マニュアル策定時点においては具体的な影響範囲を示すこ

とは困難である。ただし、先行調査注）における遮蔽障害の影響から類推する限りでは、

風力発電施設の設置が船舶交信用無線に与える影響は軽微なものと考えられる。 

注）出典：総務省関東総合通信局 

「海難防止に共通に使用できる通信システムの構築に向けた海上伝搬調査報告書」 

 

6)船舶用レーダー 

船舶は、自船の位置や他船の動静を把握するため、船舶用レーダーを使用して運航

している。港湾にウィンドファームを導入するとき、船舶用レーダーに偽像などの電

波障害を与える懸念がある場合は、事業を行う風力発電事業者により船舶の安全な航

行を図るための対策を講じることが望まれる。 

 

7)船舶通航信号所無線施設等 

適地設定区域に船舶通航信号所の航路標識法に基づく無線施設等への影響に関す

る調査の必要な区域が含まれる場合、ウィンドファームの導入に先立って船舶通航信

号所の無線施設等への影響に関して、協議会において風力発電事業者と海上保安庁と

の協議が必要になる。 

 

8) 航路標識 

船舶航行の安全性を確保するために、適地の設定に際しては、入港時に航路正面と

なる水域等、航路標識の視認性に影響が生じる水域について、協議会における助言を

基に配慮することが適切と考えられる。なお、視認性への影響に関する詳細な検討に

ついては、風力発電事業者が、船会社や水先案内人等、関係者との協議等を基に行う

ことが適当と考えられる。 

 

②その他の配慮 

1）空港施設 

空港等周辺においては、航空機が安全に離着陸するために周辺の一定の空間を障害

物がない状態にしておく必要がある。このため、航空法において制限表面（進入表面・

転移表面・水平表面）を設定しており、当該表面の上に出る高さの建造物、植物その

他の物件について、これを設置し、植栽し、又は留置することが禁止されている。本

マニュアルで想定する定格出力 2 千 kW 級の風力発電施設は、平均高が約 120m（ハブ

高 80m＋ロータ半径 40m）であり、全ての転移表面及び水平表面並びに多くの進入表

面を超える高さであることから、制限表面が設定されている区域については、原則と

して適地を設定しないことが適当と考えられる。 
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（参考） 

 水平表面、円錐表面及び外側水平表面に係るもので「仮設物」、「避雷設備」又は

「地形又は既存物件との関係から航空機の飛行の安全を特に害さない物件」について

は、申請により承認を受ければ、当該制限表面の上に出て、これを設置することもで

きる。 

 
図 3-4-7 制限表面の平面概略図例 

 

なお、詳細については以下を参照するものとする。 

・東京航空局 http://www.cab.mlit.go.jp/tcab/info/02.html 

・大阪航空局 http://ocab.mlit.go.jp/news/limit/ 

 

2)航空保安無線施設 

風力発電施設の設置による航空保安無線施設等への影響については、その影響につ

いての調査が必要な区域に風力発電施設の設置が計画される場合に、各空港事務所等

と風力発電事業者によって協議が行われている。このため、適地の設定を行う際には、

事前に地方航空局の管制技術課へ連絡し、調査が必要な区域について確認するととも

に、調査が必要な場合は管轄空港事務所等の情報提供を求めることが必要と考えられ

る。また、当該港湾に調査が必要な区域が含まれる場合は、協議会における空港事務

所等の助言を参考に、適地の設定を行うことが適当と考えられる。 

 

3)用地 

・交通機能用地（臨港道路・その他道路）は当該道路に流入する交通量を基に幅員が

設定されており、円滑な交通に支障が生じるため、原則、適地を設定しない。 

・ふ頭用地については、貨物の荷役や旅客の乗降に支障が生じるほか、施設の構造に

明らかに影響が生じるため、原則、適地として設定しない。 

・都市機能用地には、騒音・低周波音や日照権、電波障害等の影響が懸念されること

から、適地を設定しないことが適当と考えられる。 
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・工業用地、港湾関連用地等、売却・賃貸を前提とした用地は、経済活動に支障が生

じることが懸念されるため、適地を設定するためには、既存立地企業等の同意が必

要である。 

・緑地への適地の設定においては、当該緑地の性格を把握し、機能を損なわないよう

配慮することが必要と考えられる（例：防災緑地の位置付けがある場合、災害時の

土地利用に配慮する）。また、隣接用地の機能を損なわないように配慮することが

必要と考えられる。 

・未利用地や廃棄物最終処分場として利用又は計画されている用地のうち、最終処分

場の廃止後の土地利用計画が計画されていないものについては適地の設定が可能

と考えられるが、廃棄物担当部局と十分な調整を行った上で、企業誘致関連部署と

の合意の基に設定するなどの配慮が必要と考えられる。 

 

＜未利用地の取扱いについて＞ 

臨港地区における土地利用は港湾計画により土地利用計画（用途及び所用面積）

が定められている。土地利用計画は取扱貨物量や利用船舶隻数、乗降客数等を基に

設定されており、臨港地区内に風力発電施設を設置することは、本来、用地が有す

る施設能力の低下につながることが懸念される。また、公有水面埋立法の規定によ

り埋立地については竣功認可の告示後１０年間は免許又は用途変更の許可の際に告

示された用途に従い利用される必要がある。 

未利用地や港湾計画上の土砂処分場について適地の選定を行う場合は、風力発電

施設の設置期間が長期に渡ることから、港湾計画の変更手続や公有水面埋立法に定

める所定の手続を速やかに行い、土地利用計画や埋立地の用途の整合を図るととも

に、早期に土地利用を開始することが必要と考えられる。 

 

・国立公園、国定公園、国指定鳥獣保護区（以下「国立公園等」という。）にかかる

場合、まずは、国立公園等の区域外で検討するものとする。 

 

4)自然環境 

・藻場・干潟等への適地設定は、生態系や水産業への影響が懸念されるため、関係者

や専門家等との協議又は協議会等を活用して設定することが必要と考えられる。な

お、風力発電施設の設置後に影響が明らかになった場合、風力発電事業者は関係者

との協議の上、適切な対策を講じることが必要と考えられる。 

 

5)景観 

・適地の設定の際には、港湾の空間や名勝・景勝をはじめとする背後地域の景観に影

響がないよう配慮することが必要である。 
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３．４．３．３ 地元水産業との調整 

 

＜解説＞ 

水産業が営まれている港湾区域等において適地を設定する場合は、水産業との調整に一

定の時間及びコストを要することが想定される。 

水産業との調整に際しては、漁業権の取扱いに関わらず、関係者間の協議及び合意が必

要となることを前提に、適地の設定に要する時間及びコストと港湾管理者の風力発電導入

に関する意向が合理的に整合している必要がある。漁業権の種類に応じた基本的な考え方

は以下の内容が想定されるが、港湾によって地域条件等が異なるため、適地の設定に関す

る港湾管理者の意向及び地域の水産業の実情等に応じて、各港湾で具体的な方針を定める

ことが適当と考えられる。 

 

（１）漁業権水域 

①自由漁業 

許可漁業以外の漁業であり、特に行政庁の免許や許可を必要としない自由漁業が営ま

れている水域については、漁業就業者又は遊漁船経営者等の関係者との協議の上、適切

に適地の設定を行う必要がある。 

 

②共同漁業権水域 

小型定置網、刺し網の設置、採貝・採藻等が行われている水域であるが、風力発電施

設の設置形態によっては、施設立地と水産業が両立・共生できる可能性もあり、関係者

協議を前提として適地の設定は可能と考えられる。ただし、適地の範囲については、漁

業就業者又は漁業協同組合等関係者との協議の上、適切に設定する必要がある。 

 

③区画漁業権水域 

区画漁業権が設定された水域は、主として大規模な養殖用生け簀等が設置されている

区域であり、風力発電施設の設置については、工事期間中の漁業に与える影響が大きい

水域と考えられる。一方で、風力発電施設の基礎部分を生け簀等の部材として活用する

等の漁業協調型の風力発電の実施の可能性も考えられる。 

このため、設定に当たっては漁業就業者又は漁業協同組合等関係者との協議が確実に

整っていることが必要となり、適切な関係者交渉を前提とすれば適地の設定は可能と考

えられる。 

 

④定置漁業権水域 

定置漁業権は漁具を定置して営む漁業が行われる区域であり、一部を除き、水深 27m

以深に設定される。一方、本マニュアル策定時点の技術水準を鑑みた場合、水深 20m 以

港湾において水産業が営まれている区域を風力発電の適地として設定する際には、地

元水産業との共生を図るために、関係者間の協議及び合意が前提となる。 

設定に際しては、具体的な手続負担を考慮するとともに、港湾によって漁業種類や規

模等、地域条件等が異なるため、適地の設定に関する港湾管理者の意向及び地域の水産

業の実情等に応じて、各港湾で具体的な方針を定めることが適切と考えられる。 
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浅の水域が着床式洋上風力発電の適地として注目されているため、定置漁業権水域は着

床式洋上風力発電の適地ではないと考えられる。しかし、今後の技術開発等により、着

床式洋上風力発電施設の設置コストが低減し、水深 20m 以深の海域においても事業が成

り立つようになることも考えられ、その段階では、当該水深の海域を適地として設定す

ることも考えられる。その場合、港湾管理者の判断により、定置漁業権水域において適

地の設定を行うことも想定される。ただし、適地の設定に当たっては漁業就業者又は漁

業協同組合等関係者との協議が確実に整っていることが必要となるが、適切な関係者交

渉を前提とすれば適地の設定は可能と考えられる。 

 

（２）港湾に隣接した漁港区域 

漁港区域は、漁船の係留・航行、漁獲物の水揚げ及び加工等が常時行われる水産業の

拠点であり、風力発電施設の設置により、水産業への影響が生じることが考えられるた

め、港湾に隣接した漁港区域における適地の設定については漁港管理者と協議を行い、

その合意に基づいて協働して検討することが必要と考えられる。 

 

表 3-4-2 漁業に配慮した適地の設定方針（案) 

区分 定義 適地設定に係る留意事項 適地の設定の方針 
自由漁業 許可漁業以外の漁

業であり、格別行政
庁の免許や許可を
必要としない漁業 

マリンレジャー等、漁業以
外の他の水域利用者と同様
の利用調整が必要となる。

設定可能と考えられる
が、施設設置の際には水
域利用者への配慮が必要
となる。 

共同漁業権 
（存続期間： 
10 年） 

一定の水面を共同
に利用して漁業を
営む権利 
〔例：アワビ、サザ
エ、ウニ漁業、小型
定置網、固定式刺し
網、内水面漁業〕 

小型定置網、刺し網の設置、
採貝・採藻が行われている
区域であり、風力発電施設
の設置形態によっては、施
設立地と水産業が両立・共
生できる可能性がある。 

関係者協議を前提に設定
可能と考えられるが、設
定後に水産業への具体的
な影響との関係で、事業
者の適切な対応が求めら
れる。 

区画漁業権 
（存続期間： 
5 年（一部 10
年)） 

一定の区域におい
て養殖業を営む権
利 
〔例：ノリひび建養
殖、魚類小割式養
殖、クルマエビ築堤
式養殖、ハマグリ地
まき式養殖〕 

養殖用生け簀が設置された
区域であり、風車設置の際
は漁業権の整理が必要とな
る可能性が高いが、風車を
生け簀の部材として活用す
る等の漁業協調型風力発電
も考えられる。ただし工事
期間中の漁業への影響は大
きいことが想定。 

設定に当たっては協議が
確実に整っていることが
必要となる。 

定置漁業権 
（存続期間： 
5 年） 

漁具を定置して営
む漁業であって、身
網の設置水深が 27m
以上のもの（一部例
外あり）を営む権利
〔例：ブリ定置網、
サケ定置網〕 

定置漁業権は水深 27m 以深
の水域に設定されるが、本
マニュアル策定時点での技
術水準を鑑みた場合、水深
20m 以浅の水域が着床式洋
上風力発電の適地と考えら
れる。 

設定に当たっては協議が
確実に整っていることが
必要となる。 

漁港区域 漁港漁場整備法第 6
条第 1 項から第 4 項
までの規定により
市町村長、都道府県
知事又は農林水産
大臣が指定した漁
港の区域 

適地設定は漁港漁場整備法
第 39 条に基づき、漁港管理
者のみが行うことができる
と考えられる。港湾区域と
漁港区域は重複しない。 

漁港管理者と協働して検
討していくことが必要と
考えられる。 
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（３）施設整備・運営における配慮 

港湾管理者が地元水産業と調整の上で適地を設定した場合には、風力発電施設の整備

及び運営に係る風力発電事業者と水産業との調整に関して、以下の内容を風力発電事業

者の公募の際に確実に周知することが重要であるとともに、適地の設定の際の関係者と

の交渉内容についても、風力発電事業者に情報提供することが必要と考えられる。一方、

洋上風力発電と水産業との共生については、現在様々な場面で検討が行われているため、

港湾管理者は公募において水産業と共生を図る風力発電事業の提案があった場合には、

積極的に評価することが適当と考えられる。 

 

・風力発電の導入による水産業への具体的な影響が明らかになった場合、風力発電事業

者は関係者との協議の上、適切な対応をとることが必要であること。 

・風力発電事業者は、水産業との共生を図るための工夫を積極的に行うことが適切と考

えられること。 

 

（洋上風力発電と水産業との共生に関する検討例） 

一般社団法人海洋産業研究会による洋上風力発電等漁業協調提言（中間とりまとめ） 

 （海洋産業研究会 HP：http://www.rioe.or.jp/） 
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３．５ 風力発電事業者の選定 

３．５．１ 公募手続 

 

＜解説＞ 

港湾区域等における風力発電施設の設置権原は港湾法第37条第 1項に基づく占用許可で

あり、本マニュアル策定時点では、風力発電事業者からの要請に対して港湾管理者が個別

に占用許可決定を行っているのが実情である。今後、風力発電施設の大型化、事業の大規

模化が進行し、さらに水域での事業展開が一般化した場合、同一港湾内における複数事業

者の競合も見込まれ、公物としての港湾の公平な利用機会の確保という点で問題が生じる

可能性がある。また、港湾管理者が長期的な視点での風力発電導入計画を有する場合であ

っても、占用許可申請への個別対応という方式のみでは風力発電施設の散発的・無秩序な

立地につながることも懸念される。このことから、港湾の公平な利用を確保し、適切な事

業者の参加を促すという観点から、風力発電事業者の選定は原則として公募によることが

適切と考えられる。具体的な公募手続について以下に整理するとともに、公募要項の例を

参考資料－２に示す。 

 

（１）公募主体 

港湾区域等における占用許可については港湾管理者のみが有する権限であり、港湾管

理者は占用の可否の判断に当たっては、港湾の利用もしくは保全への著しい支障や港湾

計画遂行への著しい阻害をもたらすことのないように、港湾環境、港湾利用の状況のみ

ならず、地域の自然的又は社会的条件等の諸般の事情を十分に勘案し、行政財産の管理

としての側面からだけではなく、港湾法の目的の下で地域の実情に即してその判断を行

うことが求められる。 

このため、公募主体は必然的に港湾管理者となり、港湾管理者は、協議会における関

係機関及び関係者の助言を参考に、合理的な占用許可判断を行うことが必要である。 

 

（２）公募手続 

標準的な公募手続の手順を図 3-5-1 に示す。これは提案型公募プロポーザルによる選

定を想定した例だが、各港湾における地域の実情、風力発電導入の形態等を踏まえて適

切な公募手法や手順を選択することが適切と考えられる。例えば、風力発電事業者から

の要請等風力発電の導入ニーズの高まりに対応する形で適地設定の検討が開始されるケ

ースも想定され、その場合に適地の設定の検討と平行して港湾の管理運営と共生できる

風力発電事業導入の具体的な検討（公募要件、事業スケジュール等）を行うことも考え

られる。 

風力発電事業者は、原則として港湾管理者が行う公募により選定することが適切と考

えられる。ここでいう公募とは、港湾管理者が、適地として設定した区域において事業

を希望する者から、具体的にその事業内容等についての企画提案を募集することを指し

ている。 

公募選定の手順は、①公募要件の設定、②検討組織の構成・審査基準の作成、③事業

者募集、④提案内容検討・事業者選定、⑤事業予定者との協議、⑥占用許可決定の流れ

を想定している。 
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※風況観測調査及び環境影響評価については、並行して実施することも考えられる。 

図 3-5-1 公募手続の流れ 

 

①公募要件の設定 

公募要件は、関連法令の遵守のほか港湾の管理運営への配慮及び整合を前提とし、協

議会における助言を踏まえて港湾管理者が定めることが基本となる。具体的な内容は

3.5.3 公募要件 で説明している。 

 

②審査基準の作成 

公募における審査基準については、協議会からの助言を参考に、港湾管理者が定める

ことが基本となる。ただし、協議会の構成団体が応募者となることも考えられることか

ら、当該団体以外の協議会における構成団体と、必要に応じて参画する外部有識者等で

構成される検討組織（以下「検討組織」という。）が、港湾管理者の検討の支援を行うこ

とが適当と考えられる。なお、当該検討組織の構成については、協議会の助言等を参考

に、港湾管理者が選任することが適当と考えられる。また、外部有識者については、再

生可能エネルギー分野、港湾計画分野、環境分野等に関する専門家を地域の大学、研究

機関等から選任することが適当と考えられる。 

港湾管理者 風力発電事業者 

検討組織の構成 

公募要件の設定 

審査基準の作成 

事業者募集 

（公募） 

提案内容審査 

公募内容の確認 

提案書・応募書類

等の作成 

事業予定者決定 

工程(想定) 

提出
公示から事業

予定者決定ま

で 5～6 ヶ月 

公示 

詳細協議 

協議会 

情報の共有 
助言 

情報の共有 
助言 

施設設計 

風況観測調査※ 

占用許可申請 

決定 

提出

申請書受領・許可

許認可等手続

の円滑化 

調整 環境影響評価※ 

建築確認申請 

FS(経済性検討)
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審査基準は、公募要件への適合性を審査するという観点で設定するものとし、具体的

な内容は 3.5.4 審査基準 で説明している。 

 

③事業者募集 

風力発電事業者の公募時には、公募要件を具体的に記載した公募要項を公表すること

を原則とし、必要に応じて、公募対象区域（適地）の自然条件・敷地条件等のデータ、

主な占用許可条件等をあわせて公表することが適当と考えられる。 

 

④提案内容の検討 

提案審査については、審査基準の作成と同様に協議会又は検討組織において提案内容

の検討を行い、その検討結果を踏まえて港湾管理者が事業予定者を選定することが基本

と考えられる。審査は、提案書の書類審査を基本とし、必要に応じたヒアリング等の実

施、二段階審査の活用等、合理的な審査の実施が重要と考えられる。具体的な内容は

3.5.5 審査の手順 で説明している。 

 

⑤事業予定者の選定、詳細協議及び占用許可の決定 

港湾管理者は、選定された事業予定者と協議会において風力発電の詳細に関する協議

を行った上で、港湾利用状況や港湾整備の将来構想との整合を考慮して占用許可を決定

する。公募段階での公募要項の公表、それに応じた提案書類の提出及び審査による選定

は、条件付の占用の確約と位置付けられ、正式な申請及び許可は、事業予定者による風

況観測等の各種調査、環境影響評価等を経て建築確認等を受けた段階で、各港湾におけ

る水域占用等に係る条例・規則等に基づいて行われることが考えられる。 

 

（３）公募実施時期 

公募選定手続は、風力発電の適地の設定を踏まえて行われることが最も適切と考えら

れる。 

 

（４）行政手続法との関連 

港湾区域等における風力発電施設の設置権原となる占用許可は、行政手続法に規定す

る行政庁の処分に該当する。占用許可決定に当たって、港湾管理者は許認可等の性質に

照らして具体的かつ明確な審査基準を定め、その審査基準を公にする（行政手続法第 5

条）とともに、申請に対する標準的な処理期間を定める必要がある。（同法第 6 条）各港

湾管理者が公募により風力発電事業者を選定する際には、参考指針を踏まえ、かつ地域

の実情に応じた審査基準を設定し、あらかじめ公表された選定スケジュールに従った事

業者選定を実施することで、行政手続法が求める行政運営における公正の確保と透明性

の向上にも資すると考えられる。 

 

（５）現行の水域占用許可関係条例・規則等との関連 

本マニュアルを基に風力発電の適地の設定及び風力発電事業者の公募選定等を行う際

には、港湾管理者は水域占用等に関する条例・規則等の手続を確認の上、条例・規則等

への抵触のおそれがある場合は、本マニュアルの手続と条例・規則等の整合を図ること

が必要である。 
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３．５．２ 公募の前提条件 

 

＜解説＞ 

（１）公募による事業者選定の位置付け 

風力発電事業者の公募における応募及び選定は、将来的に占用許可を優先的に付与す

る可能性を想定した条件付の占用の確約という位置付けであり、公募への応募及び選定

をもって直ちに占用許可申請及び決定となるものではない。 

本マニュアルでは、事業者選定後に、風力発電事業者が自ら風力発電施設の設置のた

めに必要な風況観測調査等の各種調査及び環境影響評価法に基づく環境影響評価を行う

ことを想定している。その後、協議会における港湾管理者、風力発電事業者及び関係機

関等の詳細条件に関する協議を経て、風力発電事業者の事業化判断が行われる。最終的

には、発電施設の建築確認等を受けた段階において、占用許可申請を受理し、占用許可

決定が行われることが考えられる。よって、公募要項において事業者選定の位置付け及

び公募による事業者選定は港湾の占用及び事業化を保証するものではないことを明確に

示すことが必要と考えられる。 

 

（２）公募対象区域 

公募対象区域については、各港湾における適地の設定結果に基づいて定めることが適

切である。公募の際には、具体的な場所及び面積を明示するとともに、当該箇所の都市

計画関連情報、地盤条件、敷地図（適地の設定図）等の現況情報をあらかじめ提示する

ことが適切と考えられる。 

港湾管理者が設定した適地における公募対象区域の考え方の詳細については、3.5.2.1 

 公募対象区域 で説明している。 

 

（３）事業規模・設置形態 

公募する風力発電施設の事業規模については、本マニュアルで想定する総出力 1 万 kW

以上を目安に、公募対象区域において風力発電事業者の自由提案に委ねる方式、あらか

じめ導入規模（定格出力・基数）を指定する方式又は上限を定めて風力発電事業者に提

案を求める方式が考えられる。各港湾の自然条件・社会的条件に応じて適切に定められ

るとともに、系統連系の状況等により電力系統の受入に制約が明らかになっている場合

には発電量について一定の上限を設けることも適切と考えられる。この場合、公募する

発電規模の上限については、協議会を活用してあらかじめ地域電力会社と事前協議及び

確認を行うことで、円滑な事業導入につながる可能性があると考えられる。 

定格出力と基数の組合せについては、事業性を含む風力発電事業者の創意工夫の余地

公募の前提条件は、事業者選定の位置づけ、公募対象区域、事業規模・設置形態、事

業期間、発電電力の活用方法、公募スケジュール及び応募資格等であり、港湾管理者は

これらについて協議会における助言を参考に整理し検討することが適切である。 

検討に際しては、事業者選定が直ちに占用許可決定となるものではなく、また、発電

事業者の事業化を保証するものでないことを明確にした上で、風力発電施設の設置に関

する概要、風力発電事業者が備えるべき条件等について具体的に定めることが適切と考

えられる。 
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が大きい部分であり、公募対象区域の範囲内で風力発電事業者の提案に委ねることが適

切と考えられるが、その場合においても、航路・泊地・錨地に設定された水域と風力発

電施設との離隔距離の確保、景観への影響及び空港が近い場合の高さ制限等に配慮する

必要がある。 

風力発電施設の設置形態については、一般的な港湾区域の水深を鑑みれば着床式が現

実的と考えられる。支持構造等については、地盤等への影響及び施工形態に配慮した上

でその形式等を風力発電事業者の提案に委ね、その適否を協議会等で検討することが適

当と考えられる。 

 

（４）事業期間 

事業期間については、占用許可決定及び発電開始の時期の目標又は目安を公募時に示

すことが適当と考えられる。なお、環境影響評価の実施、提案される風力発電施設の規

格等によって発電開始までに要する期間が異なる可能性があるため、あらかじめ応募す

る風力発電事業者に具体的なスケジュール案の提案を求めた上で、選定後の事業予定者

との協議により詳細を確定させることが適当と考えられる。 

 

（５）発電電力の活用 

発電電力は地域電力会社への売電が基本になると想定される。ただし、公募時に風力

発電施設からの非常用電力供給に関する風力発電事業者の提案を受け付けることも考え

られる。その場合、供給方法、供給設備及びその費用負担等に関する風力発電事業者の

具体的な提案をあわせて求め、選定後に詳細協議を行うこととしておくことが適切と考

えられる。 

また、そうした提案を行った風力発電事業者が選定された場合、港湾管理者と当該事

業者とで協議を行って非常用電力供給に関する災害協定等を締結する等、実際の電力供

給について具体的な取り決めを定めることも必要と考えられる。 

 

（６）公募スケジュール 

公募スケジュールについては、公募要項の公表以降、提案書類の受付及び提案審査に

ついて十分な期間を設けることが適切と考えられる。提案書類作成期間については、応

募者が行う配置検討、概略設計、スケジュール検討、資金計画策定等に必要な時間を考

慮した場合、本マニュアルで想定する標準的な公募要件の場合において 2～3 ヶ月程度は

必要と考えられる。また、提案審査期間については、提案内容の整理、審査に助言を求

めるための会議等の開催及び審査に必要な事務手続の時間を見込んで、2～3 ヶ月程度又

はそれ以上の期間が確保されることが必要と考えられる。 

 

（７）応募資格 

風力発電事業者の応募資格については、原則として各港湾管理者の契約関連規則等を

参考に定めることになる。地方自治法施行令第 167 条の 4（一般競争入札参加制限規定）

の規定、会社の法的整理（破産法、民事再生法及び会社更生法関連）に関する規定、暴

力団排除条例等の暴力団の影響力排除に関する規定、市町村・都道府県民税等滞納事業

者の応募資格制限等に関する規定等についても確認することが必要と考えられる。 

また、実績要件については、本マニュアル策定時点では洋上風力発電の国内での実例
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が少ないため、洋上風力発電の国内実績のみを条件とした場合、参画できる事業者が限

定されることが危惧されることから、陸上での実績を当面重視せざるを得ないものと考

えられる。また、海外での設置を実績として認める場合については、緊急時の対応につ

いて応募資格で定めるとともに、海外での実績・ノウハウをどのように国内の港湾での

設置に活かしていくかということについて、応募者から具体的な提案を求めることが適

当と考えられる。 

なお、単独企業のみでなく、共同企業体による応募を認める場合には、応募及び事業

実施に必要な諸手続を代表して行う代表企業を定めること、構成企業間での出資割合及

び役割分担について確認することが必要と考えられる。また、特別目的会社による応募

を認める場合において、事業実施までに特別目的会社の設置を提案する応募があった場

合には、当該事項を占用許可条件とする又は当該事項についての覚書を締結し（３．５．

３．４ 占用許可手続等 参照）、特定目的会社の設置を確認した上で占用を許可するこ

とが適当と考えられる。 
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３．５．２．１ 公募対象区域 

 

＜解説＞ 

港湾管理者が設定した適地の範囲における風力発電事業者の公募対象区域の考え方につ

いて整理する。 

 

（１）公募対象区域の規模 

1 回の公募で対象とする区域は、洋上風力発電の事業性や環境影響評価法との整合を

考慮し、原則として合計出力 1 万 kW 以上（2 千 kW×5 基）の施設設置が可能な規模とす

る。ここで、適地の設定状況等により公募対象区域が複数の区画で構成されることがあ

る点に留意する必要がある。 

その上で、1 つの港湾における適地の面積が一定程度確保されているが公募の対象区

域を適地の全範囲とすることが現実的でない、又は、電力系統の受入状況等の事情で発

電量が制限されている、等の事情がある場合は、港湾管理者の判断により、単一又は複

数の区画を 2 回以上に分けて段階的に公募することも考えられる。その場合は、複数の

事業者による風力発電施設が並立することで景観の調和が損なわれないように配慮する

ことが適切である。また、複数事業者が異なる時期に施設設置を行う場合、環境影響評

価の実施段階において、評価対象範囲、実施者等の取扱い等に関する整理が必要となる

可能性がある（図 3-5-2 参照）。 

なお、風力発電施設の設置に係る環境影響評価法に基づく環境影響評価は、都道府県

担当部局及び経済産業省との協議に基づいて風力発電事業者が実施することになる。 

 

（２）公募事業者数 

1 回の公募で選定する風力発電事業者数は、環境影響評価法に基づく環境影響評価と

の整合を図るとともに、景観へ配慮し、調和のとれた配置を実現するという観点から、

原則として 1 事業者とすることが適切と考えられる。 

公募対象区域内において、水深等の優位な最適地点を選択する等、風力発電事業者に

よって当該区画の部分使用提案がなされた場合、港湾管理者の判断で公募対象区域内の

部分的な占用を認めることも考えられる。ただし、残りの区画について、さらに公募を

実施し、別の風力発電事業者に占用を許可する場合には、隣接した既存の風力発電施設

を鑑みた景観の調和への配慮が必要となることについて、留意を促しておくことは重要

となる。 

港湾管理者が設定した適地における公募対象区域の規模は、原則として総出力 1 万 kW

以上の風力発電施設の設置が可能な範囲とし、1 回の公募で 1 事業者を選定することを

基本とする。 

ただし、具体的な公募及び選定の実施方法については、景観の調和や環境影響評価の

実施形態等を考慮の上、各港湾の状況に応じて港湾管理者が合理的に判断することが適

当と考えられる。 
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図 3-5-2 風力発電施設の立地による環境影響評価に関する検討例 

航路等を挟んだ複数の区画
で異なる発電事業者が風力
発電施設を設置する場合、
区画間の距離によっては環
境影響評価の対象範囲・実
施者等が異なる場合がある。

風力発電適地の設定

主
風

向

航路等を挟んだ複数の区画
で異なる発電事業者が風力
発電施設を設置する場合、
区画間の距離によっては環
境影響評価の対象範囲・実
施者等が異なる場合がある。

風力発電適地の設定

主
風

向
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３．５．３ 公募要件 

３．５．３．１ 一般的事項 

 

＜解説＞ 

（１）公募要件の例（必須事項） 

①港湾の管理運営との共生 

施設の設置及び運営に際しては、船舶航行、錨泊、貨物の荷役、物流及び旅客の乗降

といった港湾機能の妨げとならないようにするとともに、周辺地域における活動にも影

響を与えないように求めることが必要である。 

以下の項目について、それぞれ各港湾の状況に応じた具体的な対応策を提案させるこ

とが考えられる。 

・ 港湾の開発、利用又は保全への影響 

・ 船舶の航行安全への影響 

・ 海岸保全区域への影響 

・ その他港湾の管理運営への影響 

 

②安全性の確保 

風力発電事業者が設置する風力発電施設は、その技術について安全性・信頼性を担保

できると認められる稼働実績を有するものとすることが必要と考えられる。ただし、公

募の時点では応募する各風力発電事業者は詳細な現地調査を行っていないことが想定さ

れるため、風力発電施設の種類及び基礎形式等を定めることは難しく、また、洋上風力

発電施設の設置に係るわが国の標準的な技術基準は本マニュアル策定時点では定められ

ていないため、公募要件としての風力発電施設の構造安全性の確保については、建築基

準法の遵守を求めることが基本となる。なお、将来的に沖合での設置を前提とした洋上

風力発電施設の設置に係る標準的な技術基準が定められた場合は、当該基準を公募要件

として活用することが必要と考えられる。 

その他に、風力発電施設の構造安全性への配慮として、建築確認申請に際して風力発

電事業者が使用する、通常に比して高度な基準書・マニュアル類の提案を評価すること

が考えられる。現在わが国で風力発電施設の設置の際に使用されており、参考とするこ

とが必要と考えられる基準書・マニュアル類について、参考資料－４に示している。 

加えて、施設の管理運営に関する安全性について、不測の事故等の緊急時対応等に関

する対応マニュアルの作成、教育訓練の実施といった安全対策を講じることを提案事項

として求めることが適切である。 

公募要件については、関係法令の遵守のほか、港湾の管理運営との共生を前提とした

上で、海洋基本法第 25 条に示される「沿岸域の総合的な管理」の考え方との整合を図

り、安全性の確保、環境及び社会受容性への配慮、確実な事業推進体制等に関する要件

を満たすものとして整理することが適当と考えられる。 

また、港湾の管理運営との共生のために必要不可欠な公募要件以外についても、港湾

管理者は、各港湾の自然条件・社会条件及び公募の目的等を考慮した上で、公的主体と

して社会的通念を逸脱せず、風力発電事業者にとって過度の負担とならない範囲で条件

を設定することができる。 
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③地球・地域環境への配慮 

風力発電事業の実施は、地球温暖化の原因となる温室効果ガスの排出削減に貢献する

ものであることから、期待される温室効果ガスの排出削減量とその算定根拠の提示を求

めることが適当と考えられる。 

また、景観及び環境への配慮については、参考指針等を参考にしつつ、環境影響評価

法及び景観保護関連条例等を踏まえて、地域の実情を鑑みて要件を定めることが必要と

考えられる。具体的には、水質汚濁、騒音、振動などについて、関係法令及び県の条例

等が定める規制値を遵守するとともに、発電事業者による自主管理値等の提案、並びに、

重要な種及び注目すべき生息地・群落の分布、生息・生育の状況等を踏まえ、生息・生

育環境への配慮を求めることが考えられる。その際、風力発電施設の立地における自然

環境への影響については、別途、環境省「風力発電施設の審査に関する技術的ガイドラ

イン(平成 23 年 3 月)」、環境省自然環境局野生生物課「鳥類等に関する風力発電施設立

地適正化のための手引き」に従って対応することを求めることは適切である。 

 

④地域における社会受容性への配慮 

風力発電施設は、港湾管理者の公募より選定された風力発電事業者が自らの費用と責

任において設置するものであり、施設設置に関する地域住民への説明等、当該地域にお

ける社会受容性の確保のための取組は、風力発電事業者が責任を持って実施することが

原則となる。具体的には、施設設置に当たっては事前に地元説明会を開催すること、地

域住民等からの意見等に対しては誠意を持って対応すること等を求めることになる。 

また、地域住民及び港湾利用者にとって親しみの持てる風力発電施設の配置・デザイ

ン等、港湾アメニティへの配慮を求めることは、地域における社会受容性への配慮とし

て有効であると考えられる。 

 

⑤確実な事業実施体制の確保 

本マニュアルが対象としている風力発電事業は、長期間、港湾空間における一定の範

囲を占用することになるため、風力発電事業者の継続的かつ安定的な事業実施に係る事

業推進体制について確認することにより、港湾管理者としても発電事業の事業リスクへ

対応しておく必要がある。具体的には、公募の際に風力発電事業者（共同事業体の場合

はその構成企業）の企業概要、商業登記簿謄本及び 3 カ年程度の財務諸表の確認、占用

期間中の具体的な事業計画（施設設置・維持計画、事業者間及び港湾管理者との連絡窓

口の設置を含む事業実施体制計画、資金収支計画、資金調達計画等）及び風力発電事業

リスクに関する対応策等の審査により、風力発電事業者の事業実施体制を確認すること

が必要と考えられる。 

 

⑥系統連系に関する事項 

風力発電施設の地域電力網への系統連系については、最終的には風力発電事業者と地

域電力会社の協議により決定することが想定されるため、公募の際は、あらかじめ風力

発電事業者に対し系統安定のための対応（例：資源エネルギー庁「電力品質確保に係る

系統連系技術要件ガイドライン」の遵守）について確認することが適切となる。 

なお、港湾管理者が、協議会での地域電力会社との協議等により公募段階で系統連系
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に関するある程度の要件、系統連系協議に関するスケジュール等を示すことが可能な場

合は、公募時にこれらを示すことが、応募者のより具体的・建設的な提案につながると

考えられる。 
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（２）公募要件の例（任意事項） 

港湾の管理運営との共生のために必要不可欠な公募要件以外についても、港湾管理者

は、各港湾の自然条件・社会条件及び公募の目的等を考慮した上で、公的主体として社

会的通念を逸脱せず、風力発電事業者にとって過度の負担とならない範囲で、以下に例

示するような任意の条件を設定することが可能である。 

 

①港湾に立地する風力発電施設及び周辺の水域利用の安全性への配慮 

港湾に立地する風力発電施設の構造上の安全性及びその周辺水域における船舶航行

等水域利用のより高い安全性への配慮として、当該安全性についての第三者機関による

調査、検討及び評価を受けること等について、評価することが考えられる。 

 

②循環型社会の形成への貢献 

風力発電施設の設置・運営に伴って発生する副産物についてリデュース・リユース・

リサイクルに努めることにより最終処分量の削減を図る等、省資源・省エネルギーに十

分配慮し、循環型社会の形成に貢献する提案を求めることも考えられる。 

 

③非常時の電力供給 

風力発電による発電電力を非常時における電力供給源として活用することを目的とし

て、非常時における港湾施設及び周辺への電力供給に関する提案を求めることも考えら

れる。ただし、風力発電による発電電力を非常時に活用するためには、一般的な風力発

電事業には必要のない蓄電池等の新たな設備の設置が必要となり、風力発電事業者から

積極的に提案されにくいことも考えられる。よって、当該事項に関する公募要件を設定

する場合には、非常時の電力供給のために必要な蓄電池等設備の設置及び維持等に係る

費用負担について、公的な支援の有無等をあらかじめ明確にすることが必要と考えられ

る。 

 

④港湾の低炭素化の促進 

風力発電施設によって発電された電気を港湾空間等において利活用すること等による

港湾空間の低炭素化の促進について、提案を求めることが考えられる。 

 

⑤事業終了後の対応 

占用許可期間終了後の風力発電施設の取り扱いについて、例えば撤去計画書の提出を

求める等、公募の段階において提案を求めることが考えられる 

 

⑥地域経済及び地域活性化への貢献 

海洋基本法第 24 条及び第 25 条に規定する「海洋産業の振興」「沿岸域の総合的な管理」

といった海域と陸域の総合的な管理の趣旨を鑑みて、風力発電施設の設置及び運営を通

じて、地域経済への寄与、港湾を活用した地域活性化等が実現するような地域貢献策の

提案を求めることが考えられる。地域貢献策の例としては以下の内容が考えられるが、

具体的な提案内容は、応募者の創意工夫に委ねることが適当と考えられる。 

・ 風力発電を活用した地域交流拠点事業、観光事業等の提案 

（例：地域振興施設の設置、観光クルージングコースの設定 等） 
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・ 港湾の環境保全・魅力向上に関する提案 

（例：売電収入の一定割合を港湾緑地維持費用へ充当 等） 
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３．５．３．２ 占用料金 

 

＜解説＞ 

港湾区域等において占用を許可した場合、港湾管理者は当該占用に伴う占用料を徴収す

ることができる。占用料については、各港湾管理者によって占用料の金額、算定方法又は

設定方法等が条例等により明示されるのが一般的であるが、その具体的な定めについては、

一律の料金徴収を行うもの、用途ごとの料金設定を行うもの、料金の算定方法のみを規定

するもの等、各港湾によって様々である。また、占用面積についても、水域・陸域双方に

おいて面積の算定方法は各港湾管理者において様々な運用がなされており、条例等での公

表状況も異なっている。 

よって、風力発電事業者の公募選定の際には、風力発電施設の設置に係る占用料金及び

占用面積の算定について、公募要項に明示することが適切と考えられる。 

 

（１）占用面積の算定方法 

占用面積、特に水域における占用面積の算定方法については、タワー部面積のみを占

用範囲とする、占用物件の投影面積のみを占用範囲とする、又は、周囲の水域まで占用

範囲とする等の考え方があり得る。港湾管理者は、風力発電施設の基礎部分及びブレー

ド旋回部分の各々が、その上下空間に影響を与えることを鑑みつつ、地域の実情や占用

に係る条例等と整合を図り、占用面積の算定方法を定めることが適当と考えられる。そ

の上で、具体的な算定方法及び占用料金算定に必要な単価について公募要項に明示する

ことが必要と考えられる。 

 

（２）占用料金の設定 

各港湾において占用料金（単価）は施設又は用途ごとに設定されていることが多いが、

風力発電施設がその用途について個別に定められている例は少ない。よって、港湾管理

者は、公募要項において、風力発電施設の設置が占用料金を定めた条例等のどの用途に

該当するかについて明示することが適切と考えられる。 

なお、今後、風力発電等の再生可能エネルギーを港湾内に導入する意向を有する港湾

管理者は、その用途に係る占用料金を具体的に条例等に定めていくことも考えられる。 

 

港湾区域等の占用料金については、風力発電施設の設置に係る占用料金及び占用面積

の算定方法について、公募要項に明示することが適切と考えられる。 
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３．５．３．３ 占用期間 

 

＜解説＞ 

港湾区域等における占用等の許可の期間については、参考指針において「占用等の許可

の期間は、10 年以内で当該港湾区域等の状況、当該占用の態様等を考慮して適切なものと

すること。」と示されているが、占用許可の更新の際に、当初の占用許可条件が遵守されて

いれば、占用許可申請に対して継続して占用を許可すること（自動更新）は適切と考えら

れる。 

風力発電設備の償却年数（17 年）や再生可能エネルギー固定価格買取期間を考慮すると、

10 年の占用許可期間では一般的な風力発電施設の運転期間に合致しないことが想定され

るため、例えば、公募の際に、17～20 年程度の期間は原則として占用許可申請に対して占

用を更新していくことについて明示することは適当と考えられる。ただし、港湾管理者に

よる監督権の確保の観点から、占用期間中及び更新時には占用許可条件の再確認を行い、

港湾の管理運営上、必要に応じて占用許可条件の改定等がありうることを公募要項に付記

することが、適切である。 

なお、占用許可の自動更新を前提としない場合で、風力発電事業者の事業継続意思があ

る場合にも、当初許可期間の満了前に風力発電事業者から再度の占用許可申請がなされる

ことが想定される。その際には、港湾空間の計画的な利用の観点から、許可期間の満了時

から一定の余裕をもった前段階において、あらかじめ再度の許可申請について港湾管理者

と風力発電事業者で協議することが必要であると考えられる。 

 

港湾区域等の占用許可期間については、風力発電施設のライフサイクルを考慮して、

港湾管理者の監督権を前提とした上で 17～20 年間の安定的な占用が実現されることが

適切である。 
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３．５．３．４ 占用許可手続等 

 

＜解説＞ 

占用許可決定については、様々な時期が想定されるが、占用に伴う占用料金の発生を考

慮すると、現地着工の直前となる建築基準法に基づく建築確認段階をもって、最終的な許

可を与えることが一つの時期として適切と考えられる。 

占用許可に当たり、占用許可条件は、条例等で規定されていることが一般的だが、風力

発電事業者を公募によって選定した場合には、当該条例等に基づいた占用許可条件に加え

て、公募時あらかじめ港湾管理者が定めた要件及び事業者の提案内容についても、選定さ

れた事業者が原則遵守することを明示する必要がある。 

本来、港湾法第 37 条に定める占用許可は、港湾管理者による特許であることを踏まえれ

ば、その許可条件については、港湾法の許容するところによる範囲で港湾管理者の裁量に

より具体的に定められるとも解されるが、一方で、公募要件や応募者の提案事項がそのま

ま全て港湾管理者の判断のみで占用許可条件とし、行政監督処分の対象となり得るかにつ

いては、港湾管理者が定めている条例及び港湾法 60 条の 2 第 2 項に示される条理上の制限

によっては、より慎重にその整合性について検討を行う必要が生じる。したがって、場合

によっては、港湾管理者及び選定された風力発電事業者は占用許可条件に関する詳細な協

議を行い各事項について調整した上で、条例に規定された占用許可条件以外の事項の遵守

に関する覚書を別途締結することが適当である場合も考えられる。また、その際には、覚

書の内容に、港湾管理者及び風力発電事業者の両者の合意により、内容の取り消し、又は

内容の変更を可能とする条文が存在することを前提に、占用許可条件として当該覚書を遵

守させる条項を設けること等も有効な方法として考えられる。 

よって、公募の際には、あらかじめ、港湾管理者は風力発電事業者に対し、①事業者は

条例に規定された占用許可条件を遵守する義務があること ②遵守するべき事項について

は事業者選定後に協議を行い、相互の共通認識を図ること ③場合によっては、条例に規

定された占用許可条件以外の公募要件及び事業者の提案内容は別途覚書として締結し、当

該覚書の遵守を占用許可条件の条項として設定することになることを明示する必要がある。 

 

 

風力発電事業者選定以降の事業実施段階における占用許可手続については、事前に必

要な調査、手続等の完了が見込まれる段階において行われることが適当である。 

また、条例等で規定される通常の占用許可条件に加えて、公募要件及び応募者の提案

事項を、選定された当該事業者と港湾管理者が詳細協議の上、遵守事項として定めてい

くことが考えられる。 

よって公募の際には、占用許可条件の遵守義務、事業者選定後の詳細条件に関する協

議及び調整の可能性並びに条例で規定されている占用許可条件以外の公募要件及び事

業者提案事項の取扱いについて明示しておくことが適切である。 
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（１）一般的な占用許可条件 

占用許可条件として占用許可書に記載することが必要と考えられる事項例について以

下に例示する。 

なお、詳細は港湾管理者が条例に基づいて適切に定めることになるが、港湾法第 60

条の 2 第 2 項（許可に付すことのできる条件の制約等に関する規定）を鑑みて、許可に

係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限ることとし、風力発電事業

者に不当な義務を課すこととならないよう配慮する必要がある。 

・占用設置箇所（位置・面積） 

・占用目的・用途 

・占用物件の概要・構造 

・占用物件の設置工事方法 

・占用許可期間及び更新 

・占用数量（定格出力×基数） 

・占用料金（延滞金・改定事項） 

・占用に係る経費負担 

・占用に係る管理・保全義務 

・占用に係る制限事項 

・占用許可の取消又は変更 

・原状回復 

・占用に係る調査 

・別途締結する覚書の遵守義務 

 

（２）条例に基づいた占用許可条件以外の事項 

条例に基づいた占用許可条件以外の公募要件及び応募者の提案事項については、前記

＜解説＞にあるように選定された事業者と港湾管理者がその詳細について十分に協議し、

双方合意事項として、占用許可条件や覚書として整理しておくことが必要である。 

なお、覚書の具体的な記載例については、参考資料－３に示している。 
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３．５．３．５ その他の検討事項 

 

＜解説＞ 

（１）港湾管理者のモニタリング 

港湾空間におけるウィンドファームの導入は、港湾におけるこれまでに例の少ない利

用形態であり、港湾管理者は、風力発電施設の設置以降も占用許可条件の遵守について

継続的に確認することが必要と考えられる。 

また、3.5.3.4 （２）条例に基づいた占用許可条件以外の事項 で示す港湾管理者及び

風力発電事業者が締結する覚書についても、港湾管理者が行うモニタリングについて規

定し、占用許可条件の確認とあわせて適宜モニタリングを実施することが必要と考えら

れる。具体的には、定期的（年 1 回程度）に風力発電事業者に事業実施に関する報告を

求め、その内容を確認することに加えて、必要に応じて随時の報告を求めることにより

監督権の確保を図ることが基本となる。 

港湾の管理運営への直接的な影響が薄い、又は港湾管理者が専門的な知識を有しない

事項に関するモニタリングについては、港湾管理者単独ではなく、必要に応じて協議会

における関係機関と連携、協力してモニタリングを実施することも考えられる。 

 

（２）占用期間終了時の取扱い 

占用期間終了時には、風力発電事業者の負担と責任において速やかに風力発電施設を

撤去し、原状を回復することが基本となる。ただし、占用期間終了後も風力発電施設の

稼働が可能な場合も考えられ、その場合、港湾管理者は占用期間終了前に風力発電事業

者と占用期間の延長の可否及びその場合の条件等について協議を行うことが必要と考え

られる。当該協議については、占用期間終了 1～2 年前を目処に開始することが適切と考

えられ、公募要項にあらかじめ当該協議の可能性について明示することが適切と考えら

れる。 

 

（３）占用許可の変更の取扱い 

風力発電施設は長期間にわたって港湾を占用することになるため、占用期間中に港湾

管理者及び風力発電事業者双方の事由により占用許可の内容を変更する必要性が生じる

ことが考えられる。占用許可条件の変更は各港湾の条例・規則等に規定する手続により

行われることになるが、将来的な占用許可内容の変更（例：占用許可更新時の占用料の

見直しや著しい経済情勢の変化等）が見込まれる場合は、公募要項にあらかじめ当該変

更の可能性について明記することが適切と考えられる。 

 

 

風力発電施設の設置以降においても、港湾管理者は占用許可条件の遵守について確認

し、また、風力発電事業者との覚書に基づいて適切にモニタリングを行うことが必要と

考えられる。 

また、占用の終了時、許可内容変更の取扱い等について公募時に可能な限り定めると

ともに、発電事業継続困難時の対応等についてもあらかじめ検討しておくことが適切で

ある。 
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（４）発電事業継続困難時の対応 

占用期間中に、発電事業の不調、落雷等の災害に代表される不可抗力事由による風力

発電施設の故障といった理由により、施設の稼働停止、さらには発電事業の継続が困難

となる可能性が考えられる。 

災害による施設の稼働停止への備えとして、公募の際には最低でも火災保険への加入

を義務付けることが適切と考えられる。なお、一般的な火災保険であれば、火災、落雷、

風災、ひょう災といった災害による施設損傷は補償されるが、地震による損害には対応

しないことが多い。発電事業継続困難等の事業リスクに関する事項については、4.2 風

力発電の事業リスクへの対応 で説明している。 

 

（５）港湾管理者の配慮事項 

港湾管理者は、協議会を活用して、風力発電事業者が行う風況観測等の各種調査及び

発電施設の設置工事について、観測機器設置、施工場所の確保及び工程に関する調整等、

港湾の管理運営に支障のない範囲で風力発電事業者を支援するほか、風力発電に関する

広報を行う等、風力発電に関する配慮を行うことが適切と考えられる。 

 

（６）災害協定の検討 

風力発電事業者に非常時における電力供給の提案を求め、その提案を採用した場合は、

港湾管理者と風力発電事業者との間で非常時における電力供給に関する災害協定を締結

して、具体的な事項を定めることが必要と考えられる。災害協定書の例は、参考資料－

５に示す。 
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３．５．４ 審査基準 

 

＜解説＞ 

港湾管理者は、3.5.3 公募要件 で整理した公募要件をより高いレベルで満たす風力発電

事業者を選定するという観点で審査基準を設定し、評価を行うことが適切である。 

審査基準の例は表 3-5-1 のとおりであるが、これら全てを評価項目とする必要はなく、

協議会における検討支援を踏まえて、港湾管理者が優先すべき項目を決め、評価項目全体

を構成することが適当と考えられる。 

また、公平かつ明確な審査を実現するために、各評価項目については可能な限り定量評

価を行うことが必要と考えられる。各評価項目の配点については、港湾管理者にとっての

優先順位を反映させることが基本となるが、項目によって、提案の実現可能性、応募者に

より差がつきやすい項目とそうでない項目があること等を踏まえて、適切に設定すること

が必要と考えられる。 

具体的な評価項目案及びそれに対応する提案書類様式等の例については、参考資料－２

において示す。 

 

 

審査基準については、公募要件をより高いレベルで満たす事業者を選定するという観

点で、評価項目及び評価内容について整理し、公平かつ明確な審査が実現されるように、

可能な限り定量評価を行うことが適切と考えられる。 
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表 3-5-1 評価項目及び評価内容の例 

評価項目 評価する内容 
必須 

／任意 

定量

評価 

港湾の管理

運営への貢

献 

港湾の管理運営との共生 

港湾の開発、利用又は保全への影響、船舶の航行

安全への影響及び海岸保全区域への影響等の有無

又は検証項目及び手法の妥当性 

必須  

水域利用へのより高い安

全性への配慮 

周辺水域における船舶航行等水域利用の安全生に

ついての、第三者機関による調査、検討 
任意  

港湾アメニティの向上 港湾景観向上へ貢献する提案 任意  

非常時の港湾施設等への

電力供給機能 
非常時における港湾施設等への電力供給 任意  

地球・地域環

境への配慮 

温室効果ガスの排出削減 
風力発電施設の設置により期待される CO2 排出削

減量 
必須 ● 

港湾の低炭素化の促進 
発電した電力を港湾施設に供給すること等による

港湾空間の低炭素化に関する提案 
任意 ● 

港湾環境の保全 

・水質汚濁、騒音、振動に関する配慮 

・重要な種及び注目すべき生息地・群落の分布、

生息・生育の状況等を踏まえた生息・生育環境

への影響の有無 

必須  

循環型社会形成に関する積極的な提案 任意 ● 

安心・安全な

施設 

発電施設設置、運用、保守

に関する確実な技術的能

力 

・国内・海外での稼働実績 

・設置場所で想定される風速に応じた適切な風車

規格のクラス 

・建築確認申請に際して、参考とすべき基準及び

マニュアル等の確認 

必須 ● 

落雷、地震に加え、波浪、潮流その他港湾特有の

作用に対し、風力発電施設が安全となる構造（第

三者機関からの評価） 

任意  

非常時、施設破損等の事故

時の適切な対応 

対応マニュアルの作成、教育訓練の実施等、事故

時において、速やかに適切な対応がとれる体制の

構築 

必須  

系統連系協議状況 

・電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドラ

イン遵守の確認 

・地域電力会社との協議状況 

必須  

安定・確実な

事業実施 

事業実施計画 

・発電事業実施に関する実現性の高い事業実施計

画 

・具体的な実施スケジュール 

必須  

収支計画 確実かつ安定的な収支計画 必須 ● 

応募者の構成と役割 応募者（単独・複数）の構成と適切な役割分担 必須  

リスク管理 

事業リスクに関する基本的な考え方と具体的な対

応（経営困難時、事故時などの具体的な対応を含

む） 

必須 ● 

事業終了後の対応 
撤去計画等、事業終了後の施設の取り扱いに関す

る提案 
任意  

地域との調

和 

地域活性化及び地域経済

への貢献 

・売電収入の一定割合を港湾緑地維持に充当する

等、港湾の魅力向上及び地域の活性化に関する

積極的な提案 

・風力発電を活用した地域交流拠点事業、観光事

業等の提案 

・地元企業の活用提案 

任意 ● 

地域への説明・配慮 
施設設置計画について地元住民への説明会を実施

する等、地域への適切な配慮 
必須  

※「定量評価」欄の●は、公募要件の設定又は提案内容によっては定量評価することが可

能と考えられる項目 



 

 79

３．５．５ 審査の手順 

 

＜解説＞ 

提案審査の主な手順としては、協議会又は検討組織が、提案内容に関する港湾管理者の

検討への支援や助言を行い、当該支援を参考に、港湾管理者が事業予定者を選定すること

が基本と考えられる。 

 

（１）検討組織の構成 

検討組織の構成については、協議会の助言を参考に港湾管理者が選任することが適当

と考えられる。なお、地域電力会社が協議会の構成団体となっている場合、当該地域電

力会社（資本関係がある関連会社を含む。）が風力発電事業者として応募者となり得る場

合があることから、当該地域電力会社は提案審査に関与しないこととする等、審査の公

平性が損なわれないよう配慮することが必要である。 

検討組織に外部有識者を配する場合は、必要に応じて再生可能エネルギー分野、港湾

計画分野、港湾環境分野、海上交通分野等に関する専門家を地域の大学、研究機関等か

ら選任することが考えられる。 

 

（２）審査の手順 

提案審査の手順は、公募要項に規定する応募書類（提案書）について、会議での書類

審査の検討を基本とし、必要に応じて応募者との質疑応答、ヒアリング等を実施するこ

とも考えられる。会議の事務局は、協議会の事務局である港湾管理者が担当することが

適切と考えられる。 

また、合理的で明確な審査体制の確保や審査負担等を考慮して、特に審査項目が多岐

にわたる場合等については必須項目審査（一次審査）と任意項目審査（二次審査）の二

段階審査とし、必須項目については事務局が一次審査を行うことも考えられる。 

協議会又は検討組織が、提案内容に関する港湾管理者の検討への支援や助言を行い、

当該支援を参考に、港湾管理者が事業予定者を選定することが基本と考えられる。 

具体的な審査手順例については、参考資料－２において示している。 

風力発電事業者を公募において選定するための提案審査については、協議会又は、協

議会を母体とし必要に応じて外部有識者等を加えて構成する検討組織が、港湾管理者に

よる提案内容の検討の支援や助言を行い、当該支援や助言を踏まえて港湾管理者が事業

予定者を選定することが基本と考えられる。 

審査は提案書の書類審査を基本とし、必要に応じたヒアリング等の実施、二段階審査

の活用等、合理的な審査に努めることが適切である。 
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３．６ 事業者選定以降の流れ 

３．６．１ 事業予定者、港湾管理者及び協議会の実施事項 

 

＜解説＞ 

事業者選定以降、発電開始までに事業予定者、港湾管理者及び協議会が実施する主な事

項について整理する。 

 

（１）事業予定者が実施する事項 

①風況観測、計画地等に係る調査 

一般に、選定された事業予定者は、自らの費用と責任において設置対象区域における

実際の風況観測調査を実施し、そのデータの解析・評価をもって具体的な事業化の可能

性及び最適な設置地点の検討を行う。風況観測には陸上・洋上ともに観測施設の設置が

必要となり、観測施設設置手続、仮設工事、実際の観測及び結果とりまとめまで、陸上

では約 1 年半と見込まれ、洋上ではさらに長期間を要することも見込まれる。なお、観

測施設の設置等に関しては、条例等に基づき判断されることは当然である。 

また、風力発電事業者は、風況観測調査と並行して輸送路、配送電網及び設置対象区

域の地盤条件等の自然条件及び社会条件に関する調査をあわせて実施する。これらの調

査及び検討結果をもって風力発電事業者としての事業化適否判断が行われることが多い。 

 

②環境影響評価 

①の各種調査と並行して、事業予定者が風力発電施設の設置に係る環境影響評価を実

施する。本マニュアルでは、環境影響評価法の対象（第 1 種事業）となる 1 万 kW 規模以

上の風力発電施設の導入を主な対象としているが、具体的な環境影響評価の実施につい

ては、事業予定者と地域の経済産業局、地方環境事務所及び都道府県担当部局との協議

によるものと考えられる。 

環境影響評価法に基づく環境影響評価の具体的な検討事項については、4.1 港湾計画

策定及び風力発電所建設事業の環境影響評価 で説明している。 

 

③安全対策の検討 

風力発電事業者は、風力発電施設の立地による船舶航行への影響等、施設立地による

周辺への影響について、公募要件や協議会からの助言を参考に、評価及び必要な安全対

策の検討を行う必要がある。 

 

 

事業者選定以降、発電開始までに、事業予定者は、風況観測等の調査、環境影響評価、

安全対策の検討、地域住民への説明、施設設計及び建設等を行うこととなる。 

一方、港湾管理者は、選定された事業予定者と風力発電事業の詳細に関する協議を行

った上で、占用許可を決定する。なお、発電事業実施に至らなかった場合の取扱いにつ

いては、あらかじめ検討し、公募の段階で定めておく必要がある。 

また、風力発電施設の設置に係る各種許認可等手続については、協議会を活用して情

報の共有を行い、その後の諸手続の効率化及び円滑化を図ることが適切である。 
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④地域住民への説明 

事業予定者が、自らの費用と責任において、地域の住民に対して風力発電施設の設置

に関する説明を行い、理解を得ることが基本となる。 

 

⑤風力発電施設の設計及び建設 

風力発電事業者は、風力発電施設の設計及び建設を行う。設計期間としては約 1 年間

程度が想定され、設計完了後に建築確認申請を経て風力発電施設を建設する。建設に際

しては、風力発電施設の設置が港湾施設及び港湾の管理運営への影響を与えないことに

ついて、建築確認申請段階において第三者機関による技術評価を受ける等により、確認

しておくことが考えられる。 

なお、地域電力会社との系統連系に関する協議及び契約手続については、事前調整を

行った上で、風力発電施設の基本的な設計が終了した段階で実施されることが多い。 

 

⑥航空障害灯及び昼間障害標識の設置 

航空法第 51 条及び第 51 条の 2 の規定により、地表又は水面から 60ｍ以上の高さの物

件については、航空障害灯及び昼間障害標識の設置が義務付けられている。（一定の条件

を満たし許可等を受けた物件は航空障害灯、昼間障害標識の設置が不要となる。）本マニ

ュアルで想定する定格出力 2 千 kW 級の風力発電施設は、平均高が約 110ｍ（ハブ高 70

ｍ＋ロータ半径 40ｍ）であるため、航空障害灯及び昼間障害標識の設置対象施設となる。

よって、公募において選定された風力発電事業者は、事業化の段階において、地方航空

局の航空灯火・電気技術課と設置に関する事前調整を行うことが必要となる。また、港

湾において中光度白色航空障害灯又は高光度航空障害灯を設置する場合には、周辺の航

路標識等と誤認される恐れがあり、当該事項については地方航空局航空灯火・電気技術

課が管区海上保安本部と調整するため、早期に相談することが必要と考えられる。 

なお、詳細については以下を参照するものとする。 

・東京航空局 http://www.cab.mlit.go.jp/tcab/aerial_beacon/01.html 

・大阪航空局 http://ocab.mlit.go.jp/news/sign/ 

表 3-6-1 稼働している風力発電施設の大きさの平均値注） 

定格出力 ハブ高さの平均値 ロータ直径の平均値 

1,000kW 63.0m（45.0m～68.0m） 60.0m（54.2m～61.4m） 

1,500kW 64.9m（60m～80m） 71.5m（64m～84m） 

2,000kW 71.4m（60m～80m） 79.5m（70m～83.3m） 

注）出典：環境省総合環境政策局 

「風力発電施設に係る環境影響評価の基本的考え方に関する検討会 報告書」 

 

（２）港湾管理者が実施する事項 

①占用許可条件に関する詳細協議 

港湾管理者は、公募において選定された風力発電事業者と風力発電導入に係る詳細事

項に関する協議を行った上で、最終的に占用許可を決定することが想定される。 

占用許可決定は、風力発電施設の建築確認の段階において、最終的な判断を行うこと
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が考えられるが、それまでの間に港湾管理者は事業予定者と占用許可条件に関する詳細

協議を行うことが必要になると考えられる。具体的な協議内容としては、風況観測等の

調査結果を踏まえて風力発電事業者から提示される具体的な風力発電施設の設置計画の

内容や地域貢献の内容等が考えられ、それらを占用許可に当たっての許可条件として占

用許可書の中に明示することや、別途覚書を締結する等の整理を行い、さらには、その

取扱いについて、あらかじめ双方で認識を明確にしておくこととなる。 

なお、覚書を整理する場合には、一般的な占用許可条件以外の事項でかつ公募時の要

件や提案事項の遵守に関する事項、モニタリング規定等に関する内容について協議をし

ておくことが必要となると考えられる。 

②事業化に至らなかった場合の検討 

風力発電事業者の事業化適否判断は、風況観測等の調査をもって行われることが考え

られる。このため、調査結果により、発電事業の実施が不可能となる、又は選定された

風力発電事業者が事業実施を辞退するという状況も可能性として考えられる。 

港湾管理者は、公募に際して、事業予定者が発電事業の実施に至らなかった場合の取

扱いについてあらかじめ検討し、定めておくことが適切と考えられる。風況観測等には

数年間を要することを考慮した場合、公募における次点の事業者の順位を機械的に繰り

上げることは、当事者を長期間不安定な立場に置くという懸念もあるため、原則として

は次点事業者の繰上げではなく、改めて再公募とすることが適当と考えられる。 

なお、順位繰上げを実施する場合は、順位繰上げの有効期間（例：事業者選定後 1 年

間）を定めた上で次点事業者の同意を前提とする等について公募の段階から明示してお

くことが必要と考えられる。また、辞退した事業者が収集したデータ（風況観測データ

等）については、当該事業者の合意が得られた場合には、再公募の際に公表することが

適当と考えられる。さらに、改めて再公募を行う場合は当初公募で使用した応募書類の

うち利用可能なものは再公募で提出を求めないとするなど、選定の公平性及び選定審査

の効率性に配慮することが適切と考えられる。 

 

（３）協議会が実施する事項 

事業予定者が行う調査、設計及び建設に際して行う各種許認可等手続について、協議

会を活用した情報共有及び意見調整を行い、港湾管理者、風力発電事業者及び関係機関

等の負担軽減を図ることが適切と考えられる。想定される具体的な例を表 3-6-2 に示す。 
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表 3-6-2 協議会における調整例 

想定される 
ケース 

必要となる 
許認可・手続等

許認可・手続
窓口 
（主管官庁）

関係者（例） 
協議会における 
調整例 

海上交通安全法
適用海域及び港
則法適用海域に
おいて、風力発
電施設の設置工
事を行うケース 

海上交通安全法
及び港則法（適用
海域内の工事作
業等の許認可） 

港長（海上保
安部署）等 

海上保安庁 
港湾管理者 

風力発電施設の設
置のための水域工
事・占有について関
係者間で問題がな
いことを確認 

風力発電施設の
設置に伴い景観
が問題となるケ
ース 

景観法（景観計画
の策定） 
景観条例 

自治体環境担
当部署 

港湾管理者 
自治体担当部署 
環境省 
専門家 
地元地区代表 

景観に係る自主的
な環境影響評価実
施の有無や、景観保
全の必要性につい
ての協議・検討 

風力発電施設の
設置に伴い騒音
が問題となるケ
ース 

「環境省請負業
務：平成 23 年度
風力発電施設の
騒音・低周波音に
関する検討調査
業務報告書」、自
治体ガイドライ
ン等 

自治体環境担
当部署 

港湾管理者 
環境省 
専門家 
地元地区代表 

騒音・低周波音など
の課題の有無や対
策の必要性につい
ての協議・検討 

風力発電施設の
設置に伴い海底
ケーブルの敷設
が必要となるケ
ース 

海岸法（海岸保全
区域の占用許可）

海岸管理者 
（都道府県）

海岸管理者 
港湾管理者 
水産庁 
環境省 
漁業関係者 

海底ケーブル敷設
に伴う海生生物へ
の影響有無や調査
の必要性について
協議・検討 
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３．６．２ 風力発電施設等設置における配慮事項 

 

＜解説＞ 

港湾管理者が公募に先だって行う風力発電の適地の設定は、風力発電施設が設置された

場合、現状又は将来の港湾の整備及び管理運営と風力発電が共生可能な範囲を示したもの

である。したがって、適地の設定をもって安全対策等風力発電施設の設置において必要な

検討や関係機関及び関係者等との調整が完了しているわけではない。また、海底ケーブル、

送電線及び変電所といった風力発電施設の関連施設が港湾の管理運営に与える影響につい

ては、風力発電事業者が事業実施段階で改めて配慮し、協議会において関係機関等と調整

する必要がある。 

風力発電施設及び関連施設の設置に当たっては、以下の内容について配慮する必要があ

ると考えられる。なお、洋上風力発電施設の設置による船舶航行、貨物の荷役等港湾の管

理運営への影響及び配慮すべき事項については、本マニュアル策定時点における知見を基

に暫定的な参考値として示しているものである。具体的な参考値及びその考え方について

は、参考資料－６に示している。 

なお、これらの配慮事項のうち、確実に調整が必要と考えられるものについては、あら

かじめ港湾管理者が公募の際に明示することが適切と考えられる。 

 

（１）外郭施設近隣における海底ケーブルの敷設 

適地として設定された水域の近隣にある防波堤や護岸がプレジャーボートや漁船の暫

定係留施設として利用を許可している場合、プレジャーボート又は漁船のアンカーによ

って、ケーブルを損傷させる可能性があるため、係留の利用実態に配慮することが必要

と考えられる（図 3-6-1 参照）。 

 

図 3-6-1 アンカー係留による損傷 

 

（２）船舶交信用無線、船舶レーダー及び船舶通航信号所無線施設等 

風力発電施設の設置後に船舶交信用無線、船舶レーダー及び船舶通航信号所無線施設

本マニュアルに基づく港湾での風力発電の導入手順においては、公募により事業者が

選定された段階では、風力発電施設の設置に関する安全対策の検討や関係機関及び関係

者等との具体的な調整は完了していないため、選定された風力発電事業者は事業実施に

向けてより詳細に港湾の管理運営との共生や安全対策及びその他の事項について検討

していく必要がある。 

風力発電施設の設置の際に、風力発電事業者が配慮することが求められる事項につい

て整理する。 
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等に対し、電波障害が明らかになった場合は、風力発電事業者は関係者との協議の上、

事業者の負担により船舶交信用無線に関する増幅機器や船舶レーダーの偽像に関する電

波吸収体を付加するなど、適切な対応をとることが必要と考えられる。 

 

（３）航路・泊地・錨地 

航路・泊地・錨地等の水域施設内に送電用の海底ケーブルを敷設する場合、船舶の航

行により、ケーブルが損傷する懸念があるため、敷設箇所については、港湾管理者と協

議の上、設定することが必要と考えられる。 

 

（４）航空保安無線施設等 

適地設定区域内の航空保安無線施設等への影響に関する調査の必要な区域において事

業化を検討する場合、当該重複区域については、事業化の際に航空保安無線施設等への

影響に係る協議が求められる。 

 

（５）用地 

風力発電施設及び関連施設の設置箇所の近隣に第一種住居専用地域及び準住居地域が

設定されている場合や、学校、医療機関が立地している場合は、騒音・低周波音や日照

権、テレビジョン電波の障害等の影響に配慮することが必要と考えられる。なお、風力

発電施設の設置による影響が明らかになった場合は、風力発電事業者は関係者との協議

の上、適切な対策をとることが求められる。 

一般・産業廃棄物最終処分場として活用された用地については、外部と遮断された特

殊な地盤構造を有しており、形質を変更するような設計や工事に際しては、廃棄物処理

法に基づく届出を事前に行ったうえで、生活環境保全上支障の無い処置をすることが求

められる。 

 

（６）海水浴場・人工海浜 

風力発電事業者は海水浴場や人工海浜へ風力発電施設及び関連施設の配置計画の策定

する際、海洋性レクリエーションの実施に影響がないよう、港湾管理者との協議が求め

られる。 

 

（７）自然環境 

風力発電事業者は風力発電施設の設置により、自然景観への影響、バードストライク、

海域の流況変化、堆砂等による地形変形や重要な種及び注目すべき生息地・群落の分布

の変化、生息・生育の状況等を踏まえ、生息・生育環境の状況に影響を及ぼすことがな

いよう配慮することが必要と考えられる。また、港湾区域を含む海岸・沿岸域は渡り鳥

の飛行経路や採餌場、休憩場となっていることが多く、これらの鳥類が風車のブレード

に衝突し死亡する事故の発生や、風車を避けるために飛行経路が変わることによる生態

系への影響が懸念されるため、年間を通じた鳥類の生息調査や専門家等からの助言を得

ることが必要と考えられる。 

なお、風力発電施設の設置後に影響が明らかになった場合については、風力発電事業

者は関係者との協議の上、適切な対策とることが求められる。また、計画地が国立公園

等にかかる場合、まずは、国立公園等の区域外で検討するものとする。 
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（８）景観 

風力発電事業者は風力発電施設及び関連施設を設置する場合、港湾の空間や名勝・景

勝をはじめとする背後地域の景観に影響がないよう配慮することが必要と考えられる。 
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第４章 マニュアル活用の留意事項 

４．１ 港湾計画策定及び風力発電所建設事業の環境影響評価 

＜解説＞ 

平成 24 年 10 月より、本マニュアルで想定する総出力 1 万 kW 以上の風力発電事業は環境

影響評価法の対象事業となるため、港湾において風力発電事業が具体的に検討される段階

においては、風力発電事業者による環境影響評価が必ず実施されることになる。一方、港

湾管理者が行う港湾計画の変更は、300ha 以上の埋立を伴う変更でない限り環境影響評価

法の対象ではないため、本マニュアルにおいて示した、風力発電の適地の港湾計画等への

位置付けについても、環境影響評価の義務付けはない。しかし、300ha 以上の埋立を伴う

港湾計画の環境影響評価を実施した港湾や、通常の港湾計画の変更において自主的に環境

影響評価を実施した経験のある港湾、適地の選定の検討を実施した港湾においては、港湾

管理者は必要に応じて当該環境影響評価や検討におけるデータ等を適切に風力発電事業者

に提供することで、当該港湾における円滑な風力発電の導入を図ることができると考えら

れる。 

環境影響評価法に基づく環境影響評価手続及び評価項目等、港湾における風力発電導入

の際の環境影響評価に関する事項について、以下に整理する。 

平成 24 年 10 月以降、総出力 1 万 kW 以上の風力発電については、環境影響評価法に

基づく環境影響評価が義務付けられることになるため、公募において選定された風力発

電事業者は、法に定められた手順及び手法に基づき、適切に環境影響評価を行うことと

なる。なお、場合によっては港湾管理者が環境影響評価に活用できるデータを所有して

いることもあるため、適切に当該データを事業者に提供することで、円滑な風力発電の

導入が図られる場合もあると考えられる。 
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（１）環境影響評価法について 

環境影響評価法における環境影響評価の対象事業は、道路、ダム、鉄道、空港、発電

所等の 13 種類の事業である。このうち、規模が大きく環境に大きな影響を及ぼすおそれ

がある事業は「第 1 種事業」として定められ、環境影響評価の手続は必須となる。この

「第 1 種事業」に準ずる規模の事業は「第 2 種事業」と定められ、事業の免許等を行う

者（発電所の場合は経済産業大臣、港湾の場合は国土交通大臣）が、手続を行うかどう

かを判定することになっている。なお、判定に当たっては、地域の状況をよく知ってい

る都道府県知事の意見を聴くことになっている。 

港湾計画及び発電所に関連する環境影響評価の対象事業は、表 4-1-1 のとおりである。 

 

表 4-1-1 港湾計画及び発電所に関する環境影響評価の対象事業 

対象事業 第 1 種事業 第 2 種事業 

1.発電所 

 水力発電所 出力 3 万 kW 以上 出力 2.25 万 kW～3 万 kW 

 火力発電所 出力 15 万 kW 以上 出力 11.25 万 kW～15 万 kW

 地熱発電所 出力 1 万 kW 以上 出力 7,500kW～1 万 kW 

 原子力発電所 全て 

 風力発電所 ※1 
（平成 24年 10月 1日政令施行） 

出力 1 万 kW 以上 出力 7,500kW～1 万 kW 

2.港湾計画 ※2 埋立・掘込み面積の合計 300ha 以上 

 

※1：風力発電所について 

①「環境影響評価法施行令の一部を改正する政令」（風力関係）により追加。 

（平成 23 年 11 月公布、平成 24 年 10 月 1 日施行） 

②方法書や準備書に対して、国（経済産業省）も意見を述べる。 

③特例の部分は、環境影響評価法ではなく、電気事業法に規定される。 

※2：港湾計画について 

①事業についての環境影響評価ではなく、計画についての環境影響評価となる。 

②スクリーニング（第 2 種事業に対する環境影響評価の実施の必要性について判

定）、スコーピング（環境影響評価項目、調査・予測・評価方法について検討）

は実施しない。 
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これまで風力発電については、一部の自治体において条例による環境影響評価が義務

付けられているものの、環境影響評価法の対象ではなかったため、独立行政法人 新エネ

ルギー・産業技術総合開発機構作成の「風力発電のための環境影響評価マニュアル 第 2

版」を参考に、自主的な環境影響評価が行われていた。 

しかし、国内の風力発電導入の増加とそれに伴う環境影響評価の必要性の増大から、

平成23年 11月に環境影響評価法施行令の一部を改正する政令」（風力関係）が公布され、

平成 24年 10 月の同政令施行以降に建設される出力 1万 kW 以上の風力発電については環

境影響評価法の対象（第 1 種事業）となることとなった。なお、洋上風力発電施設の設

置については、本マニュアル策定時点においては、規模要件については「特別の規模要

件を設定する必要はない」、全体としては「国内における今後の知見の蓄積や、諸外国の

事例等も活用し、送電方式も含めて適切な対応を検討すべき」との見解が示されており、

陸上と同じく、総出力 1 万 kW 以上の規模が環境影響評価法の対象（第 1 種事業）となっ

ている。 

 

出典：環境省総合環境政策局「風力発電施設に係る環境影響評価の基本的考え方に関する検討会 報告書」 

（平成 23 年 6 月） 

○規模要件について 

＜洋上風力発電所の取扱い＞ 

国内で過去に導入されている洋上風力発電（2011 年５月時点で３事例）はいずれも

護岸又は防波堤の近くに建設されている着床式である。これらのように陸から近い位

置に設置されるものは環境影響の特性において陸上風力発電所と明確な違いはないと

考えられる。 

また、沖合における設置については、現在、環境省及び NEDO により、それぞれ浮体

式及び着床式の洋上風力発電の実証事業等を実施しているところであり、当面は、沖

合での大規模な事業の実施は想定されていない。これらを踏まえると、洋上風力発電

について、特別の規模要件を設定する必要はないと考えられる。 

＜規模要件に満たない事業に関する自主的な取組＞ 

法や条例の規模要件に満たない事業であっても、住民の理解を得ながら風力発電所

の立地を進めるという観点から、住民への説明を通じた情報交流の機会を風力発電所

の設置に当たって確保することが重要であるため、事業者は環境影響評価の実施及び

その説明についての自主的な対応を積極的に行うべきである。なお、（社）日本風力発

電協会においては 1,000kW 以上の風力発電事業について自主的な環境影響評価を行う

こととしており、こうした取組を通じた適切な対応が期待される。 

 

○今後の課題 

＜洋上風力発電の取扱いについて＞ 

国内で過去に導入されている洋上風力発電はいずれも護岸又は防波堤の近くに建設

されている着床式であり、沖合に設置した場合の環境影響についての知見は少ない状

況にある。一方、現在、環境省及び NEDO において、それぞれ浮体式及び着床式の沖合

における洋上風力発電の実証事業等を実施しているところである。こうしたことを踏

まえ、国内における今後の知見の蓄積や、諸外国の事例等も活用し、沖合に設置され

る場合を含む洋上風力発電の取扱いについて、送電方式も含めて適切な対応を検討す

べきである。 
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また、環境影響評価法令の規定内容は、表 4-1-2 のとおりである。発電所に関する環

境影響評価を行う際の具体的内容に関する基準や指針は、環境大臣が公表する基本的事

項を踏まえて経済産業省が制定する主務省令で規定される。 

 

表 4-1-2 環境影響評価法令の規定内容 

法律、施行令等 規定している事項 

環境影響評価法 環境影響評価の全般的な手続 

環境影響評価法施行令 ・法対象事業の種類及び要件 

・軽微な変更に係る要件 

・方法書、準備書、評価書についての都道府県知事又は環

境大臣等が意見を述べる期間 等 

環境影響評価法施行規則 ・方法書、準備書等の公告・縦覧の具体的な方法、事項 

・説明会の開催等に関する公告の具体的な方法、事項 等

基本的事項（環境省告示） 主務省令で定める基準や指針が一定の水準を保ちつつ適

切な内容が定められるよう、以下について、全ての事業種

に共通する基本となる考え方を規定。 

・第２種事業の判定基準 

・環境影響評価の項目や手法の選定指針 

・環境保全措置に関する指針 
主務省令 法対象事業種ごとに、環境影響評価を行う際の具体的な内

容に関する基準や指針を規定。具体的には以下３点につい

て定められている。 

・事業種ごとの第２種事業の判定基準 

・事業種ごとの環境影響評価の項目や手法の選定指針 

・事業種ごとの環境保全措置に関する指針 

※一部の事業種については、環境影響評価の手続や主務省令の内容等について解説する 

ガイドライン等が策定されている。 

※発電所については、経済産業省 原子力安全・保安院作成「発電所に係る環境影響評価の

手引」がある。 
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（２）環境影響評価の手続の流れについて 

平成 24 年 2 月に環境省が発行した「環境アセスメント制度のあらまし」によれば、

環境影響評価は、「環境に著しい影響を及ぼす可能性がある事業を実施しようとする者が、

自らの責任で事業実施に伴う環境への影響に配慮することが適当であり」、「事業者が事

業計画を作成する段階で環境影響についての調査・予測・評価を行うとともに環境保全

対策の検討を一体として行うことにより、その結果を事業計画や施工・供用時の環境配

慮等への反映」が可能となるとされている。 

環境影響評価法における手続は図 4-1-1 に示すとおりであり、各段階において、国民

等、地方公共団体及び国の関与がある。 

 

図 4-1-1 環境影響評価の手続の流れ（平成 25 年 4 月以降） 

出典：環境省「環境アセスメント制度のあらまし」 
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（３）環境影響評価項目について 

経済産業省が制定する主務省令により風力発電に関する環境影響評価の参考項目が

提示された後は、当該省令に基づき、参考項目を勘案しつつ、事業者が個別の事業ごと

の事業特性及び地域特性等を踏まえて、適切に環境影響評価項目を選定することとなる。

しかしながら、本マニュアルでは、策定時において当該省令が提示されていないため、

以下に掲げる資料を参考に、風力発電において環境影響評価の対象と想定される項目に

ついて、参考として、表 4-1-3 に示している。 

なお、表 4-1-3 に示した風力発電において環境影響評価の対象と想定される項目は、

陸域における風力発電施設を想定した場合の環境影響として記載したものであり、全て

の評価項目を網羅的に提示したものではないことに注意が必要である。 

 

①財団法人港湾空間高度化センター「港湾分野の環境影響評価ガイドブック 1999」 

②独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構 

「風力発電のための環境影響評価マニュアル 第 2 版」 

③環境省総合環境政策局 

「風力発電施設に係る環境影響評価の基本的考え方に関する検討会 報告書」 

④経済産業省原子力安全・保安院「発電所に係る環境影響評価の手引」 

⑤環境省「風力発電施設の審査に関する技術的ガイドライン(平成 23 年 3 月)」 

⑥環境省自然環境局野生生物課「鳥類等に関する風力発電施設立地適正化のための手

引き」 
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表 4-1-3 環境影響評価項目の比較 

環境要素の区分 環境影響要因の区分 

対象事業：港湾計画 対象事業：風力発電 

①港湾ガイドブック 
②NEDO マニュアル 

（主に陸上風車を対象） 

③環境省報告書 
（主に陸上風車を想定し 

主な環境影響とし記載されたもの） 

④発電所の手引き 
（火力発電所） 

環 境 の
自 然 的
構 成 要
素 の 良
好な状態
の保持 

大 気 環
境 

大気質 

硫黄酸化物 土地又は工作物の存在及び供用 
○

主要な港湾施設又は埋立地の併用
－ － 

○
施設の稼働 

窒素酸化物 
工事の実施 － － － 

○
工事車両の運転、建設機械の稼働

土地又は工作物の存在及び供用 
○

主要な港湾施設又は埋立地の併用
－ － 

○
施設の稼働 

浮遊粒子状物質 土地又は工作物の存在及び供用 － － － 
○ 

施設の稼働 

石炭粉じん 土地又は工作物の存在及び供用 － － － 
○ 

屋外貯炭場 

粉じん等 
工事の実施 － － － 

○ 
工事車両の運転、建設機械の稼働

土地又は工作物の存在及び供用 － － － 
○ 

供用後の資材等の搬出入 

騒音 騒音 
工事の実施 － － 

○ 
建設機械の稼働 

○
工事車両の運転、建設機械の稼働

土地又は工作物の存在及び供用 
○ 

主要な港湾施設又は埋立地の併用
○ ○ 

○ 
施設の稼働、資材等の搬出入 

振動 振動 
工事の実施 － － － 

○ 
工事車両の運転、建設機械の稼働

土地又は工作物の存在及び供用 
○ 

主要な港湾施設又は埋立地の併用
－ － 

○ 
施設の稼働、資材等の搬出入 

その他 低周波音 土地又は工作物の存在及び供用 － 
△ 

学校、病院等及び住宅に近接する場合
○ － 

水環境 

水質 

水の汚れ 土地又は工作物の存在及び供用 
○ 

主要な港湾施設又は埋立地の併用
－ － 

○ 
事業活動に伴う排水 

富栄養化 土地又は工作物の存在及び供用 
○ 

主要な港湾施設又は埋立地の併用
－ － 

○ 
事業活動に伴う排水 

土 砂 による水 の濁
り 

工事の実施 － － － 
○ 

建設機械の稼働 

水温 土地又は工作物の存在及び供用 
○ 

主要な港湾施設又は埋立地の併用
－ － 

○ 
施設の稼働（温排水） 

底質 有害物質 
工事の実施 － － － 

○
建設機械の稼働（浚渫） 

土地又は工作物の存在及び供用 
○ 

主要な港湾施設又は埋立地の併用
   

その他 潮流 土地又は工作物の存在及び供用 
○ 

主要な港湾施設又は埋立地の併用
－ － 

○ 
港湾施設の設置、埋立等 

そ の 他
の環境 

地 形 及 び
地質 

重要な地形及び地
質 

土地又は工作物の存在及び供用 
○ 

主要な港湾施設又は埋立地の併用
△ 

重要な地形及び地質が存在する場合 
－ ○ 

日照障害 
ｼｬﾄﾞｰﾌﾘｯｶｰ（人へ
の影響を対象） 

－ － － ○ － 

電波障害 土地又は工作物の存在及び供用 － ○ － － 

生 物 の
多 様 性
の 確 保
及 び 自
然 環 境
の 体 系
的保全 

動物 
重要な種及び注目
すべき生息地 

工事の実施 － － ○ ○ 

土地又は工作物の存在及び供用 
○

主要な港湾施設又は埋立地の併用
○ ○ ○ 

植物 
重要な種及び注目
すべき群落 

工事の実施 － － ○ － 

土地又は工作物の存在及び供用 
○

主要な港湾施設又は埋立地の併用
○ ○ ○ 

生態系 
地 域 を特 徴 づける
生態系 

工事の実施 － － ○ ○ 

土地又は工作物の存在及び供用 
○

主要な港湾施設又は埋立地の併用
○ ○ ○ 

人 と自 然
と の 豊 な
触れ合い 

景観 
主 要 な眺 望 点 、景
観資源、眺望景観 

土地又は工作物の存在及び供用 
○

主要な港湾施設又は埋立地の併用
○ ○ ○ 

人 と自 然 との触 れ合
いの活動の場 

人 と自 然 との 触 れ
合いの活動の場 

工事の実施 － － － ○ 

土地又は工作物の存在及び供用 
○

主要な港湾施設又は埋立地の併用
△

触れ合い活動の場が存在する場合 
－ ○ 

環 境 へ
の負荷 

廃棄物等 
産 業 廃 棄 物 、建 設
工事に伴う副産物 

工事の実施 － － － 
○

産業廃棄物の発生、残土の発生 

土地又は工作物の存在及び供用 
○

主要な港湾施設又は埋立地の併用
－ － 

○
施設供用時の産業廃棄物の発生 

温室効果ガス等 二酸化炭素 土地又は工作物の存在及び供用 
○

主要な港湾施設又は埋立地の併用
－ － 

○
施設の稼働（化石燃料の燃焼） 

：風力発電事業の環境影響評価対象と想定される項目 
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環境影響評価実施時に必要となるデータ・資料は、その取得、整理に時間・労力を要

する。したがって、港湾計画の変更に係る法的又は自主的な環境影響評価と風力発電事

業に係る環境影響評価の際には、港湾管理者及び風力発電事業者はそれぞれが所有する

関連資料・データを共有することで港湾管理者・風力発電事業者の労力の軽減及び評価

期間の短縮が可能となる。 

港湾計画と風力発電の双方の環境影響評価で使用するデータについて、その使用例を

表 4-1-4 に示す。 

なお、円滑な情報共有を実現するために、関連情報をデータベース化し、できるだけ

新しいデータに更新していくことが必要と考えられる。 

 

表 4-1-4 対象事業による環境影響評価項目データの使用例 

データ／環境要素 港湾計画 風力発電 

地形・地質 港湾計画（埋立・掘込み）に

伴う地形・地質への影響を評

価 

風力発電施設の設置場所の地

形・地質に関する現状把握、風

力発電施設の設置に伴う地形へ

の影響を評価するため現状把握 

動物・植物 港湾計画（埋立・掘込み）に

伴う動物・植物の生息場の減

少・改変等の影響を評価 

風力発電施設の設置・運用に伴

う動物・植物の生息場への影響

を評価（バードストライクの可

能性など） 

騒   音 港湾計画（港湾整備に伴う船

舶・車両の増加等）に伴い発

生する騒音がこれまでの騒音

レベルにどれだけ変化を与え

るか、影響を評価 

風力発電施設の設置・運用に伴

い発生する騒音がこれまでの騒

音レベルにどれだけ変化を与え

るか、影響を評価 
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４．２ 風力発電の事業リスクへの対応 

 

＜解説＞ 

本マニュアルの主な対象となる大規模風力発電（ウィンドファーム）は、その整備に多

額の資金投下を必要とするとともに、資金回収には長期間を要することが一般的である。

風力発電の事業リスクは事業主体である風力発電事業者が負担することが原則である一方

で、適地の設定を行っていることから、風力発電の稼働中断そのものが直ちに港湾の管理

運営に影響を与えることは少ないと考えられる。 

ただし、不要な占用物が長期間港湾を占用することは港湾の効率的な利用という観点か

ら問題があり、また、メンテナンスされない場合の景観悪化や施設老朽化による安全性の

問題、結果として風力発電施設の撤去がなされない場合の撤去費用負担の問題等も懸念さ

れる。このため、港湾管理者は風力発電事業に伴うリスクについて想定し、あらかじめそ

の対応について検討しておくことが適切である。 

 

（１）風力発電に伴うリスクと対応策 

風力発電に伴う主なリスクは、災害リスク（例：落雷、地震等の天災）、制度リスク（例：

固定買取価格制度の見直し）、維持管理リスク（例：事故、整備不良等による風力発電施

設の損傷）等が考えられる。港湾管理者は、風力発電導入に際して、これらの事業リス

クを以下に示す手法等により、できる限り低減又は回避することを通じて確実な事業実

施を図ることが必要と考えられる。 

 

①公募要件の審査 

港湾管理者は、風力発電事業者の公募の際に、応募した事業者ができる限り発電事業

リスクを回避又は低減させる計画を行っているかという観点でも、審査を行うことが重

要と考えられる。具体的には、収支計画に無理がなく安定的な資金計画となっているか、

特に複数事業者の共同事業体の場合等において、風力発電事業者の実施体制について適

切な役割分担と実質的な責任者（責任事業者）が明確になっているか、等の点に着目す

る必要があり、港湾管理者は、必要に応じて財務・経営等の専門家の支援及び助言を踏

まえてこれらの審査を確実に実施することが必要と考えられる。 

風力発電施設の安全性については、本マニュアル策定時点ではわが国での洋上風力発

電施設の標準的な技術基準が存在しないこともあり、港湾管理者が精緻な審査を行うこ

とは困難が予想されるが、有識者や専門機関へ相談し意見を聴取する等、可能な限り構

造安全性が担保されるように努めることが必要と考えられる。 

 

風力発電事業実施に伴うリスクについて、港湾管理者はあらかじめ想定し、リスク対

応について検討しておくことが適切である。 

その上で、風力発電事業の実施継続が困難となり事業譲渡等を行う場合は、条例・規

則等に基づいて占用に係る手続を適切に行うとともに、風力発電事業者の同意を前提と

して、融資金融機関とも積極的に連携して対応することが考えられる。 
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②風力発電事業者の提案によるリスク対応 

公募要件として港湾管理者が求める事項以外に、風力発電事業者が備えることが想定

される事業リスク対応策の例は、表 4-2-1 のとおりである。 

表 4-2-1 風力発電の事業リスクへの対応策（例） 

対応策 内容 

保険加入 保険のうち、火災保険については提案ではなく加入を義務づけるこ

とが適当と考えられる。 

賠償責任保険（風力発電施設による第三者への損害を補償）や利益

保険（損害で減少した事業者の利益を補てん）への加入により、事

故による損害賠償請求による減収に一定の対応が可能となる。 

撤去・修繕費用積立 事業者の資金収支計画において、発電施設の撤去及び修繕に係る費

用を売電収入からあらかじめ積み立てておくことで、施設損傷時の

迅速な運転再開や、事業中断時の速やかな原状復旧が可能となる。

債務保証 風力発電事業者が SPC（特別目的会社）の場合等については、主な

出資者である親会社等の債務保証があることにより、一定の資金安

定性が期待できる。ただし、親会社等の信用・財務状況等について

確認しておくことが必要と考えられる。 

 

これらはあくまでもリスク対応策の一例であり、風力発電事業者の事業・組織形態、

リスクに関する考え方によって対応策のあり方は様々である。港湾管理者は、風力発電

事業者を公募する際に、応募者に対してリスク管理の基本的な考え方及び具体的な対応

策に関する提案を求め、その提案内容を評価することによって事業リスク対応について

確認することが適切と考えられる。しかしながら、過剰なリスク対応の要求は結果的に

再生可能エネルギーの利活用促進という観点からは阻害要因ともなりうるため、事業性

とのバランスのとれたリスク管理という視点で評価することが適切と考えられる。 

 

（２）事業譲渡 

あらかじめリスク対応に関する備えがある場合においても、天災、事業環境の変化等

により、発電事業が継続困難となる可能性は考えられる。風力発電施設の耐用年数があ

る程度残存している場合は、他の事業者への事業譲渡により発電事業を継続することも

考えられる。このような場合で事業譲渡の可能性について、港湾管理者が留意すること

が必要な事項は次のとおりである。 

 

①事業譲渡手続 

風力発電施設の所有権や発電事業の事業実施に係る権利は、基本的には新旧の事業者

同士で直接譲渡可能であり、譲渡先の選定についても原則としては事業者側で行うこと

が想定される。ただし、港湾管理者による占用許可については、条例・規則等に基づい

て占用に係る手続を適切に行う必要があるため、港湾管理者は、事業譲渡に際しては、

あらかじめ新しい事業者について占用許可条件を満たすことを確認することが必要であ

る。 
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②金融機関との関わり 

金融機関等の融資を受けて風力発電施設を設置した場合には、風力発電施設に抵当権

が設定されている場合がある。この場合、事業譲渡に至る過程で抵当権が実行され、一

時的に施設の所有権及び管理権限が抵当権者である金融機関等に移る可能性がある。 

風力発電施設は、その性質上、施設が確実に稼働し、発電することが安定的な事業実

施の要件となる。その観点においては、金融機関等にとっては、施設の確実な稼働が確

実な融資回収につながるため、港湾管理者と金融機関等は、事業の継続等、事態の打開

を望むという点で基本的に同一の意向を持つと考えられる。よって、港湾管理者は、風

力発電事業の継続が困難と予測される場合は、抵当権実行の有無にかかわらず、あくま

でも風力発電事業者の同意を前提とした上で、事業の建て直し、円滑な事業譲渡（新事

業者の選定等）について金融機関等と積極的に意見交換を行い、連携して対応すること

が適当と考えられる。 

また、平常時においても、風力発電事業者の同意を前提として港湾管理者と融資金融

機関が事業実施状況に関する意見交換の機会をもつことで、金融機関の事業経営・資金

管理に関する専門的知見を活用した財務モニタリング機能の補完に資することが可能と

考えられる。 
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４．３ 多様な導入形態における適用 

４．３．１ 陸域での導入 

 

＜解説＞ 

本マニュアルは、港湾区域におけるウィンドファームの導入を主な対象としているが、

臨港地区又は港湾隣接地域といった陸域での導入について本マニュアルを活用することも

考えられる。陸域での導入については、以下の事項に配慮することが必要と考えられる。 

 

（１）港湾隣接地域における設置 

港湾隣接地域とは、港湾区域及び港湾施設を良好な状態に維持、保全し、港湾機能を

十分発揮させるために、港湾区域に隣接する背後地において、港湾法第 37 条の 2 の規定

に基づいて港湾管理者が港湾区域外 100 メートル以内の区域において必要最小限の範囲

内を指定した陸域を指すものである。 

港湾隣接地域は、護岸、堤防、岸壁、桟橋等の崩壊を防ぐこともその目的としている

ため、港湾隣接地域内で一定の載荷重量を超える構築物の建設が条例・規則等により制

限されていることも多く、風力発電施設を設置する場合には載荷重量に配慮する必要が

ある。また、港湾隣接地域内において、平均海面の水際線付近に風力発電施設を設置す

した場合、海陸境界の関係でブレード部分が水域にせり出す可能性があり、その場合は

水域利用に配慮するとともに、基礎部分は陸域設置であっても港湾管理者の占用面積算

定の方針によっては、ブレードの投影範囲の水域占用許可が必要となる可能性がある。 

 

（２）臨港地区における設置 

臨港地区とは、都市計画法の規定により臨港地区として定められた地区又は港湾法第

38 条の規定により港湾管理者が定めた地区で、港湾の管理運営を円滑に行うため、港湾

区域に隣接する陸域について指定された地区である。臨港地区は、港湾区域と一体とな

った土地利用、港湾機能の増進及び水際線の有効利用等を目的としており、港湾計画又

は公有水面埋立免許により土地利用計画（用途及び所要面積）が設定されているととも

に、地区内で分区を定めてその用途に合わない土地利用を制限することもあるため、風

力発電施設の設置については、地区内での土地利用の用途との整合について配慮する必

要がある。 

 

（３）公有地（普通財産）における設置 

港湾隣接地域、臨港地区ともに、風力発電施設の設置箇所が公有地（行政財産）であ

る場合は基本的には本マニュアルで示す占用許可手続を準用することが可能であるが、

設置箇所が公有地（普通財産）である場合は、占用許可ではなく、一般的には用地の貸

付を行うこととなると考えられる。 

本マニュアルは、港湾区域（水域）におけるウィンドファームの導入を主な対象とし

ているが、陸域での導入（港湾隣接地域、臨港地区内の、公有地及び民有地での導入）

において本マニュアルを活用する場合の配慮事項について検討する。 



 

 99

また、公有地（普通財産）であっても、港湾管理者の権限が及ぶ範囲であれば、国有

地の場合は地方財務局、地方自治体所有地の場合は自治体管財部局との調整を前提に、

適地の設定、協議会の活用及び公募による事業者選定については本マニュアルの内容を

参考とすることができる。なお、用地の貸付に際しては、その貸付契約書に公募要件及

び事業者の提案事項について記載する等、各港湾の条例・規則等に従って本マニュアル

を柔軟に活用することが適当と考えられる。 

 

（４）民有地における設置 

工場内の自社用地での設置等、港湾内の民有地での風力発電施設の設置については、

分区等で定められた用途に反しない限りにおいては所有者の意向により活用可能と考え

られる。 

民有地における風力発電施設の設置の際の本マニュアルの活用としては、例えば、公

有地と隣接する民有地に一体的に風力発電を導入する場合が考えられる。風力発電導入

の検討段階で、港湾管理者が民有地の所有者と協議を行って共同で風力発電導入を行う

ことが可能となれば、港湾の未利用地の効率的な有効活用及び景観との調和のとれた風

力発電施設の設置という点で効果的な導入が可能になると考えられる。この場合におい

て、設置候補地である民有地の所有者には協議会にオブザーバーとして参画を依頼し、

適地の設定又は公募要件に関する助言を求めることも検討されるべきである。 

また、公有地と民有地で一体的に風力発電を導入する場合は、風力発電事業者が港湾

管理者又は国若しくは地方自治体と民有地所有者のそれぞれに、異なる使用条件に基づ

く占用料及び借地料を支払うことになる。民有地の借地条件は所有者と風力発電事業者

の合意により定められることが原則と考えられるが、風力発電事業としては公有地及び

民有地に関係なく、一体的に実施していくこととなるため、民有地の借地条件の合意が

なされない、又は借地料等に関するトラブルが生じた場合等に風力発電全体の事業継続

に影響が生じる可能性もある。港湾管理者が民有地を活用して積極的に風力発電を導入

する意向を有する場合は、民有地所有者との合意が前提となるものの、港湾管理者が一

体的に貸し付けることにより、円滑な導入を図るなどの検討を行うことなども考えられ

る。 

 



 

 100

４．３．２ 住民参加・官民連携の検討 

 

＜解説＞ 

本マニュアルでは、風力発電について民間事業者が営利事業として地域電力会社への売

電を行う形態を想定しているが、住民参加・官民連携といった純粋な民間営利事業以外の

形態での導入に関する本マニュアルの適用について、以下のとおり整理する。 

 

（１）住民参加型風力発電 

住民参加型風力発電に関する明確な定義はないが、風力発電事業者が単独で設置する

ことが多い風力発電施設を市民が共同して設置し、発電事業を実施するというモデル全

般を指すことが多い。 

デンマークのミドルグルンデン風力発電所は、地元 NPO と組合員約 8,500 人を有する

協同組合がそれぞれ 50％ずつ所有権を有しており、組合員は風力発電所の建設に出資す

ることでその所有権を得られる（ローカルオーナーシップ）ほか、出資額に応じて発電

電力供給や配当金の受け取りが可能となっている。国内の港湾についても、秋田港にお

いて市民からの匿名組合出資を活用した市民ファンドが貸付を行っている住民参加型風

力発電の事例がある。 

 

  

図 4-3-1 市民風車 愛称：「風こまち」（秋田港／秋田市飯島） 

 

住民参加型風力発電は、市民から小口の出資を幅広く集め、売電収益から償還・分配

を実施することを通じて、再生可能エネルギーの普及啓発、市民の環境意識向上を図る

こと等を主な事業目的とすることが多い。 

わが国の住民参加型風力発電の事例は、小口出資という資金調達特性から本マニュア

ルの主な対象となる事業規模（総出力 1 万 kW 以上）よりも小規模なものが多いが、ウィ

ンドファームの資金調達の一部に住民参加型を活用する等、本マニュアルを住民参加型

風力発電の導入に活用することも考えられる。その場合は、出資金の流れが明瞭で適切

住民参加・官民連携といった形態での導入に関する本マニュアルの適用及び導入の場

合の検討事項について整理する。 



 

 101

に出資者に分配がなされる仕組みとなっていること、出資金の分配以外にも風力発電を

通じた環境意識啓発の取組が行われること等、事業の公益性が確保されていることを前

提として、公募選定審査で積極的に評価する等、本マニュアルの各規定を柔軟に適用し

ていくことも考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-3-2 市民出資を活用した風力発電事業スキームの例 

 

（２）官民連携を活用した風力発電 

平成 23年 6月の PFI法改正並びに東日本大震災における被災自治体の復旧に係る職員

や技術力の不足及び財政面等の制約に関する懸念等を背景に、民間資金、経営能力及び

技術力を活用した PFI/PPP 等の官民連携による公共事業の推進が港湾においても検討さ

れている。 

例えば、港湾区域では、防波堤等の港湾施設の背後が風力発電の適地として見込まれ

ることから、港湾施設である防波堤の新設・修繕とそれに近接する風力発電施設の設置

を民間事業者が一体的に実施するといった官民連携スキームが想定される。具体的には、

改正 PFI 法で導入された公共施設等運営権制度（公共施設の所有権を民間に移転しない

まま、民間事業者に対して、インフラ等の事業権（事業運営・開発に関する権利）を長

期間にわたって民間に付与する制度）の活用が考えられる。 

PFI 事業を活用して風力発電を実施する場合は、本マニュアルでは占用許可を付与す

ることとなっている風力発電施設の設置権原については、防波堤及びその背後の水域に

対する「公共施設等運営権」の付与として一体的に設定される可能性も考えられる。そ

の場合は、港湾施設の整備のみならず、風力発電導入についても本マニュアルの手続で

はなく PFI 法、基本方針及び各種ガイドラインに則って実施されることが想定される。 

官民連携スキームの導入に際しては、防波堤その他の港湾施設、風力発電施設ともに

施設の構造安全性がそれぞれ確実に担保され、港湾の管理運営に関する官民リスク分担

が適切になされることが前提と考えられることから、風力発電施設の設置が港湾施設及

び港湾の管理運営に与える影響について、今後さらに検討を重ねた上で取り組む必要が

あると考えられる。 
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